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平成 20 年度 環境標語入選作品 

 

 

［大人の部］ 

ひと手間を かけてかしこく エコ活動       北岡 真紀 

電気消す みんな集まる ひと部屋に        國澤 初恵 

買いません！ ゴミになるもの 無駄なもの     下川 由紀子 

もったいない 捨てる前に ひとくふう       大﨑 彩子 

家庭ごみ 家族で仕分けて 再確認         鍵山 久美子 

 

 

 

［子どもの部］ 

ゴミ拾い だれかじゃなくて 自分から     横内小学校６年    刈谷 美月 

リサイクル ちきゅうもよろこぶ しげんのわ  高須小学校４年    楠瀬 博也  

ごみ拾い 住んでる町が 好きだから      朝倉第二小学校４年  澤  夏子 

止めなくちゃ どんどん進む 温暖化      十津小学校４年    竹﨑 優子 

ぽいすての 気持ちをぽいっと すてましょう  大津小学校４年    宮本 勇希 

カンやビン あらってだせば たからもの    朝倉小学校４年    野瀨 愛未 

残したい！ 高知の自然 いつまでも      春野東小学校４年   永吉 宥弥 

ことわろう 過重ほうそう むだ袋       春野東小学校４年   飯山 春風 

まもろうよ だしていいごみ だめなごみ    横浜新町小学校４年  大原 英里香 

近いとこ 車つかわず 自転車で        高須小学校５年    森田 千亜希 

ごみ減らす ひとりひとりの 心がけ      高須小学校６年    淺川 愛菜 

すてないで ごみをすてない その心      旭小学校４年     井関 遼河 

ないている 川にしずんだ しげんごみ     朝倉第二小学校４年  今岡 千聖 

ゴミへらす まほうのふくろ マイバッグ    大津小学校４年    島本 温哉 

ごみへらし 未来につなぐ エコのはし     初月小学校４年    小林 聖 

やまのなか おくなすてるな そのごみを    朝倉小学校４年    藤田 朗也 

 



第１章  市  勢 
 
１ 沿 革     
  本市は，明治22年（1889年）に市制が施行され，初代市長に一圓正興が就任した。以来，戦災や震災，

水害等幾多の試練を市民と行政のたゆまぬ努力によって克服し，市政の発展に取り組んできた。 

  平成元年には，記念すべき市制100周年を迎え，平成10年４月には32万市民の住む中核市として新た

な時代への第一歩を踏み出した。 

  戦後の公選市長は，山本暲（昭和22年～26年），氏原一郎（昭和26年～41年），坂本昭（昭和42年～

53年），横山龍雄（昭和53年～平成６年），松尾徹人（平成６年～15年），岡﨑誠也（平成15年～）と続

いてきている。 

  山本市長時代は，地方制度の確立と戦災復興の基礎づくりに努め，氏原市長時代は，戦災復興の仕上げ

と都市計画に，坂本市長時代は，民主市政を目指したコミュニティの推進と市民の命と暮らしを守るため

の福祉対策や災害対策に取り組み，地方中核都市としてのまちづくりを進めた。さらに，横山市長時代は，

防災対策をはじめ学校建設・福祉行政など市民生活の安定・向上に努め，21世紀に向けた都市発展の基礎

づくりを進めた。 

平成６年11月に就任した松尾市長は，産業の振興，都市基盤の整備とともに，人間性を大切にし，人の

心に潤いと安らぎをもたらす優しさを基調としたまちづくりに取り組んだ。また，平成10年３月には，高

知インターチェンジの開通，高知新港の一部供用開始など，高度開放化時代の本格的な到来を迎え，４月

には四国で初めて「中核市」に移行した。その後，同年９月に市東部を中心とした未曾有の水害により，

市民生活に甚大な被害が生じたことから，防災対策事業へ力を注ぐとともに，社会福祉施策の充実，文化

体育施設の建設などプロジェクト事業を推進し，地方分権社会へ向けた取組を進めた。 

平成15年11月に岡﨑誠也市長が就任してからは，「暮らしゆたかに」「暮らしいきいき」「暮らしあん

しん」を柱に，雇用対策や産業の活性化，社会福祉の充実，教育・文化の振興，震災対策など，市民のく

らしに視点を置いた，市民生活に密着した施策を進めながら，「こころ豊かなしあわせ都市・高知」を目

指している。 

また，平成17年１月に鏡村・土佐山村と，20年１月には春野町と合併し，うるおいのある山とみどり

の環境に囲まれた都市機能を持つ，新たな自治体として生まれ変わった。 

 

 

２ 市 民 憲 章       

  澄みきった空，輝く太陽，広い海，緑の山々 

  この美しい山河に，わたしたちの先人は，自由民権の思想を開花させました。それは近代日本のこころ

のふるさとでもあります。 

  わたしたちは，いま，この貴重な先人の遺産のうえに，さらに豊かで明るい市民生活をきずきあげるた

め，みんなで手をとりあって前進します。 

  ここに，わたしたち市民の自治と自律のさだめとして，この高知市民憲章を制定します。 

 

   １．鏡川を清潔なまちのシンボルにしましょう。 

   １．世界をむすぶ高い文化と教養のまちにしましょう。 

   １．たがいに親切にし，あたたかい社会をつくりましょう。 

   １．健康で働き，豊かなまちにしましょう。 

   １．交通ルールをまもり，事故のない安全なまちにしましょう。  （昭和44年４月１日制定） 

 

 

 



３ 都市宣言等       

宣言年月日 名   称 趣   旨 

昭和37．３．17 

  37．３．17 

  37．12．19 

  41．12．16 

 

  59．７．４ 

  60．３．20 

平成元．３．27 

 

  ２．３．27 

安 全 都 市 宣 言              

平 和 都 市 宣 言              

国土を美しくする都市宣言              

明るく，正しい選挙都市宣言 

 

非 核 平 和 都 市 宣 言              

健 康 都 市 宣 言              

高 知 市 平 和 の 日              

 

ゆ と り 宣 言              

各種災害撲滅，市民生活安全確保のため市民運動を推進 

永久の平和都市であることを決意 

『美しい郷土を私たちの手で』つくりあげることを決意 

民主政治を守り発展させるために明るく正しい選挙を推

進 

世界の核兵器を廃絶し，恒久平和実現を決意 

健康で明るい市民都市づくりにまい進を決意 

８月６日を「高知市平和の日」と定め平和思想を継承し

ていく 

充実した自由な時間と潤いのある生活を目指すことを決

意 

 

４ 位置と地勢       

  四国南部のほぼ中央に位置し，北部は山林，西部は丘陵地が続き，平野の開けた中央部から南東部にか

けて都市，同じく平野の東部には水田地帯が広がっている。また，南部は土佐湾に面し，海岸線からは雄

大な太平洋を一望することができる。土地は総体的に低く，東・南部の湿田地帯は－1.0ｍ，市中心部の

県庁前が3.0ｍ，西部の旭駅前が6.2ｍ，筆山公園117.9ｍ，正蓮寺330～350ｍ，北方山岳地帯が400～1,200

ｍという現状であり，雨量が多く，殊に毎年夏から秋にかけて台風の襲来がたびたびあるが，北に四国山

地，南に黒潮の暖流が巡る自然豊かで南国的な明るい都市である。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東  経 北  緯 東西最長      南北最長      面  積 

133度31分53秒 33度33分32秒 21.49㎞ 24.83㎞ 309.22㎞２ 

（注）世界測地系経緯度表示による。 

 

５ 人口と世帯数                             （単位：人，世帯） 

人    口 

総 数 男 女 
世 帯 数      

３４１，１７７ １５８，９６４ １８２，２１３ １５６，５５６ 

（注）人口，世帯数は平成20年４月１日現在の住民基本台帳による。 

高知市 

土佐湾 

愛媛県 

徳島県 

室戸岬 

足摺岬 



第２章 事業の沿革と今後の課題 
１ 事業の沿革 

(1) ごみ処理事業 
 ○ 明治～戦中期 

本市におけるごみ処理事業は，かなり以前から行われていたようで，汚物掃除法が制定さ

れた明治 33年（1900年）には巡視６名，運搬夫 14名を置いていた記録がある。当時のご

みは，肥料となるものは浦戸町（現南はりまや町１丁目），農人町，菜園場，刎橋の移船場

で農家に渡し，残りは柳原で焼却処理していた。その後，大正６年には江ノ口に焼却場を設

け，昭和５年には下知の丸池町に新様式の焼却場をつくって移転した。 
この丸池町の焼却場は，戦中・戦後を通じて本市のごみ処理の基幹的施設として稼動した。 

  

○ 戦後～ 

   ア．収集 

    (ｱ) 可燃ごみ 

我が国では，経済の高度成長に伴う都市部への人口集中と生活様式の多様化により，

年々ごみの排出量が増大し，本市もこの重要課題への対応が求められた。 

そこで，昭和43年度を初年度とする収集方法近代化３か年計画（総額5,248万円）

を策定し，昭和45年度末から市内の一部を対象に，収集方法を戸別収集からダストボ

ックスとポリ容器による週２回ステーション方式に変更し，昭和47年度からはダスト

ボックスを廃止して，全市域を対象にポリ容器によるステーション収集を実施した。 
あわせて，昭和46年度からは，一般家庭のごみ収集手数料を無料とし，不燃物の分

別収集も一部開始した。 

その後，ポリ容器収集は，焼却，水切り，収集効率の面などで種々の問題が生じたた

め，昭和54年度から丈夫な紙袋またはポリ袋による収集とした。 

また，収集日が全市的に整理されていなかったことによる不法投棄等の弊害も出てき

たため，昭和59年４月から地区割りを単純化し，収集の効率化及び都市の美化推進を

図ることとした。 

さらに，平成９年11月からは，分別・減量・再資源化の促進を図るため，市内の量

販店等に対する協力依頼や町内会等への説明会を開催するなどの啓発活動に加えて，収

集作業の安全性確保等を目的として，平成10年４月からごみ袋の「透明・半透明」化

を一部試行し，従来の黒ごみ袋から，中身の見える透明・半透明袋に切り替えた（平成

11年４月から完全実施）。 

平成19年10月には，分別区分の見直しにより「生ごみ」から「可燃ごみ」と名称変

更し，小型のプラスチック製品等も収集することとした。 

 

(ｲ) プラスチック製容器包装 

プラスチックごみは熱量（カロリー）が高く，焼却処理する場合には，処理能力の低

下や環境汚染の原因となる。このことに対応し，また，焼却ごみを減らすために，昭和

63年６月１日から三里，大津，上街のモデル地区（全市の8.3％の世帯，8.9％の人口）

の協力を得て，週１回プラスチック系ごみの分別収集を行った。 

その後，平成元年７月５日から主に市内東部12地区へ収集地区を拡大し，平成２年

１月24日から全市域での分別収集を開始した。 

また，容器包装リサイクル法施行に対応し，平成13年11月からそれまでのプラスチ

ックごみの分別区分の見直しを行い，プラスチック製容器包装のみ週１回収集すること



とした。 

平成18年度において，（財）日本容器包装リサイクル協会へ処理を委託しているプラ

スチック製容器包装の品質が悪かったため（汚れの付着，不適物の混入），その解決策

として，汚れの落ちにくい物，落ちない物は可燃ごみと一緒に排出するよう周知すると

ともに，不適正分別ごみ袋については警告文を貼り，ステーションに取り残し啓発して

いる。 

 

(ｳ) ペットボトル 

ペットボトルについては，平成10年９月から11月まで瀬戸地区の量販店でモデル収

集を行い，平成12年４月から市内量販店等における拠点回収方式による分別収集を開

始した。回収物は，粉砕処理後，本市独自のルートにより再資源化を実施している。  

  

(ｴ) 資源物・不燃ごみ・可燃粗大ごみ・水銀含有廃棄物 

昭和 46年度からテストケースとして，一部地区を対象にダストボックス（みどりの

箱）による月２回の不燃物収集を始めて以降，不燃物収集の対象世帯は増え，昭和 49

年度には約１万9,000世帯となった。また，ダストボックスの無設置地区に対しては，

町内会単位の通報制により３～４か月に１回の割合で不定期収集を行ってきたが，全市

を対象に実施するには至らず，市民から実施を望む声が大きくなった。 

そのため，全市を対象に 200世帯を単位とする登録制にて収集することとし，昭和

51年７月から高知市再生資源処理協同組合（10業者）の協力を得て，２か月に１回，

全市的な資源・不燃物の５種類分別収集を開始した（開始当初は 273団体４万 9,470

世帯）。 

さらに，昭和53年度からは月１回収集に移行し，昭和59年１月から水銀含有廃棄物

（乾電池，蛍光灯，鏡，体温計，温度計）の収集を開始した。 

その後，埋立ごみを削減し，三里最終処分場の延命化を図るため，平成16年10月か

ら，製品プラスチック類等，可燃性の素材が大半を占める物を焼却処理することとし，

分別区分を変更した。 

なお，不燃雑ごみの収集については，従来，直営で行っていたが，平成17年11月か

ら高知市再生資源処理協同組合への委託に切り換えた。 
平成19年10月から大型の製品プラスチックやタンスなどの大型木製品などを「可燃

粗大ごみ」，埋め立てる廃棄物を「不燃ごみ」にそれぞれ名称変更した。 
現在は，資源物，不燃ごみ，可燃粗大ごみ，水銀含有物と区分し収集している。（(ｲ)

プラスチック製容器包装の項目を参照。） 
 

(ｵ) 収集体制 

収集体制については，ごみ収集業務の効率化を図るため，昭和53年７月，市の中心

部に清掃車の車庫と事務所である「高知市クリーンセンター」を設置し，８月から旧宇

賀清掃工場の収集部門が，続いて昭和54年12月には大谷清掃工場の収集部門がそれぞ

れ移転して全車両を集結し，より効率的な収集業務を可能とした。 

 

イ．処理 

    (ｱ) 焼却処理 

焼却処理については，昭和37年に朝倉大谷清掃工場，昭和42年に旧宇賀清掃工場を

新設したことにより，同年４月丸池町の焼却場を閉鎖した。 

また，昭和47年３月31日には総工費約７億円を投じた菖蒲谷清掃工場が完成し，旧

宇賀清掃工場を昭和50年度をもって廃止して後は，大谷，菖蒲谷両清掃工場で焼却処



理を行ってきた。 

その後，昭和52年７月から旧宇賀清掃工場用地内に新たな清掃工場の建設を進め，

昭和55年３月に完成し，５月から性能試験を，10月から本格運転を開始した。この宇

賀清掃工場は全連続燃焼式焼却炉で，施設規模は 450ｔ/24ｈ（150ｔ/24ｈ×３基）で

あった。この工場の本格運転に伴い可燃ごみは全量焼却処分が可能となり，平成14年

度に廃止されるまでの間，本市の基幹的施設として機能した。 

なお，大谷清掃工場は建設以来17年余を経て老朽化したため，昭和54年12月に閉

鎖し，菖蒲谷清掃工場も昭和55年10月から運転を休止した。 

ごみの量は依然として増え続ける傾向にあり，ごみ排出量の予測から平成14年度で

可燃ごみの全量焼却が限界に達すると見込まれたことに加え，生活様式の多様化に伴

うごみ質の変化や宇賀清掃工場の老朽化もあり，事態は深刻化していた。 

そこで，今後も安定的にごみ処理を続け，平成14年12月から適用されるダイオキシ

ン類の排出規制にも対応するため，平成10～13年度までの４か年計画で新たな清掃工

場の建設を進め，平成13年11月からの性能試験を経て，平成14年3月に高知市清掃

工場として完成した（宇賀清掃工場は同年４月から休止した。）。 

同工場は，全連続燃焼式焼却炉で，施設規模は600ｔ/24h（200ｔ/24ｈ×３基）であ

り，灰溶融炉 80ｔ/24h（40ｔ/24h×２基）を備え，焼却灰などを溶融固化し，建設資

材等への再利用を図っており，平成15年３月には経済産業省の新エネルギーバイオマ

ス発電工場として認定され，地球温暖化防止にも貢献している。 

また，平成16～18年度までの３か年で宇賀清掃工場工場棟の解体並びに解体後の跡

地整備を実施し，既に稼働している清掃工場及び余熱利用施設「ヨネッツこうち」を含

む清掃工場の敷地全体「エコ・パーク宇賀」が完成し，平成19年４月から一般に開放

している。  

 

(ｲ) プラスチックごみの処理 

分別収集されたプラスチックごみを菖蒲谷プラスチック減容工場（昭和55年10月か

ら休炉していた菖蒲谷工場を改造し平成元年度から稼働開始）にて1/40に圧縮・減容

固化した後，三里最終処分場へ埋立処分を行っていた。 

ペットボトルについては，平成10年９月から11月まで瀬戸地区の量販店でモデル収

集を行い，平成12年４月から市内量販店等における拠点回収方式による分別収集を開

始し，粉砕処理後，本市独自のルートにより再資源化を実施している。  

その後，容器包装リサイクル法施行により，同工場の設備を圧縮梱包に変更し，平成

13年 11月以降は，（財）日本容器包装リサイクル協会へ委託してプラスチック製容器

包装の再商品化を行っている。 

    

(ｳ) 最終処分 

最終処分地については，浸出する汚水の処理施設を完備した埋め立て容量23万㎥の

処分場として，昭和60年３月に完成した三里最終処分場へ同年４月10日から埋立処分

を行ってきた。 

その後，処分量が限界に近づいたことから，平成８年10月に31万8,000㎥に増量す

る延命化工事を行うとともに，12月には隣接地を取得し，拡張整備に取り組んだ。拡

張整備分の埋立容量は38万㎥で，拡張前の処分地が平成10年11月に埋立完了したこ

とを受けて，同月から整備が完了していた南側の１区画を部分的に供用開始し，全体工

事は平成11年３月に完了した。 

なお，拡張整備分の埋立期間は約12年間を予定していたが，現在は埋め立てごみの

減量化や再資源化により，平成42年度（32年間）まで延長することを目標としている。 



  ウ．その他 

(ｱ) 散乱ごみ  

地域の自然環境や生活環境の保全，ポイ捨てごみのない清潔で美しいまちづくりを進

めるため，平成８年４月１日に高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例を一部

改正した。改正した条例には，自動販売機により飲料を販売する事業者に対して，回収

容器の設置や適正管理を義務づけたり，特に美観の保護を図る必要のある区域を環境美

化重点地域として指定し，当該地域内でたばこの吸い殻，チューインガムのかみかす，

空き缶等（飲料用紙パックを含む）を捨てた者に，５万円以下の罰金を課する規定を盛

りこんだ。 

そして，平成８年７月31日に市内中心部を重点地域として告示，同年11月1日から

指定した。 

また，市民の環境美化意識の向上のため，地域内に看板や空き缶等の回収容器を設置

し，平成14年10月からは「新緊急地域雇用放置廃棄物回収事業」の導入を契機に，ポ

イ捨て禁止のＰＲ，パトロール，清掃活動を実施している。 

 

(ｲ) 特定家庭用機器廃棄物等 

平成13年４月から本格施行された家電リサイクル法に対応し，該当する家電製品の

収集を取り止めた。また，小売業者が引き取る義務のない家電製品について高知県電機

商業組合に助成することで，同組合加盟の小売店が全量引き取る協定を締結した。 

さらに，平成15年10月１日からはメーカー等による「家庭系パソコン」のリサイク

ルに対応した。 

 

(ｳ) 条例等 

排出量を抑制し，分別収集，再生利用の徹底などを推進していくことを基本にした「廃

棄物の処理及び清掃に関する法律」が平成４年７月改正施行され，本市も，これを受け

て平成６年１月１日に高知市廃棄物の処理及び清掃に関する条例及び同施行規則を全

面改正し，高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例及び同施行規則として施行

した。 

ごみ処理手数料については，平成８年の改定から据置きとなっていたが，処理原価に

占める収入の比率が年々低下している状況から，平成16年７月１日に急激な値上げに

配慮しつつ，原価を考慮した引上げを行い，平成 19年４月１日からは原価に見合う新

料金を適用した。 

 

(ｴ) 産業廃棄物及び広域的な取組 

本市は，平成10年４月より中核市へ移行したことに伴い，高知県から産業廃棄物に

ついての事務権限が委譲され，一般廃棄物と併せて総合的な廃棄物行政に取り組むこと

となったが，産業廃棄物処理については以前から一定の役割を担ってきた。 

具体的には，(財)高知県医療廃棄物処理センター（高知県主体に平成４年７月１日設

立）及び（財）エコサイクル高知（高知県，県内市町村，建設業界，廃棄物処理業界等，

関係団体により平成６年４月19日設立）に出捐を行い，産業廃棄物の適正処理の推進

に努めてきた。 

なお，医療系産業廃棄物の処理については，平成12年11月６日，焼却炉排ガス中の

ダイオキシン類濃度の調査結果が，排出基準値の約6.4倍の510ng－TEQ／m3Nあること

が判明し，11月７日に焼却施設の操業を一旦停止したものの，平成15年７月末，マイ

クロウェーブ熱処理による滅菌処理施設が完成し，9月から操業を再開し現在に至って

いる。 



また，循環型社会の形成に向けた取り組みとして，エコタウン計画の推進や（財）高

知県魚さい加工公社の運営に協力を行っている。 

 

(ｵ) その他 

事業所ごみの減量・リサイクルの推進を目的として，平成４年11月に官公庁，会社，

商店などを会員事業所とする「高知クリーン推進会」が結成され，平成４年度から資源

物の共同回収を実施している。回収によって生じた収益は再生トイレットペーパーなど

の形で還元している。 

また，家庭系生ごみの減量を推進するため，平成７年度に生ごみ処理容器による堆肥

化実験を市民37名により実施し，１年間で１世帯当たり約240㎏の減量に成果があり，

かつ，ごみに対する意識が高まることが分かった。 

この結果を受け，平成８年８月から，生ごみ処理容器に対する購入補助を行っている

（平成15年８月から20年３月まで「電動生ごみ処理機」についても補助を行った）。 

さらに，市民から要望を受けて，地域においてごみの減量，分別収集の徹底等を推進

する指導者である高知市廃棄物減量等推進員を平成12年1月に設置し，町内会や資源・

不燃物登録団体の代表者等の中から，523名（当初設置時）を推進員として委嘱した。 



 (2) し尿処理事業 

○ 収集 

し尿については，昭和20年代までは農作物の肥料として土壌に還元することが主であっ

たが，都市化の進展と農村における化学肥料の使用増加等により，都市における処理対策

が求められるようになってきた。 

本市においても昭和29年の清掃法施行に伴い清掃条例を制定し，海洋投棄を終末処理の

第一義とし，農家還元についても配慮していく方針を決定した。 

このことにより，中継槽１か所及び市の周辺地区にし尿槽４か所を設置し，市の施設は

直営（し尿車２台），一般家庭は民間許可業者（14台）による収集を行ってきた。 

その後，サービスの向上と料金の適正化を図るため，昭和40年１月より地区割制を実施

するとともに，料金については，同年４月より従量制から従量制と人頭制の併用方式に改

め，１か月１回の計画収集に努めた。 

さらに，昭和43年の料金改定を機に計画収集の実施状況をチェックするため，各家庭へ

カードを配布し，昭和46年９月からは一地区複数業者制，収集困難地域の直営化など収集

体制の改善を図った。 

しかしながら，市民の苦情を完全に解決することは困難であり，抜本的な解決策として

民間の許可業者制を廃止し，公共性の高い公社制を採用することとし，効率的かつ合理的

な運営を目指して，昭和50年２月に(財)高知市清掃公社(平成３年５月(財)高知市環境事業

公社に名称変更)を設立，４月から業務を開始した。 

公社設立後は，市の施設及び収集困難世帯については直営により，それ以外はすべて公

社が収集に当たってきたが，順次，公社収集へと移行し，昭和59年７月１日全面移管され

た。 

また, し尿の収集運搬手数料については，(財)高知市環境事業公社の収支状況を考慮し

て，高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例を改正し，平成８年１月１日から一

定の引き上げを行うとともに，収集費用等を勘案し，下水道処理区域（供用開始後約３年

を経過した区域）内及び臨時収集の場合の特別収集手数料を新設した。 

    

 ○ 終末処理 

終末処理については，昭和29年市有の海洋投棄船にて土佐湾沿岸に投入処分を開始後，

48年海洋汚染防止法施行令の一部改正により，し尿投入地点を土佐沖 105カイリ(室戸沖

75カイリ)へ移した。その後，覚え書に基づき室戸沖85カイリへ投入処理を海運会社に委

託して行ってきた。 

また，昭和49年度に本市周辺９市町村による高知中央地区衛生事務組合を設立し，陸上

処理施設の建設に努力を重ねてきたが，諸種の事情により同組合は解散することとなった。 

このため，本市独自の陸上処理施設の建設を目指し，昭和53年10月，清掃部に清掃施

設建設事務所を発足させ,立地条件について総合的な分析・検討を行った。 

その結果，昭和54年９月に介良，五台山にまたがる地区を最適地と決定した。以来,約

２年間にわたり説明会や先進施設の視察等を行い，地権者をはじめ関係住民の理解と協力

により昭和 56年９月に用地買収手続を完了，10月６日，国の認証決定を得て，工事に着

手した。 

そして，昭和58年12月12日に陸上処理施設の試運転調整を開始し，東孕し尿中継場よ

り生し尿の圧送を行う一方，昭和59年１月23日の出港を最後に約30年続けたし尿海洋投

棄に終止符を打つこととなった。終末施設は, 390kℓ/日の処理が可能な陸上処理施設,東部

環境センターとして，昭和59年７月１日から本格稼働を開始し，現在に至っている。 

なお，東孕し尿中継場は施設の老朽化や収集量の減少等により，平成 18年度末で廃止

し,19年７月に陸上部分を民間へ売却した。 



２ 今後の課題 

高知市第２次一般廃棄物処理基本計画（計画期間：平成15～24年度の10年間）は，本市が

長期的・総合的な視点に立って，計画的な一般廃棄物の処理を推進していくための基本的事項

を定めており，一般廃棄物行政を進めていく上での基本方針となっている。 

また，第１次計画の内容（減量化，適正処理の確保や処理施設の整備）に加え，循環型社会

の実現に向けて，一般廃棄物の発生抑制や再使用，再生利用等による循環的な利用，環境負荷

の少ない適正な処理を基本とした取組を推進する内容となっている。 

その計画を実現するために同計画は次のような構成となっている。 

【計画の構成】 

 

 

 

Ⅰ. ごみ処理計画 

(1) 計画の体系 

高知市第２次一般廃棄物処理基本計画に基づき，地球環境に貢献する循環型社会の構築

を基本理念とし，その実現に向けて「市民・事業者・行政の協働による３Ｒの徹底」及び

「環境負荷の少ないごみの適正処理の推進」を基本方針としている。 

【計画の体系図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念   地球環境に貢献する循環型社会の構築 

環境負荷の少ないごみ

の適正処理の推進 

＜排出抑制目標＞                ＜リサイクル目標＞ 
１人１日あたりのごみ排出量(資源物回収量を除く)を      リサイクル率を平成 24年度には 24％以上に伸ばします。 

平成 24年度の予測値に対して 17％以上削減します。 

市民・事業者・行政の

協働による３Ｒの徹底 

（高知市総合計画 2001） 
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基本方針 

計画目標 

Ⅰ．ごみ処理計画 Ⅱ．し尿処理計画 Ⅲ．広域連携で進める取組 



(2) 施策の柱及び重点施策 

1) ごみの減量・リサイクルに対する意識の変革 

① 啓発活動と環境教育の充実 

・ ごみ減量・リサイクルに関するイベントの実施 

・ 普及啓発冊子の充実や各種メディアの活用 

・ 総合的なごみ減量・リサイクル教育の推進 

・ 市民啓発やリサイクル活動の拠点の整備 

② 情報提供とコミュニケーションの充実 

・ 情報提供システムの構築 

・ 市民や事業者とのコミュニケーションの活性化 

2) ごみの減量・リサイクル活動の推進 

① 自主的な活動への支援・協力 

・ 家庭での生ごみ減量の支援・促進 

・ 再生品などの利用促進 

・ 市民等の自主的活動の促進 

・ 事業者の自主的活動の促進 

② 多様なリサイクルシステムの整備・充実 

・ 小売店による自主回収の促進 

・ リサイクルの場の拡充 

・ 有機資源の循環的利用 

・ 容器包装リサイクルの推進 

・ 家電リサイクルの推進 

3) 循環型ごみ処理体制の確立 

① 家庭系ごみの収集・運搬体制の整備・拡充 

・ ごみ量の推移等に対応した効率的な業務体制の確立 

・ ステーション方式による分別収集の推進 

・ 拠点回収方式の充実 

・ 市民サービスの向上を目指した収集・運搬体制の整備 

・ 引越ごみ等一時多量ごみへの対応 

・ 市民によるステーション管理への支援 

・ 高知市クリーンセンターの施設整備 

・ 塵芥収集車への低公害車の導入 

・ 適正処理困難物への対応 

② 事業系ごみの適正処理の推進 

・ 事業者への適正処理の啓発・指導 

・ 許可業者との連携 

③ 中間処理施設の整備・拡充 

種類・性状に応じた処理または再資源化を行うため，中間処理施設の整備・拡充に

努める。 

④ 最終処分場の安定的な確保 

不測の災害発生や新たな用地確保に時間を要することなどから，本計画期間中に現

処分場の延命策や次期処分場の検討を行う。 

4) 低環境負荷型の適正処理の推進 

① 不法投棄対策と環境美化の促進 

・ 不法投棄対策の強化 

・ 環境美化マナーの徹底 



② 野焼き及び自家焼却に対する啓発・指導 

・ 野外焼却の禁止 

・ 小型焼却炉の規制 

③ 環境に配慮した施設の運営管理 

・ 溶融スラグのＪＩＳ認定 

・ ダイオキシン類対策の推進 

・ 公害防止対策の推進 

・ ごみ発電・熱エネルギーの回収 

・ 焼却灰の溶融処理 

 

Ⅱ. し尿処理計画 

(1) 計画の体系 

【計画の体系図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 重点施策 

公共下水道の整備促進と未整備地区での浄化槽の普及により，今後，し尿の収集件数及

び収集人口は，減少傾向で推移することが予測される。 

そのため，高知市第２次一般廃棄物処理基本計画では，し尿処理計画を次のとおり推進

する。 

 

1) 安定的なし尿処理の実施 

① （財）高知市環境事業公社の収集体制の整備 

② （財）高知市環境事業公社の経営の健全化に向けた支援 

2) し尿処理施設の適切な運用 

① 処理施設の適切な維持管理の実施 

② 処理後の汚泥，放流水の有効利用 

3) 合併処理浄化槽の普及促進 

下水道認可区域外や区域内でも当分の間下水道整備の見込まれない場合に，合併処理

浄化槽設置費への補助を行う。 

 

Ⅲ. 広域連携で進める取組 

(1) 魚腸骨の再生利用の促進 

高知県内の魚腸骨の適正な再生利用を促進するため，（財）高知県魚さい加工公社の取組

に引き続き協力する。 

 

(2) 産業廃棄物の減量化と適正処理の促進 

高知県や（財）エコサイクル高知を中心とした公共関与によるモデル的産業廃棄物処理

し尿の適正処理の推進 

安定的なし尿処理の実施 

し尿処理施設の適切な運用 

合併処理浄化槽の普及促進 



施設の建設に向けた取組に引き続き協力する。 

産業廃棄物の排出事業者や処理業者に対して，排出者の責任において適正な処理が行わ

れるよう，法令の周知徹底と不法投棄等に関する指導啓発の強化に努める。 

エコ産業団地内での木質系リサイクル産業の誘致・促進を図り，廃木材のチップ化，ス

ーパーウッドや木質ボードの製造，木炭化などのリサイクル事業を進める。 

(3) 医療廃棄物の適正処理の促進 

県内で発生する医療廃棄物の適正処理を促進するため，高知県や（財）高知県医療廃棄

物処理センターの取組に引き続き協力する。なお，現施設については，平成21年度３月末

までの稼働としており，今後，日高村に設置予定のエコサイクルセンターへの設備移管の

方向で，検討を進める。 

 

３ 行政計画等 

(1) 一般廃棄物処理基本計画 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条第１項の規定に基づき，廃棄物の減量，再生利

用及び適正処理を総合的に推進することを目的とした第１次一般廃棄物処理基本計画(計画

期間15年)を平成７年１月に策定した。 

その後，平成12年６月の循環型社会形成推進基本法の制定とともに，各種廃棄物・リサイ

クル関連法の整備等を踏まえて，より一層環境への負荷の少ない資源循環型の環境都市の実

現を目指していくため，平成15年３月に第２次一般廃棄物処理基本計画を策定した。 

なお，平成17年１月１日の旧鏡村・旧土佐山村との合併により変更となる部分について，

平成18年２月に一部改訂を行った。 

 

(2) 一般廃棄物処理実施計画 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条第１項及び同法施行規則第１条の３の規定に基

づき，毎年度策定している。 

 

(3) 廃棄物循環型社会基盤施設整備事業計画 

一般廃棄物処理基本計画を具体的に実施するために，平成８年11月に策定した。 

 

(4) 容器包装一般廃棄物分別収集計画 

容器包装リサイクル法（容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)に基

づき策定し，３年に一度見直している。 

第１期 高知市容器包装分別収集計画（平成８年11月策定） 

第２期 高知市容器包装分別収集計画（平成11年７月策定） 

第３期 高知市容器包装分別収集計画（平成14年６月策定） 

第４期 高知市容器包装分別収集計画（平成17年６月策定） 

第５期 高知市容器包装分別収集計画（平成19年６月策定） 

 

 



第３章 組織・人員 
 
１ 機 構（平成 20年４月１日現在） 

 
             環境政策課 

 
             環境保全課         環境保全係  
                           自然保護係  
                           墓地管理係  
                           生活排水係  

ごみ減量推進課  

                        
             廃棄物対策課             

 
             環境業務課         管理係 

                           相談サービス係 

                           第一業務係 

                           第二業務係 

環 境 部                      第三業務係 

                           第四業務係 

 

             清掃工場          管理係 

                           業務係 

                           保全管理係 

                           設備管理係 

                           第一運転管理係 

                           第二運転管理係 

                           第三運転管理係 

                           第四運転管理係 

                           第五運転管理係 

 

             東部環境センター      管理係 

                           施設管理係 

                           保全管理係 

 
             春野環境センター 

 
※ 太字の課が清掃関係を担当 

 



２　事務分掌（清掃関係課）

(1)　環境の保全の企画及び調整に関すること。

(2)　廃棄物処理の企画及び調整に関すること。

(3)　廃棄物処理用地等の取得に関すること。

(4)　環境保全課及び廃棄物対策課の財務に関すること。

(5)　部内事務の総括に関すること。

(6)  部の庶務に関すること。

(7)  部内の調整及び部内他課の所管に属さない事項に関すること。

(1)　環境美化の促進に関すること。

(2)　廃棄物の減量及び再資源化に関すること。

(3)　廃棄物の減量及び適正処理等の啓発及び情報提供等に関すること（春野環境センターの所管するものを除く。）。

(4)　一般廃棄物処理システムの調査及び研究に関すること。

(5)　エコタウン事業に関すること。

(1)　廃棄物の不法投棄に関すること。

(2)　産業廃棄物の排出事業者に対する指導及び監督に関すること。

(3)　産業廃棄物処理業・処理施設の許可並びに指導及び監督に関すること。

(4)　一般廃棄物処理業・処理施設の許可並びに指導及び監督に関すること。

(5)　使用済自動車の再資源化等に関する法律に関すること。

(6)　建設工事に係る資材の再資源化等に関すること。

(7)　ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に関すること。

(1)　廃棄物（し尿を除く。以下この項において同じ。）処理事業の指導管理に関すること。

(2)　廃棄物の収集及び運搬に関すること（春野環境センターの所管するものを除く）。

(3)　町内美化活動の支援に関すること（春野環境センターの所管するものを除く。）。

(4)　廃棄物の不法投棄の防止，指導及び処理に関すること。

(5)　廃棄物の処理に係る手数料の徴収に関すること。

(6)　廃棄物適正処理等に関する指導育成に関すること。

(7)　高知市クリーンセンター及び同センターに付随する施設に係る用地の取得及び財産の維持管理に関すること。

(8)　自動車等の維持管理に関すること。

(1)  廃棄物（し尿を除く。以下この項において同じ。）の搬入指導・監督及び焼却処理に関すること。

(2)  廃棄物の処理に係る手数料の徴収に関すること。

(3)  高知市清掃工場（以下この項において「工場」という。）及び工場に関連する施設の管理並びに技術的研究に関すること。

(4)  工場に係る排気，排水等の検査及び測定分析並びに公表に関すること。

(5)  工場の整備に係る工事の設計施工及び監督に関すること。

(6)  清掃施設の技術的調査研究及び技術援助に関すること。

(7)　宇賀清掃工場の跡地等の整備に関すること。

(8)  地元対策に係る諸調整に関すること。

(9)  工場及び工場に関連する施設に係る用地の取得及び財産の維持管理に関すること。

(1)  廃棄物処理施設（清掃工場の所管に属するものを除く。以下同じ。）の整備計画及び技術的管理に関すること。

(2)  廃棄物処理施設整備に係る工事の設計施工及び監督に関すること。

(3)  廃棄物（し尿を除く。）の埋立処分計画及び埋立業務に関すること。

(4)  し尿及び浄化槽汚泥の収集・運搬業者の許可及び指導・監督に関すること。

(5)  し尿及び浄化槽汚泥の処理計画及び処理業務並びに委託業者の指導・監督に関すること。

(6)  廃棄物処理施設の技術的研究に関すること。

(7)  廃棄物処理施設に係る排気，排水等の検査，分析，測定に関すること。

(8)  地元対策に係る諸調整に関すること。

(9)  廃棄物の処理に係る手数料の徴収に関すること。

(10) 東部環境センター所管のスポーツ施設の受付に関すること。

(11) 東部環境センター及び東部環境センターに付随する施設に係る用地の取得及び財産の維持管理に関すること。

(12) 三里最終処分場及び春野最終処分場の財産の維持管理に関すること。

(1)　春野地区の廃棄物（し尿及びペットボトルを除く。以下この項において同じ。）の収集及び運搬に関すること。

(2)　春野地区の町内美化活動の支援に関すること。

(3)  春野地区の廃棄物の処理に係る手数料の徴収に関すること。

(4)  高知市春野清掃センター及び同センターに付随する施設の管理及び財産の維持管理に関すること。

(5)　春野地区の廃棄物の減量及び適正処理等の啓発及び情報提供等に関すること。

(6)  地元対策に係る諸調整に関すること。
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　上記の他，廃棄物対策課に５名を配置している（県警から課長補佐級１名の派遣受入及び高知市不法投棄
防止パトロール員として４名（県警OB）の嘱託）。
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４　組織の変遷（清掃関係）

年 内　　　　　　　　　　　　容

27年 民 生 部 衛生課
昭和23年９月 教 育 民 生 部 衛生課

36年 市 民 部 清掃課
31年 民 生 部 清掃事務所

38年 市 民 部 環境衛生課

清掃業務課
42年

市 民 部 清掃管理課

清 掃工 場建 設事 務所

48年
市 民 部 清 掃 事 務 所

50年
市 民 部 清 掃 事 務 所

清掃管理課
清掃第一課
清掃第二課
清掃管理課
清掃業務課

宇賀清掃工場

51年

市 民 部 清掃総務課
清掃業務課
大谷清掃工場
宇賀清掃工場
菖蒲谷清掃工場

菖蒲谷清掃工場
清 掃工 場建 設事 務所

清掃総務課
清掃業務課
大谷清掃工場

52年

清 掃 部

清 掃 事 務 所

53年

清 掃 部

清 掃工 場建 設事 務所

清掃総務課
第一業務課
第二業務課
大谷清掃工場
菖蒲谷清掃工場

清 掃施 設建 設事 務所 総務課
建設課

清 掃工 場建 設事 務所

55年

清 掃 部 清掃総務課
第一業務課
第二業務課

菖蒲谷清掃工場
清 掃施 設建 設事 務所 総務課

建設課

宇賀清掃工場

57年

清 掃 部 清掃総務課
第一業務課

宇賀清掃工場

建設課

第二業務課　　    廃止

総務課清 掃施 設建 設事 務所

59年

清 掃 部 清掃総務課
清掃業務課

清掃施設課
宇賀清掃工場

60年
保 健 環 境 部 清掃企画課

清掃業務課
宇賀清掃工場

62年
市 民 環 境 部 清 掃 対 策 室 清掃企画課

清掃業務課
宇賀清掃工場

58年

清 掃 部 清掃総務課

第二業務課
宇賀清掃工場
施設建設課

第一業務課



年 内　　　　　　　　　　　　容

清 掃 対 策 室

 平成６年

市 民 環 境 部 清 掃 対 策 室 清掃企画課
清掃業務課
宇賀清掃工場

清 掃施 設建 設事 務所

東部環境センター
清 掃 施 設 建 設 室 清掃施設建設課

８年

市 民 環 境 部 清掃企画課
清掃業務課
宇賀清掃工場
東部環境センター

清 掃 施 設 建 設 室
環境下水道総務課
環境対策課
環境業務課
宇賀清掃工場

12年

環 境 部

清 掃施 設建 設事 務所

10年

環境下水道部

環境政策課環 境 部

14年

清 掃施 設建 設事 務所

清掃工場
環境業務課
廃棄物対策課
　　　　　エコタウン推進室

　　　　　エコタウン推進室

環境政策課
　　　　　エコタウン推進室
廃棄物対策課
環境業務課
宇賀清掃工場
東部環境センター
清掃施設建設課

清掃施設建設課
東部環境センター

東部環境センター
清掃施設建設課

16年

環 境 部 環境政策課

廃棄物対策課
環境業務課
清掃工場
東部環境センター
清掃施設建設課
環境政策課
廃棄物対策課
環境業務課
清掃工場

環境政策課環 境 部

18年

17年

東部環境センター
清掃工場
環境業務課

ごみ減量推進課
廃棄物対策課

環 境 部

20年 環境業務課
清掃工場
東部環境センター
春野環境センター

環 境 部 環境政策課
ごみ減量推進課
廃棄物対策課



15　年　度 16　年　度 17　年　度 18　年　度 19　年　度 20　年　度

決　算　額 決　算　額 決　算　額 決　算　額 決　算　額 予　算　額

使用料及び手数料 202,993 295,954 315,541 267,477 435,709 598,088

財 産 収 入 41,632 41,686 40,995 20,917 31,882 31,883

諸 収 入 88,190 144,102 139,115 226,654 150,427 177,280

国 庫 支 出 金 － － 980           10,652       - -

県 支 出 金 29,544       82,767       － － - -

市 債 26,000 447,600 350,100 435,300 364,900 234,500

繰 越 金 等 － － － － 837           3,000         

計 388,359     1,012,109   846,731     961,000     983,755     1,044,751   

         19年４月１日　　手数料改正　　　（ごみ）

科　目　名　称

※1　使用料及び手数料には，産業廃棄物許可手数料を含む。
　　 なお，最近の手数料改定経過は以下のとおり。

※2　財産収入はエコ産業団地の土地貸付収入を指す。

　　 平成８年１月１日    手数料改正　　　（し尿）

　　 　　８年４月１日    手数料改正　　　（ごみ）

 　  　　９年４月１日    消費税法の改正等（ごみ）

　   　　16年７月１日    手数料改正　　　（ごみ）

第４章　予算・決算・原価計算及び
処理手数料の推移

１  歳　　入（清掃関係）
（単位：千円）

※1

※2



15　年　度 16　年　度 17　年　度 18　年　度 19　年　度 20　年　度

決　算　額 決　算　額 決　算　額 決　算　額 決　算　額 当初予算額

環 境 総 務 費 302,228 280,779 233,880 95,408 205,506 329,711

廃 棄 物 対 策 費 187,377 218,680 150,862 89,307 85,949 85,350

ご み 減 量 推 進 費 － － － 171,116 108,780 108,682

塵 芥 収 集 費 1,356,441 1,310,760 1,256,309 1,412,527 1,244,478 1,351,014

塵 芥 処 理 費 874,883 837,291 1,010,713 903,073 1,063,270 1,223,500

最 終 処 分 場 管 理 費 102,596 207,444 95,673 73,777 86,854 69,525

清 掃 施 設 建 設 費 94,382 230,123 313,500 279,977 － －

余 熱 利 用 施 設 費 67,036 70,032 70,623 26,730 33,548 30,000

春 野 環 境 セ ン タ ー 費 － － － － 25,261 181,734

し 尿 収 集 費 128,616 105,628 75,626 62,085 83,744 53,909

し 尿 処 理 費 459,610 445,622 410,554 424,237 425,226 369,216

春 野地 区し 尿処 理費 － － － － 12,557 50,226

計 3,708,866 3,831,047 3,773,358 3,652,657 3,488,276 3,974,651

３　一般会計に占める清掃関係費の推移

２　歳　　出（清掃関係）

科 目 名 称

135,697

(単位：千円）

124,688 155,618 113,103114,420 121,784プラスチックごみ処理費

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600

（予算）20

19

18

17

16

15

清掃関係決算額 一般会計決算額

（単位:千円）

億円

 135,812,200（100％）

3,708,866（2.8%）

 3,831,047（2.4%）

 3,773,358（2.8%）

134,106,255（100％）

158,092,293（100％）
決
算
年
度 3,652,657(2.8%）

 130,588,618（100％）

 130,635,309（100％）
3,488,276(2.7%）

3,974,651(3.0%）
 133,100,000（100％）



可燃ごみ
プラごみ
ペットボトル

不燃ごみ
可燃粗大ごみ
美化ごみ

計 焼　却 プラ減容 埋　立 計

部門直接原価
　　　　　　　(1)

135,911 952,144 208,258 1,160,402 1,063,270 113,103 86,854 1,263,227

管理部門
配賦額　 　(2)

部門直接
原価按分

53,394 11,679 65,072 59,625 6,343 4,871 70,839

部門原価
 (１)＋(２)＝(3)

1,005,538 219,937 1,225,474 1,122,895 119,446 91,725 1,334,066

処理量（ｔ）
　　　　　　  (4)

67,160 7,914 75,074 115,277 5,293 2,762 123,332

（３）÷（４） 14,972 27,791 16,324 9,741 22,567 33,210 10,817

　　　　４．春野地区分は含まず。

＜部門直接原価（ 2,559,540 千円）の内訳＞

122,530 ｔ

４　原価計算（平成19年度）

　(1)　ごみ処理原価

管理部門

（単位：千円）

　　　　３．「２．歳出（清掃関係）」から原価対象額を抜粋して算出。

収　　集　　部　　門 処　　　　理　　　　部　　　　門

１ｔ当りの原価

（円/ｔ）

（注）　１．施設建設費，用地費等及びそれらの償却費は含まず。　　　
　　　　２．車輌については購入費を含む。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

 （１）÷（総
 収集量－
 資源物,
 水銀含有
 物）

20,889

2,559,540 千円　　÷

原価部門

原価費

45%

5%

37%

8%

50%

5%
5%

42%

3%

総原価
 100%

可
　　燃
　　　　ご
　　　　　み
　　　　　　　・
　　　　　　　　プ
　　　　　　　　　ラ
　　　　　　　　　　ご
　　　　　　　　   　み
　　　　　　　 　　　・
　　　　　　　 　　　ペ
　　　　　　　  　 　ッ
　　　　　　　 　 　ト
　　　　　　  　 　ボ
                 　ト
              　ル

　　　　 不燃ごみ
　　　 可燃粗大ごみ
　   美化ごみ

焼
  却

減容

埋立

管理部門

収集
　　部門

 処理
部門

＝　　　　　　　　　　円/ｔ



(2)し尿処理原価
（単位：千円）

管  理  部  門 処  理  部  門

 部　門　直　接　原　価 21,391 425,226

 管 理 部 門 配 賦 額 － 21,391

 部　　 門　 　原　 　価
       （１） ＋ （２） － 446,617

 処　　理　　量 　（㎘） － 115,348

 １ ㎘ 当 り の 原 価
       （３） ÷ （４） － 3,872

　　　春野地区分は含まず。

（注）貸付金，補助金，施設建設費，用地費等及びそれらの償却費は含まず。
　　　「２．歳出（清掃関係）」から原価対象額を抜粋して算出。

原価部門

原価費

(１)

(２)

(３)

(４)

円／㎘



年別

犬・ねこ等の死体

１頭につき50円

34年 〃

35年 〃

ア　常時多量排出 イ 一時多量排出 ウ  その他

（１日平均10㎏以上） （30㎏以上）

１kgまでごとに 30㎏までごとに １カ月30円

１円40銭以内 42円以内

46年４月１日 〃 〃 削除（無料） 〃

産業廃棄物 産業廃棄物 産業廃棄物

（紙くず，燃え （発泡スチロ－ル （水銀含有

がら，汚泥） ・ペットボトル） 廃棄物）

１トンまでごとに300円

１kgまでごとに 30㎏までごとに １頭につき １トンまでごとに

２円50銭以内 75円以内 200円 　　　　　　　　1,000円

１体につき １トンまでごとに

400円 　　　　　　　　2,000円

１トンまでごとに

　　　　　　　　4,000円

平成 １体につき200円 １トンまでごとに

   ×103／100 　　　　　　　　4,120円

100㎏までごとに 10㎏までごとに 5㎏までごとに 1体につき 据え置き　 10㎏までごとに ５㎏までごとに

８年４月１日 　　　250円 　　　140円 　　　370円 300円 　　　　　　　　4,120円 　　　140円 　　　370円

10㎏までごとに 10㎏までごとに 5㎏までごとに 1体につき 100㎏までごとに 10㎏までごとに 5㎏までごとに

16年7月１日 　　　50円 　　　280円 　　　690円 400円 　　　1,300円 　　　320円 　　　690円

17年7月１日

10㎏までごとに 10㎏までごとに

19年4月１日 　　　120円 　　　280円

〃

１体につき
100円　　　１トン超える場合　

　　　１トンまでごとに1,000円加算

０．４トンまで　                　400円

０．４トン超え１トンまで　　1,000円

４年４月１日（消費税転嫁）

〃〃

０．３㎥までごとに　　〃　　　　　

０．３㎥までごとに　　１カ月30円

収集（運搬）及び処分    （占有者から徴収）

昭和29年
ごみ，  燃えがら，   汚泥

12立方尺までごとに １カ月15円

〃４７年４月１日
犬猫等の死体

44年５月１日 〃

処　　　　　　　　　　　分　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　み

多量廃棄物 プラスチック
水銀含有
廃棄物〃

０．４トンまで　                　200円

０．４トン超え１トンまで　   　500円

〃

１トンまでごとに200円

49年４月１日

削除 削除51年４月１日

59年４月１日
１体につき

800円

100㎏までごとに　　　　　　　150円

（10月１日施行）

１体につき
820円

100㎏までごとに　　　　　　　150円

　　　　　　　　　　　　　　×103／100

１体につき
900円

１体につき
910円９年４月１日（消費税法の改正等）

　　　　　　　　4,200円〃 〃 〃 〃

１体につき
200円

　　　１トン超える場合　

１トンまでごとに500円加算

１頭につき
100円

〃 削除 －〃 〃 〃

　
５
 
ご
み
処
理
手
数
料
の
推
移

１体につき
1,000円

〃 〃 〃 〃 〃 〃 削除



従量割 回  数  割 人  頭  割 回   数   割

昭和29年 １斗 10円

    35年 10ℓ　７円

    36年 10ℓ 8.5円

    40年４月１日 10ℓ　11円 １カ月１人　40円

    43年８月１日 10ℓ　14円 １カ月１人  50円

    49年１月１日 10ℓ  40円 １カ月１人  50円 一世帯１回           　50円

一世帯１回       　   100円 昭和50年(財)高知市清掃公社設立

但し，改良便槽の場合  300円 公社による収集開始

一世帯                150円

但し，改良便槽の場合  450円

一世帯１回          　200円

但し，改良便槽の場合  550円

一世帯１回          　250円

但し，改良便槽の場合  600円

一世帯１回          　300円

但し，改良便槽の場合  700円

平成４年４月１日 一世帯１回            310円

（消費税転嫁） 但し，改良便槽の場合  720円

特別収集手数料の新設

定期収集以外の収集 収集１回につき 600円

下水道処理区域　　 収集１回につき 300円

　※下水道処理区域は，供用を開始した日か

　　ら３年を経過した地域

一世帯１回            400円
但し，改良便槽の場合  800円    ８年１月１日 18ℓ 230円 収集１回につき400円 １カ月１人 400円

18ℓ 225円 収集１回につき310円 １カ月１人 310円
平成３年(財)高知市清掃公社を(財)高知市
環境事業公社に名称変更

    59年１月１日 18ℓ 220円 収集１回につき300円 １カ月１人 300円

１カ月１人 250円収集１回につき250円18ℓ 200円    56年４月１日

18ℓ 120円 １カ月１人 150円

    54年11月１日 18ℓ 150円 １カ月１人 200円

 
 
６
 
 
し
尿
処
理
手
数
料
の
推
移

年　　別
従　　　量　　　制 定　　　　額　　　　制

備　　　　　　　考

    51年４月１日 18ℓ　80円 １カ月１人 100円

    53年10月１日



第５章 ごみ処理事業 
 
１ 概   要 

過去10年間の本市のごみ収集量を見ると増加傾向は弱まり，平成11年度のごみ袋透明・半透明

化の導入により，一時的な減少を記録した後，ここ数年は横ばいか若しくは若干減少の傾向にある。 

なお，平成19年度は対前年度比－5.4％と４年連続減少した。 

現在，ごみ量は減少傾向にあるが，循環型社会形成推進基本法をはじめ各種リサイクル関連法へ

の対応，最終処分場の更なる延命化及び環境の保全等を進めていくため，今後，一層の廃棄物の発

生抑制，分別徹底等によるごみの減量・リサイクルを推進していくことが必要となっている。 

（ごみ収集量と人口の推移） 
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（注） 平成７年度のごみ収集量(13万963t)と人口(32万205人)を100とした。 

    平成20年１月に合併した春野町分は含んでいない。 

 

（ごみ収集量構成比の推移） 
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3.5%
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    （注） 合併後の春野地区分も含む。 



２ ごみの収集及び処分 
（1） 直営又は委託によるごみ収集 

一般家庭のごみは下表の区分毎に分別して排出することとしており，可燃ごみ，プラスチック

製容器包装，ペットボトル及び可燃粗大ごみは直営で収集している。 
また，資源物，不燃ごみ及び水銀含有廃棄物については，高知市再生資源処理協同組合に委託

して収集している。 
一般家庭ごみの収集運搬及び処分は，直営・委託とも無料で行っており（市処理施設への自己

搬入分は除く），平成20年３月末現在のステーション（ごみ集積所）数は，可燃ごみ・プラスチ

ック製容器包装のステーションが6,103か所，資源・不燃物等のステーションが1,185か所とな

っている。 

（ごみの分別区分） 
 分別区分 収集方法 収集主体 収集料金 

ア 可燃ごみ 週２回ステーション収集 直営 無料 

イ プラスチック製容器包装 週１回ステーション収集 直営 無料 

ウ ペットボトル 拠点回収 直営 無料 

エ 資源物 月１回ステーション収集 委託 無料 

オ 可燃粗大ごみ 月１回ステーション収集 直営 無料 

カ 不燃ごみ 月１回ステーション収集 委託 無料 

キ 水銀含有廃棄物 月１回ステーション収集 委託 無料 

※  鏡・土佐山地区のごみ収集については，合併後一定期間は，それぞれの地区において従前の分別区分及び収

集体制を継続することとしている。（第 10 章 ３ 平成 20 年度高知市一般廃棄物処理実施計画を参照。） 

※  春野地区のごみ収集については，合併後一定期間は，一部従前の分別区分及び収集体制を継続することとして

いる。（（６）春野地区の収集と処分を参照。） 

 

（2） 許可業者等によるごみ収集 

会社，商店などの事業活動に伴って排出される一般廃棄物（事業系一般廃棄物）は自己処理

が原則であるが，自己処理できないものは排出者自ら市の施設へ持ち込むか，当事者間の契約

等により許可業者に委託することとしている。 
また，家庭から排出される一般廃棄物（家庭系一般廃棄物）についても，ごみステーション

に排出できないものや，引っ越し等の一時多量ごみは市の処理施設へ持ち込むか，許可業者に

委託することとしている。 
一般廃棄物（ごみ）収集運搬許可業者一覧表 平成20年４月１日現在 

収 集 機 材 
許 可 業 者 名 所 在 地 電 話 

パッカー車 トラック 

㈲  高  知  清  光 社 南河ノ瀬町111-1 831-7791    ４台     ４台 

㈱ 高知清掃センター 南ノ丸町12-8 832-2188    ９    ２ 

㈲ 高 知 街 清 掃 福井町1683-5 823-4055    ４    － 

㈲  セ   イ   ム 神田1876 833-1413    ７    ３ 

㈱  ダ   イ   セ   イ 南川添9-5 884-3811    ５    ５  

㈲  中 央 環 境 企 画 池2351-4 847-7701    ８    ３ 

㈱ 都 市 美 粧 建 設 高須新町3-5-1 885-3800    ６    ７ 

㈲ 西  村  興  業 東城山町48-2 831-8329    ４    ２ 

㈱  春   野   清   掃 春野町弘岡下82-2 894-2652    ３    ３  

  合    計      ９ 業 者    50台   29台 

    （注）他に限定許可業者あり（４業者） 
       ㈱春野清掃については平成 20年１月の合併による許可であり，平成 24年度末までの一市二制度のご

み処理に伴い春野地区のみの収集運搬の許可とする。 

 



（3） ごみ収集量の推移等（収集量は合併後の春野町分を含む） 

ア 可燃ごみ 
平成11年４月から，ごみの分別徹底と減量・再資源化の促進，収集作業の安全性の確保等を

目的として，中身の見える透明・半透明袋によるごみの排出を義務づけ，収集している。 
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t

 

 

イ プラスチック製容器包装 

平成13年11月から容器包装リサイクル法の趣旨に沿い，プラスチック製容器包装を収集し

ている。 

  

5,186

6,269
6,1396,2216,256

4,796
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圧縮梱包
物製造量
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ウ ペットボトル 

容器包装リサイクル法の趣旨により分別し,市内量販店等（平成20年３月末現在127か所）

にある収集拠点から，随時，菖蒲谷プラスチック減容工場へ運搬し，独自ルートにより再資源

化処理を行っている。 
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エ 資源物 
資源物は４種類（ビン類，カン・金属類，紙類，布類）に分けて排出することとしており，

さらにビン類は容器包装リサイクル法による処理を行うため，透明，茶色及びその他の色の３

分別としている。 

収集方法は，委託された高知市再生資源処理協同組合が200世帯を単位とした登録団体が管

理するステーションからの収集である。この制度は高知方式とも呼ばれ，市民の協力のもと，

ごみの減量・資源化に大きな成果を収めている（平成 20年３月末現在 1,100団体・14万 831

世帯）。 

また，各登録団体へはこの組合の売上金の一部が分別援助金として還元されている。 
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オ 可燃粗大ごみ 
木製家具及びふとん等であり，直営で資源物ステーションから収集している。 
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カ 不燃ごみ 
  収集方法は，資源物と同様である。 
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キ 水銀含有廃棄物 
  収集方法は，資源物と同様である。 
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ク その他 

・ 美化ごみ 

市内の町内会及び衛生組合等が，町内の美化清掃活動を行うことにより発生した廃棄物は，

登録制で直営等により収集している。 

・  犬，ねこ等の死体 

家庭で飼われているペットの死体について，要請があれば直営により有料で収集している。 

・ 特定家庭用機器廃棄物等 

平成 13年４月の家電リサイクル法施行により，エアコン，ブラウン管式テレビ，電気冷蔵庫，電気

洗濯機（平成16年４月１日から電気冷凍庫が追加指定）が，さらに平成15年10月からはメーカー

等による家庭系パソコンの回収リサイクルが始まったため，ステーションでの収集を取り止めた。 

また，家電リサイクル法で小売業者に引取義務のない製品の取扱いについては，高知県電機商

業組合と協定することにより，同組合の加盟店がすべての対象製品を回収できるようにし，排出ルー

トの一元化を図っているものの，ごみステーションに排出されるものも後を絶たない。 

特定家庭用機器廃棄物                                    （単位：台） 

区分 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 

高知県電機商業組合との協

定による回収 
2,597 2,696 1,912 1,212 981 

テレビ 113 101 118 122 92 

エアコン 21 19 33 20 9 

洗濯機 26 30 33 29 24 

ごみステー

シ ョ ン へ の

排出 
冷蔵・冷凍庫 26 16 22 27 30 

 
 
(4) 中間処理・処分 

可燃ごみ及び可燃粗大ごみは，平成 14年３月に完成した清掃工場で全量焼却し，排出される

焼却灰などは溶融してスラグ化し，土木資材等への利用を図っている。なお，本工場は，一般廃

棄物を焼却して発電を行うバイオマス発電施設として平成 15年３月に経済産業大臣から新エネ

ルギー等発電施設に認定された。 

また，水銀含有廃棄物については，高知市再生資源処理センターで専用器具による無害破砕や

ドラム缶への密封など中間処理を行った後，水銀処理業者に委託している。 
不燃ごみについては，三里地区にある最終処分場に埋立し，安定した処分を行っている。 

 

 

 



(5) 再資源化 
プラスチック製容器包装は，菖蒲谷プラスチック減容工場で不適物を除去し，圧縮梱包した後，

（財）日本容器包装リサイクル協会に再商品化を委託している。 

また，ペットボトルについても，不適物を除去した後，粉砕し再生業者へ売却している。 

そして，委託により収集された資源物は下表のとおり処理されており，清掃工場，プラスチッ

ク減容工場に混入していた資源物を加え，再資源化している。 

 

区分 選別等 保管 引取先 再利用 

ビン類 透明 

    茶色 

    その他の色 

栓等付属物を除去 透明，茶色，そ

の他の色の色

別に保管 

（財）日本容器包装

リサイクル協会 

 

カン・金属類 材質により鉄・ア

ルミ等に分類 

種類毎にプレ

ス 

金属回収業者 製鋼原料 

紙類 段ボール 

   新聞紙・チラシ 

   雑誌類 

  古紙業者 紙原料 

布類   古繊維業者 古衣料（一部は紙製

品の原料） 

 

(6) 春野地区の収集と処分 

      平成20年１月に合併した春野地区は，合併後も一部については収集体制を継続させることにな

ったため，旧高知市とは分別区分等が若干異なっている。 

     可燃ごみに限っては，指定袋による有料収集を行っており，土佐市，いの町，日高村の市町村

とともに共同で設立した，高知中央西部焼却処理事務組合で焼却処理している。その他のごみは，

旧高知市と同じ施設で処理されているが，プラスチック製品等は事務組合の焼却炉の設備の関係

上，処理が困難なため，可燃雑ごみとして高知市清掃工場で処理している。 

また，春野地区のごみは，ペットボトル以外は委託収集となっている。 

  

３ ごみ減量・リサイクルの推進 
(1) ごみ量増大への対応 

平成 14年４月に施行された家電リサイクル法をはじめとする各種リサイクル法の施行なども

あり，ここ数年はごみの収集量は微減傾向にあるが，こうした状況をより一層進め，循環型社会

をより確かなものとするために，平成18年２月に環境部内に「ごみ処理システム再構築検討委員

会」を設置し，分別収集の方法や中間処理・最終処分の方法などについて，調査研究を行ってい

る。 

また，平成18年度の機構改革により，新たに「ごみ減量推進課」を設置し，事業所ごみの適正

排出に向けた啓発・指導をはじめ，ごみの減量に向けた取組を進めている。 

一方，家庭ごみの減量に向けては，平成17年度に家庭ごみ減量マニュアル「もったいないのすゝ

め」を作成し，出前講座等を通じて啓発を行っている。 

 

(2) 出前講座等ごみ問題を話し合う会 
  ア ごみ懇談会 

昭和55年11月から56年11月までの間，市内26か所で町内会，衛生組合などの各種組織を

中心とした「ごみを話し合う会」を開催し，引き続き昭和58年度には 11月と 12月に市内16

か所で不燃物登録団体代表者との懇談会を開催し，新聞，テレビ等で報道されていたダイオキ

シンや水銀含有廃棄物の問題とともに，ごみ処理全般にわたって話し合った。 

昭和62年度は，収集方法を検討するため市民の意識調査を行なうとともに，市内を25地区



に分け，資源・不燃物登録団体との「ごみ懇談会」を開催し，特に紙・プラスチックの分別の

徹底を依頼した。同時に，ごみの収集，運搬，処理等，清掃行政全般にわたる意見交換を行い，

市民のごみに対する知識と意識の向上を図った。 

以後，ごみ懇談会として，随時，説明会や意見交換等を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    イ 出前講座 

       毎年行っている地区懇談会では平成19年10月からごみの分別区分が変更されることや水

曜日のプラスチック製容器包装の分別が不十分なため，（財）日本容器包装リサイクル協会か

ら品質向上の要請があったことを説明した。 

また，町内会や自治会からごみについて詳しい説明をしてほしいとの要望が高まり，地元

の要望に沿ったテーマでごみ減量推進課と環境業務課の職員を派遣し説明を行った。平成19

年度は136回の出前講座を行い，延べ6,700人の参加があった。 

 

(3) 高知市廃棄物減量等推進員制度 
廃棄物減量等推進員は，高知市廃棄物減量等推進員に関する要綱に基づき市長が委嘱するも

ので市との密接な連携のもと，地域に密着してごみの減量化・再生利用を促進していくための

ボランティアリーダーである。主な活動としては，地域における廃棄物の減量及び適正処理の

普及・啓発，分別収集の指導・啓発，地域における美化活動の促進，不法投棄に関する市への

通報，その他市の施策への協力などがあげられ，また，市と地域住民との重要なパイプ役も担

っている。（平成20年４月現在816名） 

 

(4) 生ごみ処理容器購入補助・電動生ごみ処理機購入補助事業 
生ごみ処理容器の補助金は，１基当たり購入金額の半額（好気性処理容器で2,000円，嫌気

性処理容器で1,500円を上限とする）とし，１世帯当たり合計２基までの補助を行っている。 

また，平成15年８月から20年３月まで電動生ごみ処理機についても，１基当たり購入金額

の半額（上限20,000円）の補助を行った。 

 

年度 月 主要テーマ 会場数 備考 

５ １月～２月 
ごみ出しマナー，分別・減量，ポイ

捨て防止，資源物の再生利用 
23  

６ ７月～９月 
事業所ごみの適正処理・減量化・リ

サイクル 
７ 事業所を対象 

10 ９月～２月 透明・半透明袋の導入 22  

11 ２月 ペットボトルの拠点回収 27  

12 １月～２月 家電リサイクル法 24  

13 ９月～10月 プラスチック製容器包装の分別収集 26  

15 10月 
高知市第２次一般廃棄物処理基本計

画の概要ほか 
27 
推進員委嘱のお

願い 

16 ７月～８月 
分別区分の変更について（可燃雑ご

み・不燃雑ごみ） 
26  

17 ２月 
ごみの減量，処理困難物追加（自動

車用タイヤ） 
29  

18 １月～２月 プラスチック製容器包装の分別他 29 
汚れが落ちにく

い物は生ごみへ 

19 ７月 
分別区分及び名称の変更，プラスチ

ック製容器包装の分別  
29  



年 度 15 16 17 18 19 

好気性 40 34 20 23 30 生ごみ 

処理容器 嫌気性 71 26 29 18 9 

合 計 111 60 49 41 39 

乾燥式 299 155 106 356 289 電動生ごみ 

 処理機 バイオ式 824 126 104 32 32 

  合  計 ※ 1,123 281 210 388 321 

 

(5)  高知クリーン推進会について 
紙ごみを中心に急増する事業系ごみについては，ごみ問題への関心を高めてもらうため，平

成３年度に「高知市事業所ごみ減量化対策懇談会」を設置して各業界との意見交換を行い，ま   

た1,000事業所を対象にアンケート調査を実施した。 

その後，平成４年11月には，事業所ごみの減量・リサイクルの推進を目的として，本市や

ＮＴＴ高知支店など14事業所を発起人とする「高知クリーン推進会」が発足，紙ごみ対策を

中心にモデル事業の実施や分別処理などの啓発パンフレットの配布，研修会，ＯＡ用紙共同回

収など，事業の充実に努めている。また，会員の拡大を図り，平成 20年３月末現在，133事

業所が会員となっている。 

高知クリーン推進会（事務局：高知市ごみ減量推進課）の役割及び実績 
事業所ごみの減量・リサイクル推進のための事業の実施（平成19年度） 

○ 紙資源ごみ共同回収（中央商店街172ｔ） 

○ ＯＡ用紙共同回収（50ｔ） 

○ ビン・カン共同回収（1.1ｔ） 

○ 福祉施設への再生品の寄贈 

○ 研修会の実施 

○ ポイ捨て防止啓発用品の作製 
 

（6） 焼却灰再利用研究・再資源化 

平成14，15年度に土木資材としてスラグを試験施工し，基礎的なデータを収集した。平成

16年度からは，高知県土木部により策定された「ゴミ焼却灰溶融スラグ鋪装利用技術指針」

と相まって，高知市の発注する公共工事への利用拡大を図った。 
現在，施工規模を考慮しながら，ＪＩＳ（A5032）「一般廃棄物，下水汚泥又はそれらの焼却

灰を溶融固化した道路用溶融スラグ」に準じた管理基準を定め，さらなる利用を図ろうとして

いる。 
 
（7） 余熱利用施設 

ごみ焼却時の熱エネルギーを有効利用した余熱利用施設「ヨネッツこうち」は，平成14年６月の開

館以来，市民の健康保持と生涯スポーツ活動の振興に役立てられている。 

     プール，温浴施設，浴室，トレーニング室，環境学習室の利用実績 

年度 15 16 17 18 19 

利用者数（人） 117,289 108,722 108,713 119,467 131,630 

   

（8） ＰＲ啓発事業 
清掃事業は，市民の日常生活と最も密接な関係を持ち，「まちを美しくする」うえでの基盤

行政であり，市民の関心はきわめて高い。今後の清掃事業を円滑に推進し，清潔で快適な生活

環境をつくるためには，市民・事業者・行政の一体となった取組が必要である。 
このために，毎年６月の環境月間中の行事や市民との会合・対話，広報紙などあらゆる機会



を通じて啓発を行っている。また，平成14年10月から平成17年３月までは，「新緊急地域雇

用放置廃棄物回収事業」により，平成17年４月からは「高知市地域雇用特別対策事業」によ

って，ポイ捨て禁止のＰＲ，パトロール，清掃活動を実施している。 

① 環境月間中の行事（平成19年度） 
○ 環境標語の募集 子どもの部：市内の小学校４年生～６年生を対象 

おとなの部：その保護者を対象 

応 募 総 数：2,291点  

○ ごみ減らし展の開催 

本市のごみ処理の現状をパネル方式で展示 

② 資源・不燃物収集分別優良団体の表彰 
11団体 － 秋のまちを美しくする運動期間中に実施 

③  広報紙，パンフレット等によるＰＲ・清掃施設見学及び指導 
○ 小学校４年生社会科副読本「ごみゼロたんけんたい」（3,447部 平成元年から実施） 

○ 広報紙「あかるいまち」（特集のほか随時） 

○ テレビ「お城下かわら版」（随時） 

○ ＣＭ「年末のごみ収集について」 

○ 一般市民向けパンフレット及び事業所向けパンフレット発行 

○ 家庭ごみの出し方，マナーのチラシ配布（随時） 

○ 清掃施設見学（随時） 

○ 資源物の収集現場での分別指導（随時） 

○ 清掃パトロール車によるごみの排出指導 

○ ごみの出し方に問題のある地域での夜間を含む現地指導 

○ 町内会等へ出かけていく「ごみを出前講座」（随時） 
〇 事業所ごみの出し方，集積所での夜間・早朝指導（随時） 
○ 許可業者等への協力要請や指導 

 
４ まちの美化推進 

(1)  環境美化重点地域の指定 
平成８年４月１日に一部改正した高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例により，下図

の地域（環境美化重点地域）で，たばこの吸い殻，チューインガムのかみかす，空き缶等（飲料用

紙パックを含む）を捨てた者に，５万円以下の罰金を課することとし，地域内には，周知看板（６

基），空き缶等の回収容器を大小各２基設置し収集していたが，老朽化により平成20年２月に回収

容器を撤去した。 

環境美化重点地域の範囲（面積：約1. 8k㎡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(2)  自動販売機業者への指導・勧告 
高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例により，自動販売機業者に対して回収容器の

設置を義務づけるとともに，設置していない業者には指導・勧告を行うこととした。 

 
(3) まちを美しくする運動 

昭和 54年 11月から，清潔な生活環境をつくり，健康で安全かつ快適な市民生活を確保するた

め，「まちを美しくする運動」を展開している。これは，市民，事業者，行政が一体となり，「ま

ちを美しく」，「まちにみどりを」，「青い空，青い海，清い川」を基本方針とし，市長を本部長と

する推進本部（事務局：市民生活部まちづくり推進課）を設置し，全庁体制で取り組んでいる。 

    体 系 図      

(1) 市民と行政が一体と

なった清掃活動 
(2) 美化意識の高揚 (3) ごみの減量運動 

 

① 門前清掃 

② 町内会単位での一斉

清掃 

③ 行政区または小学校

区での一斉清掃 

④ 市民団体による清掃 

⑤ 主要道路の清掃 

⑥ 主要水路の清掃 

⑦ 公園の清掃 

 

 

① 不法投棄の防止 

② ノーポイ運動の

推進 

③ 路上放置自転車

の追放 

④ 違反看板・ポス

ターの追放 

⑤ 道路の不法占用

の追放 

⑥ 教育活動の推進 

⑦ ＰＲ運動 

⑧ 環境美化重点地

域の指定 

⑨ 自動販売機周辺

への空き缶等回収

容器設置義務づけ 

 

  

① 分別収集の徹底 

② ごみの資源化 

③ ごみの自家処理の推進 

④ 家庭ごみの水切の徹底 

⑤ リサイクル運動の推進 

⑥ 適正包装のＰＲ 

⑦ 施設見学 

⑧ 教育活動の推進 

⑨ ＰＲ活動 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(1) まちの美化 (2) 自然の保護 

① 街路緑化 
② 公共施設の緑化 
③ 家庭緑化 
④ 公園緑地の整備 
⑤ 工場・事業場等の緑化 

① 保護指定による自然の保護 
② 開発許可制度による自然の保護 

(1) 公害の防止 (2) 河川・海岸の清掃 

① 大気汚染の防止 
② 水質汚濁の防止 

① 河川の清掃 
② 海岸の清掃 
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15年度 16年度 17年度 18年度 19年度

人 326,786 329,192 327,646 326,321 324,652

ｔ 148,830 147,991 145,721 143,687 135,977

ｔ 115,063 114,800 113,949 113,159 108,260

ｔ 62,848 61,538 61,477 61,676 61,447

ｔ － 54 196 206 216

ｔ 38,431 38,639 39,184 38,497 35,724

ｔ 13,784 14,569 13,092 12,780 10,873

ｔ － 2,205 1,818 1,650 1,369

ｔ － 12,364 11,274 11,130 9,504

ｔ 6,717 5,181 2,672 1,895 1,700

ｔ 3,194 4,797 6,563 6,657 6,280

ｔ 17,180 16,592 16,008 15,320 14,102

ｔ 272 265 258 242 354

ｔ 6,256 6,221 6,139 6,269 5,145

ｔ 148 135 132 145 136

ｔ 407 405 399 394 372

ｇ 1,244 1,232 1,218 1,206 1,144

ｇ 1,101 1,094 1,085 1,078 1,026

ｇ － 807 796 790 764

ｇ － 425 422 416 380

（注）１　人口は，各年度末の住民基本台帳による

　　　２　１日当り排出量は，総収集量÷365日（平成15，19年度は366日）

　　　３　１人１日当り排出量は，総収集量÷365日÷人口（　　〃　　）

　　　４　平成19年度のペットボトルについては，春野地区を含む。

（事業系）１人１日当り排出量

（家庭系）１人１日当り排出量

（事　業　系　持　込）

水 銀 含 有 廃 棄 物

資 源 物

ペ ッ ト ボ ト ル

ﾌ ﾟ ﾗ ｽ ﾁ ｯ ｸ製容器包装

１日当り排出量

１人１日当り排出量

　〃　（資源物除く）

５　処理実績

　(1)　ごみの収集（計画収集・春野地区除く）

項　　　　目

行 政 区 域 内 人 口

総 収 集 量

内
　
　
　
　
訳

可 燃 ご み

 ・直　 営 　収 　集

 ・委託収集(鏡・土佐山)

 ・許 可 業 者 収 集

 ・自　　己　　搬　　入

不 燃 ご み

可 燃 粗 大 ご み

（家　庭  系  持  込）



15年度 16年度 17年度 18年度 19年度

人 16,249 16,266 16,340 16,453 16,525

ｔ 4,298 4,092 4,050 4,061
4,116
(943)

ｔ 2,617 2,570 2,619 2,629
2,830
(738)

ｔ 2,337 2,364 2,345 2,443
2,574
(672)

ｔ 280 206 274 186
256
(66)

ｔ 82 103 179 192
215
(12)

ｔ 1,283 1,117 969 955
855
(150)

ｔ 41 39 35 34 25

ｔ 275 258 238 241
179
(41)

ｔ 0 5 10 10
12
(2)

ｔ 12 11 11 11 11

ｇ 723 689 679 676 681

ｇ 507 501 517 517 539

（注）１　人口は，各年度末の住民基本台帳による

　　　２　１日当り排出量は，総収集量÷365日（平成15，19年度は366日）

　　　３　１人１日当り排出量は，総収集量÷365日÷人口（　　〃　　）

   　 ４　平成19年度は合併後の春野分（(　)内の数値）含む。（ペットボトルについては含まない。）

  

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度

ｔ 122,915 123,136 121,993 116,913 115,277

ｔ 11,932 11,115 5,974 14,362 2,762

ｔ 23,459 22,948 22,229 21,212 19,402

ｔ 148 135 132 145 138

（注）１　再資源化には，市関連資源化すべて含む。

　　　２　焼却処分量は，し尿処理汚泥の焼却及び繰越分を含んでいるため，収集量と一致しない。

　　　３　埋立処分量には，不燃物の他，焼却灰，美化ごみ・土砂類を含む。

項　　　　目

行 政 区 域 内 人 口

内
　
　
　
　
訳

も や せ る ご み

 ・収 　　　　　　　集

 ・事　　業　　所　　等

水 銀 含 有 廃 棄 物

ペ ッ ト ボ ト ル

ﾌ ﾟ ﾗ ｽ ﾁ ｯ ｸ製容器包装

も や せ な い ご み

資 源 物

焼　　　　　却

埋　　　　　立

再  資  源  化

水  銀  処  理

項　　　　目

　(2)　ごみの処分

総 収 集 量

    ごみの収集（春野町(地区)分）

１日当り排出量

１人１日当り排出量

　〃　（資源物除く）



①　分別収集実績（計画収集）

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度

ｔ 17,180 16,592 16,008 15,320 14,252

ｔ 2,474 2,372 2,380 2,274 2,165

ｔ 2,951 3,060 2,951 2,921 2,710

ｔ 10,693 10,327 10,158 9,840 8,976

ｔ 1,062 833 519 285 401

935 1,001 1,054 1,070 1,100

121,367 126,930 127,360 130,143 140,831

千円 198,750 135,000 135,500  70,000 50,000

（注）　１　登録団体数・世帯数は，各年度末現在

②　他の回収実績

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度

ｔ 8,177 7,492 9,535 2,213 10,783

学校／その他 ｔ 0 0 0 0 0

ﾋﾞﾝ／ｶﾝ金属等 ｔ 12 11 11 9 7

段ボール ｔ 26 11 6 3 4

金属類 ｔ 1,581 552 1,423 990 1,491

スラグ ｔ 6,558 6,918 7,551 994 5,577

溶融飛灰 ｔ 0 0 544 217 2,507

搬出灰 ｔ 0 0 0 0 1,197

（注）　１　（イ）・（ロ）は，中間処理過程から抽出・収集した資源

             (ハ)は焼却灰から資源化したもの

総 回 収 量

清掃工場
(ロ)

登 録 世 帯 数

委 託 料

項　　　　目

　(3)　資源物収集実績

総 収 集 量

内
　
訳

登 録 団 体 数

清掃工場
(ハ)

　　　　　鏡・土佐山地区，平成20年１月１日に合併した春野地区における委託料は含まれていない。

　　　　２　資源物収集の委託料については，旧高知市分の記載であり，平成17年１月１日に合併した

項　　　目

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
減容工場
（イ）

再生資源
処理セン
ター

ビ ン 類

カ ン ・ 金 属 類

紙 類

布 類



③　再資源化量とリサイクル率（基本計画ベース）

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度

31,598 30,418 31,747 23,413 30,173

17,180 16,592 16,008 15,320 14,252

253 252 243 217 342

5,988 6,082 5,961 5,663 4,796

148,830 147,991 145,721 143,687 136,920

745 1,516 1,624 973 1,048

149,575 149,507 147,345 144,660 137,968

21.1% 20.3% 21.5% 16.2% 21.9%

(15.7%) (15.3%) (15.1%) (14.7%) (14.1%)

※　リサイクル率については，下記の環境省の算出方法を採用した。

   なお，（　）内の数値は，「（ｄ）中間処理施設からの資源回収量」から②表（ハ）を除い
 たリサイクル率

④　高知クリーン推進会共同回収実績

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度

ｔ 259 254 240 244 224

ｔ 152 158 172 184 172

ｔ 105 94 66 58 51

ｔ 2 2 2 2 1

⑤　犬・ねこ等の死体

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度

体 153 209 158 166 190

体 411 337 484 285 385

項　　　　目

総 回 収 量

古 紙 共 同 回 収

Ｏ Ａ 用 紙 共 同 回 収

ビ ン ・ カ ン 共 同 回 収

処分のみ（清掃工場持込）

収 集 運 搬 ・ 処 分

区分

（単位：ｔ）

2,213 10,783

項　　　　目

内
　
　
訳

ｂペットボトル再商品化量

（再掲）　②表(イ)＋(ロ)＋（ハ）

ｄ中間処理施設からの資源回収量

　リサイクル率試算※
　　　　　　　　　　　　　(1)÷(4)

(4)　ごみ総処理量　　　　(2)＋(3)

(2)　ごみ総収集量

(3)　美化ごみ・土砂類収集量
     (16年度から災害ごみを含む)

8,177 7,492 9,535

(1)　再資源化量

ａ資源物分別収集量(再掲)①表

ｃﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装再商品化量

　　　　　　　　　　　　直接資源化量＋中間処理後の再生利用量＋集団回収量

リサイクル率（％）＝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ごみの総処理量＋集団回収量

 



(春野) 690 焼却処理

(北原ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ)

直営収集 61,447 690

216 焼却処理

(高知市清掃工場)

115,277

独自処理 155

許可業者 35,724

自己搬入 10,873 有効利用

スラグ 5,577

可燃物 87 メタル 662

金属 829

溶融飛灰 2,507

搬出灰 1,197

12

4

2 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ資源化 5,138

ビン 2,165 7 【圧縮梱包】 4,951

カン (再商品化) 4,796

金属 (独自処理) 155

紙類 8,976 【ペット】 342

布類 401

計画収集

焼却灰等埋立

し尿処理施設

10,772

(県外施設へ)

（最終処分／再資源化）

その他再資源化

224

再資源化

19,401

委託収集(鏡・土佐山)

4,186

水銀処理

138

埋立処理

2,762

再資センター等

14,263

113

水銀含有廃棄物

138

高知クリーン推進会

224

美化ごみ・土砂等

資源物

14,252

935

火災ごみ・災害廃棄物

2,710

(4)　平成19年度　収集・処理内訳　　（単位：　ｔ）

総収集量

136,920

（収　集） （中間処理）

108,950

許可業者搬入等

46,597

委託収集・許可業者搬入等

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装

5,186

ペットボトル

354

可燃ごみ

不燃ごみ

1,712

可燃粗大ごみ

6,328

ダ
ン
ボ
ー
ル
等

ペット
不適物

ビ
ン
・
カ
ン
類

不燃物



家庭系及び事業系に分けた　平成19年度収集・処理内訳表

缶・金属類 紙類 布類 ビン

2,710 8,976 401 2,165 353 5,186 6,328 63,656 1,422

直営 348 5,123 6,264 61,447 10

委託 2,710 8,976 401 2,165 5 63 64 840 1,321

許可業者

自己搬入 0 1,369 91

1 223 0 1 1 0 0 45,294 290

許可業者 35,724 125

再生利用指定

自己搬入 1 9,570 165

クリーン推進会 1 223 1

2,711 9,199 401 2,166 354 5,186 6,328 108,950 1,712

びん 2,167

12,319

342

スラグ 5,577

メタル 662

金属 829

溶融飛灰 2,507

搬出灰 1,197 2,762

魚粉等 1,122

有
効
利
用

資源物 ペット
ボトル

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
製容器包
装

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ圧
縮こん包

資源化

容器包装
リサイク
ル協会 4,796

三里最終処分場

清掃工場ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ減容工場

合計

売却（ペットボトル)

115,277圧縮こん包粉砕 焼却処理

収集量

事業系

不燃ごみ可燃粗大ごみ 可燃ごみ

家庭系

ダ
ン
ボ
ー
ル
 
4

ペ
ッ
ト
不
適
物

不適物21

産廃

ビン2

金属5

12

不
適
物
2

独
自
処
理

155



（単位：ｔ）

0 138 91,335

73,192

138 16,682

0
（単位：ｔ）

1,460

5,332 0 51,141

35,849 直営 4,186 935

5,332 5,332 委託

9,736 許可業者

225 自己搬入 113

5,332 138 142,476 4,186 935 113

水銀処理

(上記の他に民間の処理施設もある。)

※　端数処理の都合上，合計等が合わない場合がある。

138

魚さい
加工公社

美化ごみ
土砂等

火災ごみ・
災害廃棄物

合計魚さい 水銀

し尿汚泥収集量



③

（％） （％）

紙・布類
木・竹・
ワラ類

ｺﾞﾑ・皮革
・ﾋﾞﾆｰﾙ・

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

ちゅう
芥類

不燃物 その他 水　分 可燃分 灰　分

4 4
5 71.73 3.04 12.90 11.01 0.38 0.94 5 45.60 44.87 9.53
6 6
7 7
8 64.38 9.15 15.03 10.13 0.65 0.66 8 45.86 48.29 5.85
9 9

10 10
11 74.70 5.12 11.45 4.82 2.11 1.80 11 38.77 53.14 8.09
12 12
1 1
2 57.25 10.10 15.28 13.21 2.85 1.31 2 46.53 45.63 7.84
3 3

　平均 67.02 6.85 13.67 9.79 1.50 1.18 　平均 44.19 47.98 7.83

成　　　　　　分

平成19年度　　ごみの組成

　　　　３．数値は平成19年度のごみ質分析４回の平均値

６　　ごみの組成（平成19年度）

（注）　１．資料は清掃工場より採取

物　質　的　組　成

　　　　２．「②　成分」のグラフはドライ（乾燥ごみ）ベースで，割合（％）は重量比

項
目月

項
目月

紙・布類
67%木・竹・

ワラ類
7%

ｺﾞﾑ・皮革
・ﾋﾞﾆｰﾙ・

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
14%

ちゅう
芥類
10%

その他
1%

不燃物
1%

　可燃物： 84%
準可燃物： 14%
　不燃物：  1%
　その他：  1%

水　分
44%

可燃分
48%

灰　分
8%

①　物理的組成 ②　成　　　　分

見掛比重　 ：0.16㎏／ℓ
低位発熱量：6,438ｋJ／kg

月



７ 産業廃棄物 

(1) 産業廃棄物とは 

廃棄物は，主にその発生形態の違いから，産業廃棄物と一般廃棄物の２つに大別されており，排出

後の処理の責任主体や処理方法が区分されている。 

産業廃棄物とは事業活動に伴って生じた廃棄物であって，下図に示す燃え殻，汚泥等20種類のもの

（木くず，動植物性残さ等一部のものはその廃棄物を排出する業種を限定）をいい，家屋，道路など

の改築，改修，スーパー，電気店などの店舗，製紙工場，自動車整備工場，ハウス園芸など身近なと

ころで発生している。 

これに対し，一般廃棄物とは産業廃棄物以外の廃棄物をいい，多くの場合，日常生活に伴って排出

するごみやし尿を指すが，事業活動に伴って生じた廃棄物であっても，20種類の産業廃棄物に該当し

ないものはすべて一般廃棄物に区分される。 

事業活動に伴って生じた廃棄物 

１  燃え殻 石炭がら，焼却炉の残灰，炉清掃排出物，その他の焼却残さ 

２  汚泥 
排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの，活性汚泥法による余剰汚泥，

ビルピット汚泥，カーバイトかす，ベントナイト汚泥，洗車場汚泥，建設汚泥等 

３  廃油 鉱物性油，動植物性油，潤滑油，絶縁油，洗浄油，切削油，溶剤，タールピッチ等 

４  廃酸 写真定着廃液，廃硫酸，廃塩酸，各種の有機廃酸類等，すべての酸性廃液 

５  廃アルカリ 写真現像廃液，廃ソーダ液，金属せっけん廃液等，すべてのアルカリ性廃液 

６  廃プラスチック類 
合成樹脂くず，合成繊維くず，合成ゴムくず（廃タイヤを含む）等，固形状・液状のすべての合成

高分子系化合物 

７  ゴムくず 生ゴム，天然ゴムくず 

８  金属くず 鉄鋼，非鉄金属の破片，研磨くず，切削くず等 

９  ガラスくず、コンクリ

ートくず及び陶磁器く

ず 

ガラス類（板ガラス等），製品の製造過程等で生ずるアスファルト，コンクリートくず，インターロッ

キングブロックくず，レンガくず，廃石膏ボード，セメントくず，モルタルくず，スレートくず，陶磁器く

ず等 

10  鉱さい 鋳物廃砂，電気炉等溶解炉かす，ボタ，不良石灰，粉炭かす等 

11  がれき類 
工作物の新築，改築又は除去により生じたコンクリート破片，アスファルト破片その他これらに類

する不要物 

12  ばいじん 
大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設，ＤＸＮ対策特別措置法に定める特定施設又は産業

廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの 

 

 

 

 

あ

ら

ゆ

る

事

業

活

動

に

伴

う

も

の 

14-(1）木くず 
貨物の流通のために使用したパレット（パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の

木材を含む） 

13  紙くず 
建設業に係るもの（工作物の新築，改築又は除去により生じたもの），パルプ製造業，製紙業，

紙加工品製造業，新聞業，出版業，製本業，印刷物加工業から生ずる紙くず 

14-(2) 木くず 
建設業に係るもの（範囲は紙くずと同じ），木材又は木製品製造業（家具製品製造業），パルプ

製造業，輸入木材卸売業及び物品賃貸業から生ずる木材片，おがくず，バーク類等 

15  繊維くず 
建設業に係るもの（範囲は紙くずと同じ），衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生

ずる木綿くず，羊毛くず等の天然繊維くず 

16  動植物性残さ 
食料品，医薬品，香料製造業から生ずるあめかす，のりかす，醸造かす，発酵かす，魚及び獣

のあら等の固形状の不要物 

17  動物系固形不要物 と蓄場において処分した獣畜，食鳥処理場において処理した食鳥 

18  動物のふん尿 畜産農業から排出される牛，馬，豚，めん羊，にわとり等のふん尿 

特

定

の

事

業

活

動

に

伴

う

も

の 19  動物の死体 畜産農家から排出される牛，馬，豚，めん羊，にわとり等の死体 

20  以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので，上記の産業廃棄物に該当しないもの（例えば有害汚泥のコンクリート固

型化物） 

   爆発性，毒性，感染性のある廃棄物 

特別管理産業廃棄物 廃ＰＣＢ等，廃石綿等，感染性産業廃棄物，引火性の強い廃油，著しい腐食性を有す

る廃酸及び廃アルカリ等 

 
産

業

廃

棄

物 



(2)   産業廃棄物の実態〔高知市産業廃棄物実態調査（平成18年度実施）〕 

本市における産業廃棄物発生の実態把握及び将来予測により，産業廃棄物行政の適正な推進の

ための基礎資料とすることを目的として，平成18年度に高知県の調査にあわせて，実態調査を

実施した。（平成17年度分の実態調査） 

この調査は平成14年度に（財）エコサイクル高知が産業廃棄物実態調査を実施した際に有効

調査票数として扱った市内の約430事業所及び廃棄物処理法第12条第７項で規定する届出多量

排出事業所に対して，アンケート方式により実施した。 

なお，各種推計にあたっては，高知県が行った調査（市内約900事業所，市外約1,350事業所）

データを統合し，高知県調査との整合を図った。 

この推計の結果，平成17年度における本市の産業廃棄物発生量は56万8,000トンであり，県

全体の発生量は157万トンであった。なお，業種別及び種類別排出量は下図のとおりであった。 

 

①  業種別発生量 

      単位：千ｔ／年 
業種 発生量 

建設業 293 

電気・ガス・水道業 182 

製造業 49 

卸売・小売業 14 

鉱業 9 

その他 21 

合計 568 

 
 
 
②  種類別発生量 
      単位：千ｔ／年 

種類 発生量 
がれき類 236 

汚泥 225 

木くず 29 

金属くず 21 

廃ﾌﾟﾗｸﾁｯｸ類 11 

その他 45 

合計 568 

 
 
※  実態調査結果では，量は100トン単位，比率はパーセントの少数第２位を四捨五入してい
るため，合計が一致しない場合がある。 

建設業

電気・ガス・水道業

製造業

卸売・小売業

鉱業

その他

51.6%

32.1%

8.7%

2.4%
1.5%

3.7%

がれき類

汚泥

木くず

金属くず

廃プラスチック類

その他

41.6%

39.7%

5.1%

3.7%
1.9%

8.0%



産業廃棄物処分業取得処理施設の設置状況（平成20年３月31日現在）

設置数

3

5

3

産業廃棄物処理業及び処分業許可（平成20年３月31日現在）

業 者 数

704

37

82

2

平成19年度の立入検査，調査等の実績

  ①  苦情等での立入，パトロールの状況

調 査 回 数

１～３回／月

随 時

１～３回／月

15～20回／月

  ②  水質調査等の実績

調査地点数

10か所

10か所

４か所

(3)苦情等の対応状況

17年度 19年度

29 100

31 69

11 26

(4)建設リサイクル法
    　平成12年５月に建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)が
　  制定され,平成14年５月に完全施行されている。これにより,木材,コンクリート,アスフ
    ァルトコンクリート等の建設廃材の再資源化を行っている。 　 

平成19年度の届出等の件数

届出書(民間工事) 通知書(公共工事) 計

建築物の解体

　　　　新築

　　　　改装(ﾘﾌｫｰﾑ)

その他土木工事等

計
建設リサイクル法に基づく平成19年度パトロール件数　629件

収 集 運 搬 業

産業廃棄物処理施設の種類

81

産業廃棄物処理業者及び処分業者業種内訳

産 業 廃 棄 物

特別管理産業廃棄物

中間処理施設

最 終 処 分 場

が れ き 類 の 破 砕 （ 12施 設 ） 等

安 定 型 最 終 処 分 場

収 集 運 搬 業

処 分 業

焼却施設（焼却能力200㎏／ｈ以上の処分業）

焼却施設（焼却能力200㎏／ｈ未満の処分業）

そ の 他 の 中 間 処 理 施 設

金属の圧縮（７施設）

最終処分場周辺調査（有害金属）　　　　　　　　

処 分 業

件　数

全 施 設

３ 施 設

不 定 期

水 質

水 質

水 質

煙 害 （ 野 焼 き を 含 む ）

不 法 投 棄

苦　情　内　容

その他不適正処理に対する指導 (悪臭，水質
汚濁，土砂の流出等)

18年度

51

71

25

563件

58　 67　

581件18件

9　

982　

1　

53　

2　

278　

3　

331　

675　 307　

調　査　対　象

焼却施設（能力200㎏／ｈ未満の自己処分を除く）

そ の 他 の 焼 却 施 設　　　　　　　　　　　

最 終 処 分 場  　　　　 　　　　　　　　　　

野焼き,不適正処理パトロール　　　　　　　　　

調　査　項　目

産業廃棄物処理施設周辺調査（有害金属）　　　　

ダ イ オ キ シ ン 類 検 査　　　　　　　　　　



８ エコタウン事業 
(1)  制度創設の趣旨 

経済産業省（旧通商産業省）が，ゼロ・エミッション構想を推進すべく，平成９年に

21世紀に向けた新たな環境まちづくり計画「エコタウン事業」を創設。平成 10年度か

らリサイクル政策でのパートナーである環境省（旧厚生省所管）との共同事業となる。 

(2)  事業の目的 
① 個々の地域におけるこれまでの産業蓄積を生かした環境産業の振興及びこれを通

じた地域振興 
② 地域における資源循環型社会の構築を目指した，産業，公共部門，消費者を包含し

た総合的な環境調和型システムの構築 

(3)  承認された地域 
平成９年度・・・長野県飯田市，川崎市，北九州市，岐阜県 

10年度・・・福岡県大牟田市，札幌市，千葉県千葉市  

11年度・・・秋田県，宮城県鶯沢町（現栗原市） 

12年度・・・北海道，広島県，高知県高知市，熊本県水俣市 

13年度・・・山口県，香川県直島町 

14年度・・・富山県富山市，青森県 

15年度・・・兵庫県，東京都，岡山県 

16年度・・・岩手県釜石市，愛知県，三重県鈴鹿市 

17年度・・・大阪府，三重県四日市市，愛媛県 

 

(4) 補助事業の内容 

ハード面・・・「資源循環型地域振興施設整備費補助金」により，民間等の建設するリ

サイクルプラントや設備等への２分の１以内または３分の１以内の助成 

ソフト面・・・「資源循環型地域振興事業費補助金」により，エコタウンプラン策定等

事業，展示商談会開催事業，地域情報整備事業への２分の１以内の助成

（平成17年度をもって廃止） 

(5) 「エコタウン高知市・事業計画」の概要 

浦戸湾沿岸地域をエコタウン計画区域として設定し，区域内に環境と調和し，計画の

シンボルとなる循環産業の拠点として「エコ産業団地」を形成する。 

また，団地内には，発砲スチロールをはじめプラスチック類や廃木材等のリサイクル

施設を集約的かつ計画的に整備するとともに，湾岸地域の地場産業との連携や分別収集

等の徹底によって市域全体の大幅なリサイクル率向上を図っていく。 

そして，太平洋に面するという地域特性を生かした広域循環を図り，次代に向けて「人」

「産業」「自然」が共生する環境調和型まちづくりを推進する。 

なお，平成14年11月，エコタウン事業分散化（案）を発表し，エコ産業団地は木質

系リサイクル事業に限定した。また，神田地区（治国谷）においては，平成17年４月か

ら財団法人高知県魚さい加工公社が魚腸骨処理施設の操業を開始した。 

 

 



(6) エコタウン事業への取組 

平成 ９年度   四国通産局より「エコタウン事業」への承認申請の打診があり，

「エコタウン事業調査票」を同通産局に提出する。 

10年度    エコタウン事業に関する調査を通産省の「環境と調和したまちづ

くり可能性調査」の補助事業として実施する。 

11年度   前年度の調査を基に学識経験者，市民，事業者，関係団体等によ

り「高知市エコタウン事業推進委員会」を設立(７月)し，同委員会

で事業推進の検討を行うとともに，継続して通産省の補助を受け，

より具体的な分野別の可能性調査を実施する。 

分野別事業化研究会の参加企業募集を行い(11月)，いくつかの事

業化提案を受け，市及び県で８研究会を組織する。 

12年度   環境部を創設，環境政策課にエコタウン推進室を設置する。 

三里町内会連合会，新築町内会及び近接の24町内会，仁井田の木材

工業団地連盟などに順次説明。９月議会において，民有林材協同組

合の所有地をエコ産業団地として確保していく旨を表明する。 

「エコタウン高知市・事業計画」が国の承認を受ける(12月)。 

エコタウン事業第１号として発泡スチロールのリサイクル施設㈱

エコライフ土佐が完成する（12月着工，３月末完成）。 

三里町内会連合会理事会，38町内会長（１月）及び全地区を対象

に説明会を実施（２月）。この中でエコタウンの窓口を閉ざす旨が表

明される。 

「高知市エコタウン事業推進委員会」から「高知市資源循環行動

計画（原案）」が提言される（３月）。 

13年度   操業を延期していた㈱エコライフ土佐と高知市の間で「環境保全

に関する協定書」を締結，操業を開始する（11月）。 

          12月議会で「エコタウン事業の執行に関する決議」が採択される。 

          連合会の役員会で窓口再開が決議される（２月）。 

         廃木材チップ化事業の説明会を行う(３月,４月)。 

      14年度   （財）高知県魚さい加工公社理事長と日高村長との間で魚腸骨処

理施設の16年12月末までの日高村からの撤退等を内容とする，確約

書が締結される。（６月） 

第２回廃木材チップ化事業の説明会を行う。（８月） 

            エコタウン事業の分散化について「高知市における資源循環型社

会構築に向けての基本的な考え方（案）」として厚生委員会に報告す

る。（11月） 

            エコタウン事業の分散化について三里地区への周知を図るための

説明会の開催（11月）及びあかるいまちへの折り込みを行う。（12

月） 

            エコ産業団地（仁井田木材団地）の用地取得及びエコタウン関係

事業者等と賃貸借契約を締結する。（２月） 

 



            エコタウン事業第２号として廃木材チップ化施設㈱リサイクル高

知が完成する。（１月着工，３月末完成） 

            魚腸骨処理施設の移転候補地を神田の福祉牧場おおなろ園内市有

地として厚生委員会に説明する。（２月） 

            同施設計画について鴨田地区住民への説明会を行う一方，日高村

議員運営協議会で（財）高知県魚さい加工公社の方針を説明する。

（３月） 

       15年度   魚腸骨処理施設建設計画について引き続き鴨田地区（神田を含む）

住民への説明を行う。（４月，７月，10月の計３回） 
この間，住民を対象とした先進地視察（日高村の現施設，市東部

環境センター，岸和田市）を行う。（５月～７月） 

市都計審で魚腸骨処理施設の都市計画決定がなされる。（11月） 

おおなろ園の管理法人である(社福)昭和会と県・市・（財）高知県

魚さい加工公社が確認書を締結し，連絡協議会を設置する。また，

神田・鴨田両町内会連合会長あてに，(社福)昭和会に対するものと

同様の確約書を提出する。（12月） 

            （財）高知県魚さい加工公社と三菱レイヨン・エンジニアリング

㈱・轟組特定建設工事協同企業体が魚腸骨処理施設の移転新築工事

の契約を締結する。（１月） 

魚腸骨処理施設の工事着工する。（２月） 
      16年度   魚腸骨処理施設に関して「地域の環境保全に関する協定書」を（社

福）昭和会及び神田地区町内会連合会と締結する。（11月） 

            鴨田校区町内会連合会と「地域の環境保全に関する協定書」を締

結する。（１月） 

            魚腸骨処理施設の竣工とともに試運転を開始し，日高村から事務

所を移転する。（２月） 

      17年度   魚腸骨処理施設の操業が始まる。（４月） 

            施設の排水から基準値以上のアンモニアが流れ，処理水の再利用

や放流ができなくなる。（７月） 

その後，設備の改善や運転管理の体制を整え，地域住民から放流

再開への了解を得る。（10月） 

             



平成20年１月変更

可燃ごみ(生ごみ)収集日別地区割図

水・金の地域

鴨田 潮江

上街 南
街

大津

高須 介良

小高坂

高
知
街

北街

江ノ口

下知

三里

浦戸

長浜

布師田初月 一宮

御畳瀬

鏡
の
一
部 鏡

の
一
部

五台山

旭街

朝倉

土佐山

秦

鏡の一部

春野の一部春野の一部

火・金の地域

月のみの地域

月・木の地域



  

  

 

 

 

 

 

 

  

   

  

  



高知大丸（東館南入口）



※資源･不燃物ステーションへの前日、夜間出しは
　しないでください。

※区外のステーションには出さないでください。
　（地元のステーションに出してください。）

※資源･不燃物の収集日（第２月曜日）が休日の場
　合は、収集はありませんので、翌月の収集日に
　出してください。

※このごみの出し方は鏡地区にお住まいの方を対象
　としています。

平成20年5月 100部

８４１- ５３７４ 高知市長浜６４５９番地
清掃工場別館１F

～生ごみ処理容器の購入に補助金を出しています～
■補助対象

①好気性処理容器（コンポスト容器）→上限　2,000円

②嫌気性処理容器（密閉処理容器）　→上限　1,500円

※申請は購入後３ヶ月以内にして下さい。

※ただし、補助額は購入価格の半額まで

（100円未満の端数切り捨て）

※補助対象者は本市に住民登録があることなど、

　各種条件があります。

・飲料用
（ジュース、お茶、
　ミネラルウォータ
　ーなど）

・しょうゆ用

・酒類用
（焼酎、ウィスキー、
　みりんなど）

・みりん風調味料

・食酢
（米酢、黒酢、リン
　ゴ酢など）

・調味酢
（すし酢、ポン酢、
　三杯酢など）

・しょうゆ加工品
（めんつゆ）

・ドレッシングタイ
　プ調味料
（ノンオイルドレッ
　シング）

・ダンボール

・新聞・チラシ

・雑誌

・飲料用紙パック
（アルミ不使用の
　もの）

プラスチック製
 容 器 包 装

①材質表示マーク
を 確認して下さい 。

⑥ラ ベルを はがす必要
はありません。

・ 透明

・ 茶色

・ その他の色　　
（黒、水色、緑色など）

可燃雑ごみ

●プラスチック製
　　容 器 包 装

④金属などプラ ス
チック以外のもの
ででき たふたや
キャッ プは、取り
外して不燃雑ごみ
に出してください 。



持ち込み受付

　金曜日

 　8:00～12:00

平成20年8月 25部

８４１- ５３７４ 高知市長浜６４５９番地
清掃工場別館１F

～生ごみ処理容器の購入に補助金を出しています～
■補助対象

①好気性処理容器（コンポスト容器）→上限　2,000円

②嫌気性処理容器（密閉処理容器）　→上限　1,500円

※申請は購入後３ヶ月以内にして下さい。

※ただし、補助額は購入価格の半額まで

（100円未満の端数切り捨て）

※補助対象者は本市に住民登録があることなど、

　各種条件があります。

・ 透明

・ 茶色

・ その他の色　　
（黒、水色、緑色など）

①３種類に分別して。

②栓を とり中身を 出して
水洗い。

③割れビ ン・割れガラ ス
は袋づめして雑ごみへ。

④ガラ ス食器、板ガラ ス
は雑ごみへ。

⑤薬品ビ ン、化粧ビン
などは中身を のぞいて
雑ごみへ。

⑥ラ ベルをはがす必要
はありません。

・飲料用
（ジュース、お茶、
　ミネラルウォータ
　ーなど）

・しょうゆ用

・酒類用
（焼酎、ウィスキー、
　みりんなど）

・みりん風調味料

・食酢
（米酢、黒酢、リン
　ゴ酢など）

・調味酢
（すし酢、ポン酢、
　三杯酢など）

・しょうゆ加工品
（めんつゆ）

・ドレッシングタイ
　プ調味料
（ノンオイルドレッ
　シング）

①材質表示マーク
を 確認して下さい 。

・ダンボール

・新聞・チラシ

・雑誌

・飲料用紙パック
（アルミ不使用の
　もの）

・紙箱

プラスチック製
 容 器 包 装

●プラスチック製
　　容 器 包 装

①割れガラ ス、割れ食
器、カ ミソリなど は別に
してお い てく ださい。

②燃える ものと燃えな
い ものは袋別に してく
ださい。

●生ごみ
●雑ごみ( 燃えるもの)

●雑ごみ
(燃えないもの)





Ⅰ し尿処理事業

　(1)　収　集

　(2)　処　理

　現在，旧高知市地区では許可業者である(財)高知市環境事業公社（昭和50年２月設立）が，
鏡・土佐山地区では民間許可業者がし尿収集を行っている。

　市内全域で収集されたし尿及び浄化槽汚泥は，東部環境センターの沈砂槽へ投入され，そこ
で，砂，金属類は沈降分離し，取り出される。
　次に，オーバーフローした液は受入槽へ入り受入槽から破砕機で前処理装置へ送られ，紙，
ビニール等が除去されて一旦貯留されることとなる。その後，除渣し尿は定量的にポンプで生
物処理槽へ送られる。
　処理方式は生物処理である低希釈二段活性汚泥法（10倍希釈以下）と高度処理であり，特に
富栄養化の原因となる窒素やリンが取り除かれ，し尿は最終的には清澄な処理水となり，農業
用水や場内で再利用され，必要のない場合は河川へ放流される。
　また, その過程で発生した汚泥はポンプで取り出して脱水し, 前処理で除去した夾雑物と一
緒に清掃工場に搬出し，一部は民間堆肥化施設に処理委託を行っている。
　臭気については，高濃度臭気は生物脱臭, また中・低濃度臭気等は酸やアルカリの薬品によ
る処理を行い，大気中に放出している。

　　　　　第６章　し尿処理事業等

１　概　　説

２　し尿の収集及び処理

　平成20年１月に合併した春野地区のし尿処理は，当面の間，合併前からの体制を続けること
となっている。（詳細は「６　春野地区のし尿収集と処理」を参照。）
　旧高知市地区の平成19年度のし尿収集量は２万7,856㎘，収集運搬許可業者による浄化槽汚
泥の収集量は８万7,492㎘であり，合計11万5,348㎘の終末処理を行った。

　【し尿等収集量構成比の推移（春野地区除く）】

0

50

100

150

15 16 17 18 19 年度

29.9% 28.5% 26.2%

70.1% 71.5% 73.8% ←　浄化槽汚泥

←　し尿
　　（環境事業公社）
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高知市東部環境センター処理フロー図 
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３ 処理実績（春野地区除く） 

                                  （単位：kl） 

 
年  度 総処理量 

生し尿 浄化槽汚泥 

15 122,910 36,763 86,147 

16 118,112 33,630 84,482 

17 116,435 30,473 85,962 

18 117,072 29,492 87,580 

19 115,348 27,856 87,492 

脱臭装置 

場
内
再
利
用 

農
業
用
水 

放
流 

汚泥搬出ホッパー 

清掃工場等へ搬出 
  4,186ｔ 

(焼却処理) 

脱水機 

夾
雑
物 

平成19年度 

115,348ｋℓ 

余剰汚泥 

脱水汚泥 

民間施設 
   826ｔ 

(堆肥化処理) 
667,035ｋℓ 

し
尿
・
浄
化
槽
汚
泥 



４ 処理手数料の助成 

 昭和42年から，広範な地域に降雨があった場合等で，床下以上の浸水があり便槽が満水となった世

帯について，市長が認めたときは，従量制によるくみとり手数料のうち 180ℓ以内の手数料を助成して

おり，昭和51年度からは 360ℓ以内の手数料を助成している。 

また，集中豪雨を契機として，平成10年９月25日から集会施設（町内会・自治会・公民館等の団

体がその維持管理に係る費用を負担するものに限る。）にも特例として同様の助成を行っている。  

平成19年度の助成実績は，25万3,560円（53件）となっている。 

 

５ 特別収集手数料の助成 

下水道の供用開始後３年を経過した区域の収集については，平成８年１月１日から収集１回につき

特別収集手数料 300円を加算することとしている。ただし，生活保護法による生活扶助を受けている

世帯及び申請により条件を満たす世帯（第10章 条例・規則等「14 高知市し尿収集手数料減免並び

に収集料助成規程」参照）については，当該特別収集手数料を助成することとしている。平成19年度

の助成実績は，82万8,900円（2,748件）となっている。 

 

６ 春野地区の収集と処理 

  春野地区のし尿収集と処理は，合併後，当面の間はそれまでの体制を引き継ぐこととなっている。

春野地区（旧春野町）は，土佐市，いの町，日高村と共に仁淀川下流衛生事務組合を設立し（昭和39

年３月２日設立），４つの自治体で共同してし尿の処理を行っている。また，収集はこの事務組合が

許可した収集業者が行っている。 

 

  春野地区（旧春野町）の処理実績 

                                   （単位：kl） 

 
年  度 総処理量 

生し尿 浄化槽汚泥 

15 8,865 5,017 3,848 

16 8,997 5,313 3,684 

17 8,922 4,867 4,055 

18 8,599 4,531 4,068 

19 9,678 4,324 5,354 

 

 

 

 

 

 



 

７ 財団法人高知市環境事業公社   

(1) 所 在 地   高知市仁井田３６３６ 

(2) 設立認可  昭和50年２月24日    名称変更 平成３年５月10日  

(3) 資 本 金  基本財産   500万円 

運用財産     500万円 

                 計     1,000万円（全額高知市出資） 

(4) 事業目的  高知市の清掃事業の公共性を確保し，廃棄物等の適正な処理とこれに関連する事業

を推進するとともに，近隣市町村に設置された公共的施設の環境整備を行うことに

より，住民の良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。 

(5) 事  業  ① し尿の収集及び運搬業務に関する事業 

② 浄化槽の清掃，保守点検及び維持管理に関する事業 

③ 廃棄物処理施設の運転管理及び整備並びに当該施設に係る処理手数料の徴収

事務受託に関する事業 

④ 清掃事業に関する付帯施設等の維持管理に関する事業 

⑤ 産業廃棄物の収集，運搬並びに処理及び処分業務に関する事業 

⑥ 産業廃棄物の処理手数料等の徴収事務受託に関する事業 

⑦ 環境美化推進に関する事業 

⑧ その他，公社の目的達成に必要な事業 

(6) 営業開始  昭和50年４月３日 

(7) 組  織（平成20年４月１日現在） 

                          総務管理課長 － 総務管理 － 総務管理係 
                                  課長補佐 
                    事務次長 
 ※    ※   ※         常務理事 
 理事長 － 専務 － 常務 － 事務局長  兼  務  施設管理課長        施設管理係 
      理事  理事  専務理事 

         兼  務                      業務開発係 
業務次長 － 業務管理課長        第１収集係 

第２収集係 
第３収集係 

        （注）※印は，高知市派遣職員で下表には含まず。（平成20年度：３名） 

 

(8) 職員，車両                         （平成20年４月１日現在） 

職   員   数 車      両 

２ｔ車 ４ｔ車 
管 理 職 事 務 職 業 務 職 計 

1.8 ㎘車 3.7 ㎘車 
計 

５名  ４名  28名  37名  16台  20台  36台  

 

 

理事会 



 

Ⅱ 浄化槽 

 

浄化槽は，従前，し尿のみを処理する単独処理浄化槽が主であったため，一般家庭等において水洗

式便所への需要が高まる中で，昭和 40年代ごろより全国的にその普及が進んだが，当時，これらの

処理性能は極めて悪いものがあり周辺環境に大きな障害を与えるなど問題が多く，また，設置や維持

管理に関し法による規制の強化などが望まれたことから，昭和 58年 5月に浄化槽法が制定され，昭

和60年10月から全面施行された。 

  その後，浄化槽法の改正により，平成 13年 4月からは単独処理浄化槽の新設を実質的に禁止し，

以後，設置される浄化槽はし尿と併せて雑排水を処理する合併処理浄化槽となり，さらに，平成 18

年2月からは浄化槽からの放流水の水質基準が同法で規定されるなど，浄化槽に関する法制度の充実

強化が図られている。 

  こうした中，本市における浄化槽行政については，平成 10年 4月の中核市への移行により，浄化

槽法による保健所設置市に係る事務が県より移譲され，従来の清掃業の許可業務に加え，保守点検業

の登録業務や設置・維持管理等に関する種々の指導・監督等を行うこととなり，当該保健所設置市に

係る事務は市保健所（生活食品課）で所管してきた。 

  一方，本市における公共下水道の普及率は平成18年度末現在で49.05％となっており，今後，その

整備には相当長期の期間が見込まれている中で，生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止を図る

ための生活排水対策をより一層推進していく必要があり，水環境行政及び浄化槽行政に係る施策を総

合的に実施していく観点から，浄化槽関係事務の一元化を図り，当該事務について平成 19年 4月よ

り環境保全課で所管することとなった。 

  これとともに，生活排水対策について，水質汚濁防止法による第2次高知市生活排水対策推進計画

を策定（計画期間平成19年度～33年度までの15年間）し，「次代に繋げる豊かな水環境の再生に向

けて」を基本理念とし，施策の展開を図っていくこととしている。 

  このうち，浄化槽行政に関する当面の大きな課題として，浄化槽の設置から維持管理等の全般にわ

たって適正に実施されていく必要があり，この適正管理向上のための仕組みづくりの一環として，電

子地理情報システム（GIS）を活用した「浄化槽管理システム」の構築に向けた取組を進めている。

これにより，既設浄化槽に係る設置状況等の全体把握を進めるとともに，浄化槽の施工から使用の状

況，保守点検・清掃及び法定検査の実施状況等について，業界及び関係機関等との連携強化のもと，

これらの適切かつ効率的・効果的な実施体制の構築に向けて，本システムの導入を図っていくものと

している。 

  



【浄化槽設置基数（各年度末現在，推計値）】 
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      ※資料：環境保全課 

【浄化槽補助実績（各年度）】 

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19

5人槽 169 272 334 283 321 269 248 234 184

6～7人槽 87 140 149 138 128 128 119 84 81

8～10人槽 22 30 27 29 20 18 12 20 12

11～50人槽 11 41 49

計 289 483 559 450 469 415 379 338 277

123,054 223,914 210,654 168,819 174,462 155,232 141,633 125,580 99,590

補助

基数

補助金額(千円)  
※資料：環境保全課 

 

【浄化槽法11条検査（定期検査）の実施状況：平成18年度】 

受検
①

未受検
②

5～10 19,701 17,342 4,173 13,169 24.1% 2,359

11～20 1,519 1,237 405 832 32.7% 282

21～50 2,267 1,830 695 1,135 38.0% 437

小計 23,487 20,409 5,273 15,136 25.8% 3,078

51～100 265 181 83 98 45.9% 84

101～300 130 80 41 39 51.3% 50

301～500 12 8 5 3 62.5% 4

小計 407 269 129 140 48.0% 138

501以上 1 1 1 0 100.0% 0

合計 23,895 20,679 5,403 15,276 26.1% 3,216

区分

単独処理

受検率(％)
①/B

廃止・休止

又は対象外

A－B
人槽規模

設置基数
A

法定検査
対象基数
B＝①＋②

法定検査

 

受検
①

未受検
②

5～10 7,915 7,665 4,469 3,196 58.3% 250

11～20 399 378 224 154 59.3% 21

21～50 472 442 286 156 64.7% 30

小計 8,786 8,485 4,979 3,506 58.7% 301

51～100 244 199 126 73 63.3% 45

101～300 270 210 168 42 80.0% 60

301～500 55 45 36 9 80.0% 10

小計 569 454 330 124 72.7% 115

501以上 53 43 41 2 95.3% 10

合計 9,408 8,982 5,350 3,632 59.6% 426

区分

合併処理

受検率(％)
①/B

廃止・休止

又は対象外

A－B
人槽規模

設置基数
A

法定検査
対象基数
B＝①＋②

法定検査

 
  ※資料：財団法人高知県環境検査センター（浄化槽法による知事の指定検査機関） 



【浄化槽保守点検業登録業者，浄化槽清掃業許可業者，浄化槽汚泥に係る収集運搬許可業者】 

業者名 営業所所在地
保守
点検

清掃
収集
運搬

1 (有)クリーン社 高知市福井町2187番地31 ○ ○ ○

2 (有)黒潮清掃工業 高知市長浜5755番地10 ○ ○ ○

3 (有)紘伸浄化 高知市札場37番地1 ○ ○ ○

4 （財）高知市環境事業公社 高知市仁井田3636番地 ○ ○ ○

5 (株)高知清掃センター 高知市南ノ丸町12番地8 ○ ○ ○

6 (有)高知パイプクリーナー 高知市桟橋通4丁目16番40号 ○ ○ ○

7 (株)寿工務店 高知市万々486番地 ○ ○ ○

8 (有)四国浄管 高知市南御座22番地5号 ○ ○ ○

9 (株)四国清掃工業 高知市南ノ丸町12番地7 ○ ○ ○

10 (有)浄研高知 高知市福井町2269番地189 ○ ○ ○

11 (有)西部企業 高知市大谷公園町6番22号 ○ ○ ○

12 (株)タイヘイ 高知市桟橋通6丁目8番39号 ○ ○ ○

13 (有)高坂設備清掃 高知市朝倉己1097番地1 ○ ○ ○

14 マルナカ興業（有） 高知市高須新町3丁目4番1号 ○ ○ ○

15 (有)大和興業 高知市長浜4413番地13 ○ ○ ○

16 (株)寿サービス工業 高知市万々486 ○ ○ ○

17 中国共和メンテナンス(株) 高知市大津甲776-7 ○

18 高東環境技術(株) 高知市槙山町12-3 ○

19 四国道路エンジニア(株) 高知市薊野北町3丁目16-1 ○

20 エンバイロ 高知市西塚ノ原70-31 ○

21 大都工業(株) 高知市升形9-47 ○

22 紀和工業(株) 高知市南ノ丸町12-16 ○

23 (有)南国清掃 南国市岡豊町中島1422 ○

24 (有)アクアシステム 高知市針木南5-17 ○

25 日本環境メンテナス(株) 高知市福井扇町8-21 ○

26 (有)シー・エス高知 高知市南ノ丸町12-9 ○

27 野雅和設備 高知市石立町14-1 ○

28 四国管財(株) 高知市南はりやま町2-4-15 ○

29 (株)四国環境管理センター 高知市本町4-1-35 ○

30 (株)東洋技研 高知市大津乙1902-4 ○

31 日本化工(株) 高知市神田703 ○

32 東洋電化工業(株) 高知市萩町2-2-25 ○

33 日立化成メンテナンス(株) 高知市杉井流31-21 ○

34 高知産業 高知市神田174-4 ○

35 シコク環境ビジネス(株)高知営業所 高知市一宮西町1丁目2-13 ○

36 協和製機(株) 高知市南ノ丸町30-6 ○

37 (株)四電工高知支店 高知市桟橋通2-2-25 ○

38 四国三研工業(株) 高知市池2988 ○

39 セトウチ技研(株) 高知市高須3丁目4-47 ○

40 (有)高岡サービス 高知市針木南12-12 ○

41 (株)ビル環境衛生管理 高知市桟橋通4丁目7-17 ○

42 オリックス・ファシリティーズ(株) 高知市弥生町1-1 ○

43 (株)ダイキアクシス 高知市大津乙1856-1 ○

44 吾北清掃(有) 高知市高須新町3-7-3 ○

45 株式会社関西ネオ 高知市布師田3961-4若松工業（株）内 ○

46 入交住環境株式会社 高知市仁井田4563番地１ ○

47 (有)山本メンテナンス 高知市春野秋山1110番地4 ○

48 扶桑建設工業(株)高知営業所 高知市本町4丁目1-16 ○

（平成20年9月1日現在）

№
登録又は許可業者 業区分

 
（注）上記の業者は高知市長による登録又は許可業者で，このうち清掃業及び収集運搬業については旧春野町区域を除く（旧春野町区域における清掃・収
集運搬業は当分の間，仁淀川下流衛生事務組合の許可業者による。）。 



高知市春野庁舎 

第７章  施設・機材 
１ 施  設 
廃棄物を円滑に収集・処理して公衆衛生の向上を図るため次の施設を設けている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

関係施設所在地 

① 

③ 

② 

⑤ 

⑥ 

④ 

⑦ 

⑧ 

高知市役所  （代）822-8111 
 環境政策課    823-9209（内3703） 
廃棄物対策課   823-9427（内3295） 
 
高知市春野庁舎 
  春野環境センター  894-2314（内63513） 
 
① クリーンセンター（環境業務課）  

884-3144（内3307） 
 
② 清掃工場    842-1171（内3390） 
  ﾖﾈｯﾂこうち   841-2311（内3642） 
  ごみ減量推進課 841-5374（内4360） 
 

 

③ 菖蒲谷ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ減容工場・高知市環境事業公社 
884-4424（内3888） 

高知県医療廃棄物処理センター 菖蒲谷営業所 
884-4456 

④ 高知市再生資源処理センター 
866-5613 

 
⑤ 三里最終処分場  847-2337 
 
⑥ 東部環境センター 883-1155（内3303） 
 
⑦ 高知県魚さい加工公社 

805-1660 
⑧ エコ産業団地 
 

太平洋 



収集・処理施設一覧 
 

No 名称 所在地 業務の内容 

① 高知市クリーンセンター 
高知市北本町４丁目４番43号 

TEL 088-884-3144 

可燃ごみ，プラスチック製容器包

装，ペットボトル，可燃粗大ごみ及

び美化ごみの収集 

② 高知市清掃工場 
高知市長浜6459番地 

TEL 088-842-1171 

可燃ごみ，可燃粗大ごみ等の焼却処

理 

③ 
高知市菖蒲谷 

プラスチック減容工場 

高知市仁井田3636番地 

TEL 088-884-4424 

プラスチック製容器包装の圧縮・梱

包，ペットボトルの中間処理 

④ 
高知市再生資源 

処理センター 

高知市大津乙1786番地１ 

TEL 088-866-5613 

紙類，布類，ビン類，カン・金属類

の再資源化，水銀含有物の中間処理 

⑤ 高知市三里最終処分場 
高知市池2571番地 

TEL 088-847-2337 

溶融飛灰，美化ごみ，不燃ごみ等の

埋立処分 

⑥ 高知市東部環境センター 
高知市介良丙1200番地 

TEL 088-883-1155 
し尿及び浄化槽汚泥の処理 

 
 
 
① 収集車両基地 
名 称 高知市クリーンセンター 

所 在 地 高知市北本町４丁目４番43号 

着 工 
（一期工事）          （二期工事） 

昭和53年１月11日      昭和54年６月19日 

竣 工 昭和53年７月31日      昭和54年９月 ４日 

敷 地 面 積 6,552.87㎡ 

建 物 面 積 
１Ｆ   3,102㎡ 

２Ｆ   1,669㎡ 

収 容 可 能 台 数 ８０台 

洗 車 設 備 ３台 

排 水 処 理 公共下水道への圧送放流 

付 帯 施 設 地区集会所 （121㎡） 

建 設 費 
695,856千円  土地建物取得費  423,958千円 

          改造工事費    271,898千円 

※ 昭和54年12月，すべてのごみ収集用車両をここに統合し，収集部門の充実を図った。 

 
 
 
 





② 焼却施設 

名 称 高知市清掃工場 

所 在 地 高知市長浜6459番地 

着 工 平成10年12月19日 

竣 工 平成14年 ３月29日 

敷 地 面 積 112,451㎡ 

建 物 面 積 建築面積 11,126㎡   延べ面積  28,843㎡ 

施 工 業 者 三菱・大林・大旺・ミタニ建設工事共同企業体  代表者：三菱重工業 

炉 型 式 全連続燃焼方式 （ストーカ式焼却炉） 

処 理 能 力 

ごみ焼却炉 

灰溶融炉 

ごみ破砕機 

 

600ｔ／24ｈ （200ｔ／24ｈ×３炉） 

80ｔ／24ｈ （40ｔ／24ｈ×2系列） 

40ｔ／５ｈ （可燃性粗大ごみ破砕機） 

灰 溶 融 方 式 プラズマ方式 

最大発電容量 9,000 kw 

受入供給設備 ピットアンドクレーン方式 

通 風 設 備 平衡通風式 

灰 出 し 設 備 灰溶融方式 （焼却灰，飛灰）  

ガス冷却設備 廃熱ボイラー 

排ガス処理設備 ろ過式集塵装置，有害ガス除去装置 

建 設 費 

本体工事費 30,180,323千円 

付帯工事費  2,655,319千円  国庫補助金 6,217,029千円 

33,325,486  用 地 費    45,744千円  起   債 25,754,300千円 

千円  調 査 費   191,496千円   一 般 財 源 1,354,157千円 

事 務 費   252,604千円 

ば い じ ん 量  0.01g／Ｎ㎥以下 

硫 黄 酸 化 物  1.55Ｎ㎥／ｈ（30ppm）以下 

塩 化 水 素  49mg／Ｎ㎥（30ppm）以下 

窒 素 酸 化 物  55ppm以下 

ダイオキシン類  0.1ｎg－TEQ／Ｎ㎥以下 

排 ガ ス 基 準 

水     銀  0.05mg／Ｎ㎥以下 







③ 減容施設 

名 称 高知市菖蒲谷プラスチック減容工場 

所 在 地 高知市仁井田3636番地 

処 理 設 備 圧縮梱包 

着 工 平成13年6月30日 (圧縮梱包化工事) 

竣 工 平成14年3月15日 (圧縮梱包化工事) 

敷 地 面 積 9,098㎡ 

建 物 延 面 積 2,761㎡ 

施 工 業 者 三菱レイヨン・エンジニアリング（株） 大竹事業所 

処 理 方 法 圧縮梱包方式 （油圧一方締め方式） 

処 理 能 力 2.5／ｈ×5ｈ／日×2系列＝25ｔ／日 

貯留及び投入方式 ピットアンドクレーン方式 ピット容量 1,812㎥ 

処理物貯留方法 スットクヤード 107㎡ 

脱 臭 方 式 薬液洗浄方式  120㎥／min 

建 設 費 圧縮梱包設備工事  222,600千円 

 
④ 再資源化施設 

名 称 高知市再生資源処理センター 

所 在 地 高知市大津乙 1786番地１ 

敷 地 面 積 6,378㎡ 

建 物 施 設 

工   場（鉄骨スレート平屋建）     462.75 ㎡ 

事 務 所（鉄筋コンクリート2階建）     384.71 ㎡ 

倉   庫（鉄骨スレート平屋建）    1,629.34 ㎡ 

計 量 所（鉄骨綱板平屋建）        24    ㎡ 

機械電気室（鉄骨スレート2階建）      84    ㎡ 

設 備 

自動計量    30ｔ秤       １基 

押蓋式スクッラププレス機 ２基 

主押能力 150ｔ    50ＣＰ仕上製品重量  200㎏ 

主押能力  200ｔ   100ＣＰ仕上製品重量  400㎏ 

 
 
 
 





１F
機械室
２F
電気室

１F　倉庫
２F　事務所

トラック
スケール

製 品 置 場 計 量 室白 茶 緑

プレス工場

高知市再生資源処理センター平面図

　　カレット置場

製 品 置 場

収 集 車 車 庫
水銀中間処理場
粗大ごみ受入場



⑤ 埋立処分地 
名 称 高知市三里最終処分場 

所 在 地 高知市池2571番地 

着 工 
 

昭和56年６月25日 

（増量処分地整地） 

平成８年５月24日 

（拡張処分場整備） 

平成９年１月27日 

竣 工 昭和60年３月31日 平成８年９月28日 平成11年３月14日 

総 面 積 155,841.63㎡ 

埋 立 面 積 63,300㎡    （拡張処分場整備前 30,300㎡） 

埋 立 容 量 698,000㎡    （拡張処分場整備前318,000ｍ３） 

施設整備施工業者 大旺建設㈱ （拡張整備は大旺・大山・近藤建設工事共同企業体〔代表：大旺〕） 

埋立廃棄物の種類 不燃ごみ等 

埋 立 方 法 準好気性埋立 （セル方式） 

埋 立 期 間 35年以上を計画 （拡張処分場整備前 13年6か月）  

浸出汚水処理施設 

処理施設施工業者 三菱化工機㈱ 

建 物 延 面 積 １Ｆ 処理棟 579㎡ ， 動力棟 40㎡ ， ２Ｆ 管理棟 200㎡ 

処 理 能 力 290ｍ３／日 

処 理 方 法 前処理＋回転円板法＋凝集沈殿＋砂ろ過＋活性炭＋減菌 

汚 泥 処 理 濃縮＋脱水→埋立処分 

建 設 費 

 

（既存処分場整備分） 

調整槽築造工事費 282,532千円  国庫補助金  247,975千円 
処理施設建設工事 380,000千円 

2,745,000  施設整備工事   479,576千円  起   債 2,242,100千円 
千円  付帯工事費     467,941千円 

用 地 費    1,110,292千円  一 般 財 源   254,925千円 
事 務 費     24,659千円 

（拡張整備分） 
用地造成工事費  513,446千円  国庫補助金  246,013千円 

      施設整備工事費  988,709千円 
2,746,403  用  地  費 1,201,074千円  起   債 2,441,900千円 
   千円  設計委託料     14,972千円 
       事 務 費     28,202千円  一 般 財 源     58,490千円 

ＰＨ 5.8～8.6 

ＢＯＤ 60㎎／ℓ以下 

ＳＳ 60㎎／ℓ以下 

ＣＯＤ ― 

Ｔ―Ｎ 日間平均：60㎎／ℓ以下，日最大：120㎎／ℓ以下 

Ｔ―Ｐ 日間平均： 8㎎／ℓ以下，日最大： 16㎎／ℓ以下 

大腸菌群数 日間平均：3,000固／mℓ以下 

規 制 基 準 値 

その他の項目 水質汚濁防止法排水基準のとおり 

 







⑥ し尿処理施設 

名 称 高知市東部環境センター 

所 在 地 高知市介良丙1200番地 

着 工 昭和56年10月７日 

竣 工 昭和59年６月27日 

本 格 運 転 昭和59年７月１日 

敷 地 面 積 43,000㎡ 

施 設 構 造 ＲＣ造 全建屋方式 

建 物 延 面 積 処理棟 8,314㎡（地上２Ｆ，地下１Ｆ） 管理棟1,950㎡（２Ｆ） 

施 工 業 者 ㈱荏原製作所 

処 理 方 式 低希釈二段活性汚泥法＋凝集沈殿＋オゾン＋砂ろ過＋活性炭吸着 

処 理 能 力 390㎘／日  （195㎘／日×2系列） 

希 釈 用 水 10倍希釈 3,510㎥／日以下 （地下水及び工業用水） 

汚 泥 処 理 遠心脱水  → 清掃工場等へ搬出 

臭 気 処 理 生物脱臭＋薬液脱臭 

建 設 費 

 

本体工事費 4,788,000千円 

付帯工事費 1,561,685千円  国庫補助金 1,676,307千円 

8,213,000   用 地 費 1,440,652千円  県 補 助 金   37,438千円 

千円  調 査 費   57,921千円  起   債 4,856,000千円 

事 務 費  364,742千円  一 般 財 源 1,643,255千円 

ＰＨ 5.8～8.6 （5.8～8.6） 

ＢＯＤ 10㎎／ℓ以下 （20㎎／ℓ） 

ＳＳ 10㎎／ℓ以下 （50㎎／ℓ） 

ＣＯＤ 15㎎／ℓ以下 （該当なし） 

Ｔ－Ｎ 10㎎／ℓ以下 （日間平均60㎎／ℓ，日最大120mg／ℓ） 

Ｔ－Ｐ １㎎／ℓ以下 （日間平均 8㎎／ℓ，日最大  16mg／ℓ） 

色度 15度以下  （該当なし） 

性 能 保 証 値 

日間平均 

 

  

大腸菌群数 ０個／mℓ  （3,000個／mℓ） 

※ （  ）内は規制基準値       
 



白鷺苑全体平面図
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２ 機材 

車両（収集関係のみ）            （平成20年４月１日現在） 
車種 環境業務課所管台数 

収集区分 
型式 積載量 正規車 予備車 

４㎡ 24 ４ 
パッカー車 

６㎡ 18 ３ 可燃ごみ 

軽四ダンプ 0.35ｔ ２ ２ 

４㎡ １ ２ 
可燃粗大ごみ プレスパッカー車 

６㎡ ５ ４ 

プレスパッカー車 ６㎡ １ ０ 

ダンプ ２ｔ １ １ 美化ごみ等 

軽四ダンプ 0.35ｔ ０ １ 

ペットボトル プレスパッカー車 ７㎡ ２ ０ 

合計 54台 17台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ その他 

①  余熱利用施設 

「ヨネッツこうち」は，高知市清掃工場のごみ焼却時の熱エネルギーを有効利用した施設であり，

温水プール等でのスポーツ活動の振興や環境に関する情報発信や啓発を行っている。 
 

名 称 ヨネッツこうち 

所 在 地 高知市長浜6459番地 （高知市清掃工場隣接地） 

着 工 平成12年９月29日 

竣 工 平成14年２月28日 

施 設 面 積 敷地：約5,800㎡，延床：4,446.4㎡ 

施 設 内 容 

１ 階 

○エントランスゾーン 

ロビー，フロント，余熱利用展示コーナー 

喫茶コーナー・休憩コーナー等 

○プール・温浴ゾーン 

エクササイズプール，子どもプール，ジャグジー 

ウォータースライダー，流水プール等 

○その他 

浴室，サウナ，脱衣室，シャワー室，更衣室，化粧室等 

２ 階 

○環境学習室，トレーニング室，休憩コーナー，機械室等 

地 下 

○ 機械室等 

屋 外 

 ○駐車場209台，駐輪場４棟 

施 工 業 者 

〔建築工事〕 

ミタニ・中勝・須工ときわ建設工事共同企業体 代表者：ミタニ建設工業㈱ 

〔電気設備工事〕 

㈱斉藤電工 

〔給排水衛生設備工事〕 

四国パイプ・マエカワ建設工事共同企業体 代表者：四国パイプ工業㈱ 

〔空調設備工事〕 

大一・日東建設工事共同企業体 代表者：大一設備㈱  

建 設 費 

 

施設整備工事費 1,815,164千円 起  債  1,833,100千円 

1,949,797  基本構想・設計費    59,797千円 

千円 事  務  費     74,836千円  一般財源   116,697千円 



 ②  緑地公園等 
    清掃工場の敷地全体を，環境をテーマとした学習の場，市民の憩いとふれあいの場として利用で
きるよう，宇賀清掃工場の工場棟を解体撤去し同跡地を緑地公園等として整備するとともに，旧管

理棟の一部をリニューアルした。平成19年４月から広く一般に開放した。 

名   称 エコ・パーク宇賀 

所 在 地 高知市長浜6459番地（高知市清掃工場敷地） 

整 備 期 間 平成16～18年度 

整 備 面 積 32,400㎡ 

利 用 時 間 8:00～17:00（ただし，７，８月は19:00まで） 

休 園 日 12月29日～１月３日 

施 設 内 容 

○多目的広場 

○芝生広場 

○いこいの森 

○来場者用駐車場 

○トイレ（障害者用含む） 

○公園内各所に遊具，休養所，ベンチを設置 

 主な遊具 ・幼児向け  シーソー，ブランコ，コンビネーション 

・高学年向け スカイロープ，ザイルクライミング 

・高齢者向け 背伸ばしベンチ，足踏み歩行板 

整  備  費 工事費 740,800千円（旧工場解体費を含む） 



第８章    広域連携で進める取組 
 
 
１ 魚腸骨 
（財）高知県魚さい加工公社は，県内の鮮魚店等から排出された魚腸骨から魚粉等を製造し，飼

料として販売している。 

平成16年度まで日高村で操業していたが，高知市神田へ新施設を建設し，平成17年４月から操

業を開始した。 

平成19年度に同公社が受け入れた魚腸骨は5,332トンであり，前年より2.1％の減少となった。 

また，契約している排出事業者数は330件（平成20年３月31日現在）となっている。 

 
処理（受入）量            （単位：ｔ） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
２ 医療廃棄物 
（財）高知県医療廃棄物処理センターは，県内で排出された医療廃棄物を本市仁井田の営業所で

受け入れている。受け入れた廃棄物は，マイクロウェーブ熱処理により滅菌された後，民間の処理

施設で焼却される。 

平成 19年度に同センターが処理した医療廃棄物は感染性・非感染性を合わせると 4,616klであ

り，前年度より2.6％の増加となった。 

また，契約している排出事業者数は463件（平成20年３月31日現在）となっている。 

 

（単位：kl） 

年 度 
旧施設 

（日高村） 

新施設 

（高知市） 
うち高知市発生量 

平成15年度 ６，８４４ － （４，１０６） 

16年度 ６，４９６ － （３，７７０） 

17年度 － ５，９１２ （３，６１８） 

18年度 － ５，４４９ （３，１１６） 

19年度 － ５，３３２ （２，９６５） 

処     理     実     績 
年 度 

 感染性 非感染性 
対前年 

 平成15年度 ４，３９３ ２，３７２ ２，０２１ ＋１．３４％ 

16年度 ４，２３１ ２，６６８ １，５６３ －３．６９％ 

17年度 ４，４８４ ３，０１８ １，４６６ ＋５．９８％ 

18年度 ４，４９８ ３，２０８ １，２９０ ＋０．３１％ 

19年度 ４，６１６ ３，３９８ １，２１８ ＋２．６２％ 



　第９章　　公社等

　平成20年４月における公社等の内容は以下のとおりである。

高知県医療廃棄物処理センター

エコサイクル高知

名 称

設 立

目 的

業 務 内 容

役 員

資 産

所 在 地

名 称

設 立

目 的

業 務 内 容

役 員

　財団法人　高知県医療廃棄物処理センター　　℡ 088-823-9687（事務局）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℡ 088-884-4456（営業所）

　平成３年10月１日

　医療廃棄物の適正な処理を推進することにより，生活環境の保全及び公衆衛生の向
上を図る。

　医療廃棄物の中間処理事業等

 理 事 長　１（高知県文化環境部長）

 副理事長　２（高知市環境部長，県医師会会長)

 理　　事　３（県文化環境部副部長，高知市環境部副部長，市医師会会長）

 監　　事　２（民間２）

 監　　事　２（民間２）

 出捐金　1,000万円（県 350万円, 高知市 350万円, 県医師会 300万円）

 事務局　高知市丸ノ内１丁目２－２０　県文化環境部環境対策課
 営業所　高知市仁井田３６３６－３

　財団法人　エコサイクル高知　℡ 0889-24-6210

　平成６年４月19日

　産業廃棄物の適正な処理その他廃棄物に関する各種事業を行うことにより，県民の
生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。

①　産業廃棄物及び市町村の委託を受けての一般廃棄物の処理に関する事業

②　①に掲げる事業を行うための施設の建設及びその運営に関する事業

③　産業廃棄物の適正処理技術の研究指導に関する事業等

 理 事 長　１（副知事）

 副理事長　２（高知市長，高知県農業協働組合中央会会長）

 専務理事　１（エコサイクル高知事務局長）

 理　　事　10（南国市長，津野町長，県文化環境部長，民間７）

所 在 地 事務局　高岡郡日高村本郷200番地７

資 産

　　　　　　　　　　高知県　1,850万円，高知県建設業協会 1,750万円

 出捐金　5,100万円　高知市　  350万円，高知県産業廃棄物協会 250万円

　　　　　　　　　　他59団体  900万円



高知市環境事業公社（第６章の内容を再掲）

業 務 内 容

 理　　事　７（高知市企画財政部長他）

 監　　事　２（民間，高知市副会計管理者）

 出資金　1,000万円（高知市全額出資）

⑧  その他，公社の目的達成に必要な事業

役 員

資 産

所 在 地 高知市仁井田３６３６

資 産

所 在 地

設 立

目 的

名 称

 副理事長　２（県文化環境部長，南国市副市長)

 専務理事　１（高知県魚さい加工公社事務局長）
役 員

 理 事 長　１（高知市環境部長）

 魚腸骨の再生利用等，これらに関する各種事業

名 称

高知県魚さい加工公社　　　　　　　　　　　　　　

　財団法人　高知県魚さい加工公社　　℡ 088-805-1660

　魚腸骨の適正な再生利用等，これらに関する各種事業を行うことにより，生活環境
の保全及び公衆衛生の向上並びに県内の水産食料品流通の安定化の確保を図る。

　平成９年３月26日設 立

目 的

業 務 内 容

 理　　事　４（高知中央市場鮮魚仲卸協同組合理事長

　　　　　　　高知中央市場鮮魚買受人協同組合理事長，土佐市副市長，安芸市副市長)

 監　　事　２（民間，高知中央市場鮮魚仲卸協同組合専務理事）

 出捐金　1,000万円（県 450万円, 高知市 331万円, 他市町村等 219万円）

 高知市神田字治国谷１６４６－１

　財団法人　高知市環境事業公社　　℡ 088-884-4424

　昭和50年２月24日

　高知市の清掃事業の公共性を確保し，廃棄物等の適正な処理とこれに関連する事業
を推進するとともに，近隣市町村に設置された公共的施設の環境整備を行うことによ
り，住民の良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。

①  し尿の収集及び運搬業務に関する事業

②  浄化槽の清掃，保守点検及び維持管理に関する事業

 理 事 長　１（高知市環境部参事）

③  廃棄物処理施設の運転管理及び整備並びに当該施設に係る処理手数料の徴収事務
  受託に関する事業

④  清掃事業に関する付帯施設等の維持管理に関する事業

⑤  産業廃棄物の収集，運搬並びに処理及び処分業務に関する事業

⑥  産業廃棄物の処理手数料等の徴収事務受託に関する事業

⑦  環境美化推進に関する事業



仁淀川下流衛生事務組合　　

議 会

事 務 局

土佐市 高知市 いの町 日高村

30,011 15,506 23,377 5,895

18,533 9,678 10,519 3,963

(注)

高知中央西部焼却処理事務組合　　

議 会

事 務 局

土佐市 高知市 いの町 日高村

30,011 15,506 26,379 5,895

8,120 2,782 4,881 1,103

（ 注 ）

処 理 量 （ t）

①　処理人口は平成17年国勢調査人口による

②　処理量は平成19年度処理実績

所 在 地 土佐市北地２２９０

構 成 市 町 村

処理人口（人）

組
織

議長　　　副議長　　　議員７　　　議員定数９（高知市議会議員２）

執 行 機 関

管理者　　　　　副管理者　　　　　　　　　会計管理者（土佐市会計管理者）

（土佐市長）　　（高知市長・いの町長・日高村長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監査委員２（組合議員・識見者）

 事務局長（土佐市生活環境課長兼務），職員７，嘱託職員５

構 成 団 体　土佐市・高知市・いの町・日高村

共 同 処 理
す る 事 務

　土佐市・高知市（旧春野町行政区域内）・いの町（旧伊野町・旧吾北村行政区域
内）・日高村の構成市町村において，以下に掲げる事務を共同処理する。
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律および関係法令に規定する一般廃棄物（ごみに
限る）の焼却処理に関する事務
・ごみ焼却施設の運営，管理ならびに施設の設置に関すること
・組合が所有する敷地内における関係市町村および周辺住民の福祉の増進に資する施
設の設置および管理に関すること

②　処理量は平成19年度処理実績

名 称  高知中央西部焼却処理事務組合　　　℡　088-852-7610　

設 立  平成13年２月13日

議長　　　副議長　　　議員７　　　議員定数９（高知市議会議員２）

組
織

 所長，職員９

処理人口（人）

管理者　　　　　副管理者　　　　　　　　　会計管理者（土佐市会計管理者）

執行機関

処理量（kl）

所在地  土佐市高岡町甲１４６０－１

①　処理人口は平成17年国勢調査人口による

　昭和39年３月２日

  仁淀川下流衛生事務組合　　　℡　088-852-0783

　土佐市・高知市・いの町・日高村

　土佐市・高知市（旧春野町行政区域内）・いの町（旧伊野町行政区域内）・日高村
の構成市町村において，以下に掲げる事務を共同処理する。
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律および関係法令に規定する一般廃棄物のうち
「し尿」の処理に関する事務（法第５条第５項の規定に係る事項を除く）
・浄化槽法に規定する「浄化槽清掃業」の許可に関すること
・し尿処理施設の運営，管理ならびに施設の設置に関すること

名 称

設 立

構 成 団 体

共 同 処 理
す る 事 務

（土佐市長）　　（高知市長・いの町長・日高村長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監査委員２（組合議員・識見者）

構成市町村



      第10章    条  例  ・  規  則  等 
 

１ 高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 

 

                               平成６年１月１日  

                               条 例 第 １ 号 
 

  改正 平成７年10月１日 条例第45号 

     平成８年４月１日 条例第21号 

     平成９年４月１日 条例第11号 

     平成10年４月１日 条例第22号 

     平成11年４月１日 条例第12号 

     平成12年４月１日 条例第２号 

  平成12年12月26日 条例第64号 

  平成13年４月１日 条例第12号 

  平成16年４月１日 条例第11号 

  平成17年４月１日 条例第83号 

   平成18年10月１日 条例第56号 

  平成19年10月１日 条例第45号 

高知市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和47年条例第28号）の全部を改正する。 

 （目的） 

第１条 この条例は，廃棄物の排出の抑制，分別及び再生利用の促進等による減量を推進するとと

もに，廃棄物を適正に処理し，並びに生活環境を清潔にすることにより，生活環境の保全，環境

美化の促進並びに公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例で使用する用語の意義は，次項に定めるもののほか，廃棄物の処理及び清掃に関

する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」という｡)の例による。 

２ この条例において次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところによる。 

  (1) 再生利用 活用しなければ不要となる物若しくは廃棄物を再び使用すること又は資源とし

て利用することをいう。 

  (2) 多量排出事業者 事業活動に伴って生じる一般廃棄物を多量に排出する土地又は建物の占

有者若しくは占有者がない場合はその管理者をいう。 

  (3) 適正処理困難物 法第６条の３第１項の規定により，一般廃棄物のうちその適正な処理が

困難であると環境大臣が指定したものをいう。 

 (4) 施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第300号）をいう。 

 （市の責務） 

第３条 市は，あらゆる施策を通じて一般廃棄物の減量推進及び適正な処理を図らなければならな

い。 

２ 市は，一般廃棄物の減量推進及び適正な処理並びに再生品の使用等による再生利用に関し，事

業者及び市民の意識の啓発を図るよう努めなければならない。 

３ 市は，一般廃棄物の減量推進及び適正な処理に関する技術の開発，情報の収集及び調査研究に

努めなければならない。 

４ 市は，廃棄物を分別し，資源の回収等を行う市民の自主的な活動を支援するものとする。 

５ 市は，廃棄物を排出する事業所相互間の再生利用の活動に関し，情報提供等の支援を行うもの

とする。 

 （事業者の責務） 

第４条 事業者は，その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなけれ

ばならない。 



２ 事業者は，物の製造，加工，販売等に際し，廃棄物の減量及び適正な処理等のため，次に掲げ

る事項について，その推進に努めなければならない。 

 (1) 長期間使用することが可能な製品の開発，製品の修理及び回収の体制の確保を図ること。 

 (2) 製品の包装，容器等の適正化を図り，再び使用することが可能な包装，容器等の普及や，

使用後の回収策を講ずること。 

 (3) 再生品の使用に努めるとともに，製品，容器等が廃棄物となった場合における処理の困難

性についてあらかじめ自ら評価し，その適正な処理が困難となることのないようにすること。 

３ 事業者は，前２項に定めるもののほか，廃棄物の減量推進及び適正な処理に関する市の施策に

協力しなければならない。 

 （市民の責務） 

第５条 市民は，廃棄物の排出を抑制し，その生じた廃棄物をなるべく自ら処分するよう努めなけ

ればならない。 

２ 市民は，廃棄物の減量及び適正処理等のため，次に掲げる事項について，その促進に努めるも

のとする。 

 (1) 廃棄物を分別して排出し，資源の回収等を行う団体及び事業者の活動に参加，協力するこ

と。 

 (2) 商品の内容，包装及び容器等について，再生品その他廃棄物の減量に配慮した製品の使用

等により廃棄物の再生利用を図ること。 

３ 市民は，前２項に定めるもののほか，廃棄物の減量推進及び適正な処理に関する市の施策に協

力しなければならない。 

 （清潔の保持） 

第６条 土地又は建物の占有者（占有者がない場合には管理者とする。以下同じ。）は，当該土地

又は建物及びそれに面する歩道などの清掃を行いその清潔の保持に努めるとともに，境界に塀，

その他の囲いを設ける等みだりに廃棄物を捨てられないよう当該土地又は建物の適正な管理に

努めなければならない。 

２ 遺棄された犬，ねこ等の死体を発見した者は，速やかに市長に届け出なければならない。 

３ 何人も，公園，広場，道路，河川その他の公共の場所を汚し，又はこれらの場所においてみだ

りに紙くず，たばこの吸い殻，チューインガムのかみかす，空き缶等（飲料を収納し，又は収納

していた缶その他の容器をいう。以下同じ。）その他の廃棄物を捨ててはならない。 

４ 土木，建築等工事の施行者は，不法投棄の誘発，都市美観の汚損を招かないよう工事に伴う土

砂，がれき，廃材等の整理に努めなければならない。 

５ 第３項に規定する公共の場所で物品を販売し，又はビラ，チラシその他物品を配布した者は，

当該行為に伴いその付近に散乱した物品等を速やかに収集し，それらの場所を清掃するよう努め

なければならない。 

 （空き缶等回収容器の設置及び管理） 

第６条の２ 缶その他の容器に収納した飲料を自動販売機により販売する事業を行う者（以下「自

動販売業者」という。）は，当該自動販売機の設置されている場所又はその周辺に空き缶等を回

収するための回収容器（以下「回収容器」という。）を設置するとともに，当該回収容器を適正

に管理しなければならない。 

２ 市長は，自動販売業者が前項の規定に違反していると認めるときは，当該自動販売業者に対し，



適切な措置を講ずるよう指導し，又は勧告することができる。 

 （環境美化重点地域） 

第６条の３ 市長は，特に環境美化の促進及び美観の保護を図る必要があると認められる地域を環

 境美化重点地域（以下「重点地域」という。）として指定することができる。 

２ 市長は，重点地域を指定し，又は指定した重点地域を変更し，若しくは廃止するときは，規則

で定めるところによりその３か月前までに告示しなければならない。 

 （罰則） 

第６条の４ 重点地域内において，第６条第３項の規定に違反してたばこの吸い殻，チューインガ

ムのかみかす又は空き缶等を捨てた者は，50,000円以下の罰金に処する。 

 （一般廃棄物の処理計画） 

第７条 市長は，廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和46年厚生省令第35号）第１条

の３に規定する実施計画（以下「一般廃棄物処理実施計画」という｡)を毎年度当初告示するもの

とする。 

第７条の２ 市民は，市が収集する一般廃棄物については，一般廃棄物処理実施計画に定めるとこ

ろにより分別し，指定の収集日時に所定のごみ集積所に排出しなければならない。 

 （市長の指示） 

第８条 市長は，多量排出事業者で規則で定めるものに対し，一般廃棄物の減量及び適正な処理に

関する計画の作成を指示することができる。 

２ 市長は，多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者で別表１に定めるものに対し，当該

一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法その他必要な事項を指示することができる。 

 （適正処理困難物の処理等） 

第９条 市長は，法第６条の３第２項の規定に基づき，適正処理困難物の製造，加工，販売等を行

う事業者に対し，その適正処理について必要な協力を求めるものとする。 

 （占有者の義務） 

第10条 土地又は建物の占有者は，その土地又は建物内の一般廃棄物のうち，容易に処分すること

ができるものについては，生活環境の保全上支障のない方法によりなるべく自ら処分するように

努めるとともに，自ら処分しない一般廃棄物については，一般廃棄物処理実施計画に従い，適正

に処理しなければならない。 

２ 土地又は建物の占有者は，次に掲げる一般廃棄物を排出しようとするときは，あらかじめ市長

に届け出る等により，その指示に従わなければならない。 

 (1) 有害性のある物 

 (2) 爆発性のある物 

 (3) 著しく悪臭を発する物 

 (4) 特別管理一般廃棄物 

 (5) 前各号に掲げるもののほか，市が行う処理に支障を及ぼすおそれのあるもの 

 （一般廃棄物処理手数料） 

第11条 市が行う一般廃棄物の収集，運搬及び処分についての手数料は，別表２に定めるとおりと

する。 

 （市が処分する産業廃棄物の種類及び処分手数料） 

第12条 市が処分する産業廃棄物は，別表３に規定するもので，一般廃棄物とあわせて処分するこ



とができ，かつ，一般廃棄物の処分に支障のない範囲の量のもののうち，市長が認めるものとし，

その処分手数料は，同表に定めるとおりとする。 

 （手数料の減免等） 

第13条 市長は，天災その他特別の理由があると認めたときは，第11条の手数料を減免することが

できる。 

２ 前２条及び前項に定めるもののほか，手数料の徴収に関し必要な事項は，規則で定める。 

 （一般廃棄物処理業等の許可） 

第14条 浄化槽法（昭和58年法律第43号）第35条第１項の規定による浄化槽清掃業の許可は，２年

ごとにその更新を受けなければ，その期間の経過によって，その効力を失う。 

２ 法第７条の規定による一般廃棄物処理業及び浄化槽法第35条第１項の規定による浄化槽清掃

業の許可等に関し必要な事項は，規則で定める。 

第15条 削除 

 （審議会） 

第16条 一般廃棄物の減量推進及び適正な処理等の円滑な事業運営を図るため，高知市廃棄物処理

運営審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

２ 審議会は，委員15人以内をもって組織する。 

３ 審議会の組織及び運営について必要な事項は，規則で定める。 

 （推進員） 

第17条  市長は，一般廃棄物の減量推進及び適正な処理について熱意と識見を有する市民のうちか

ら，廃棄物減量等推進員（以下「推進員」という。）を置くことができる。 

２ 推進員は，地域において，一般廃棄物の減量及び適正な処理をするための市の施策への協力そ

の他の活動を推進するものとする。 

 （許可の取消し等） 

第18条 この条例又はこの条例に基づく規則で定めた許可に関する事項並びに許可条件に違反し

た場合には，市長はその許可を取り消し，又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止

を命ずることができる。 

 （委任） 

第19条 この条例に規定するもののほか，この条例の施行について必要な事項は，規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に，この条例による改正前の高知市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

の規定によってなされた処分，手続その他の行為は，この条例による改正後の高知市廃棄物の減

量及び適正処理等に関する条例の相当規定によってなされたものとみなす。 

 （春野町の編入に伴う経過措置） 

３ 春野町の編入（以下「編入」という。）の日から平成25年３月31日までの間，旧春野町の区域

において市が行う一般廃棄物の収集及び運搬に係る手数料（次項の手数料を除く。）の徴収につ

いては，この条例の規定にかかわらず，春野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成８年春

野町条例第14号。以下「春野町条例」という。）の例による。 



４ 前項に規定する期間，旧春野町の区域において市が行う犬，ねこ等の死体の収集及び運搬に係

る手数料は，１体につき1,000円とする。 

５ 前２項の手数料の減免については，第13条第１項の規定を準用する。 

６ 編入の日前に春野町条例の規定に基づきされた処分，手続その他の行為は，この条例の相当規

定に基づきされたものとみなす。 

７ 編入の際現に春野町条例第25条の規定により許可を受け旧春野町の区域内において一般廃棄

物処理業及び処分業を行っている者は，平成20年３月31日までの間，引き続き当該区域内におい

て当該許可に係る一般廃棄物処理業及び処分業を行うことができる。 

附 則（平成７年10月１日条例第45号） 

 （施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。ただし，別表２の(1)イの項及び(2)の改正規定並びに別

表３の改正規定は，平成８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例（以下「改正後の条

例」という。）別表２の(1)（イの項を除く｡)の規定は，平成８年１月１日以後の処理に係る手

数料から適用し，同日前の処理に係る手数料については，なお従前の例による。 

３ 改正後の条例別表２の(1)イの項及び(2)並びに別表３の規定は，平成８年４月１日以後の処理

又は処分に係る手数料から適用し，同日前の処理又は処分に係る手数料については，なお従前の

例による。 

   附 則（平成８年４月１日条例第21号） 

 （施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

 （高知市みどりの環境の保全と創出に関する条例の一部改正） 

２ 高知市みどりの環境の保全と創出に関する条例（昭和49年条例第63号）の一部を次のように改

正する。 

  第47条中第２号を削り，第３号を第２号とし，第４号を第３号とし，第５号を第４号とする。 

   附 則（平成９年４月１日条例第11号）抄 

 （施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

 （廃棄物処理手数料等の経過措置） 

３ 第21条の規定による改正後の高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例別表２及び別

表３の規定については，施行日以後に処理又は処分されたものに係る手数料から適用し，施行日

前に処理又は処分されたものに係る手数料については，なお従前の例による。 

   附 則（平成10年４月１日条例第22号） 

 この条例は，公布の日から施行する。 

   附 則（平成11年４月１日条例第12号） 

 この条例は，平成11年10月１日から施行する。 

   附 則（平成12年４月１日条例第２号）抄 

 （施行期日等） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 



 （高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ この条例の施行の日前において第６条の規定による改正前の高知市廃棄物の減量及び適正処

理等に関する条例第15条の規定により納付すべきであった手数料については，なお従前の例によ

る。 

 （罰則に関する経過措置） 

６ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。 

   附 則（平成12年12月26日条例第64号） 

 この条例は，平成13年１月６日から施行する。 

   附 則（平成13年４月１日条例第12号） 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成13年５月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定は，平成13

年５月１日以後に処分されたものに係る手数料から適用し，同日前に処分されたものに係る手数

料については，なお従前の例による。 

   附 則（平成16年１月１日条例第11号） 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成16年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定は，平成16

年７月１日以後に処理又は処分されるものに係る手数料から適用し，同日前に処理又は処分され

たものに係る手数料については，なお従前の例による。 

   附 則（平成17年４月１日条例第83号） 

  （施行期日） 

１ この条例は，平成17年７月１日から施行する。 

  （経過措置） 

２ この条例による改正後の高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定は，この条例

の施行の日以後に処分されるものに係る手数料から適用し，同日前に処分されたものに係る手数

料については，なお従前の例による。 

   附 則（平成18年10月１日条例第56号） 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成19年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定は，この条例

の施行の日以後に処分されるものに係る手数料から適用し，同日前に処分されたものに係る手数

料については，なお従前の例による。 

   附 則（平成19年10月１日条例第45号） 

  この条例は,平成20年１月１日から施行する。  



別表１ 

         市長が指示することができる多量の一般廃棄物 

 

   区     分        排    出    量 

  常時多量排出量  １日平均10キログラム以上 

 (1) ご み 
  一時多量排出量  30キログラム以上 

 (2) その他一般廃棄物   市長が必要と認める量以上 

 

 

別表２ 

一 般 廃 棄 物 処 理 手 数 料                  

 

(1) 市が収集，運搬及び処分する場合 

 

  種   別   取 扱 区 分            単        位  処理手数料 

 普通便槽     400円 
 回数割 

 改良便槽 
 １世帯当たり収集１回につき 

    800円 

定 

 

額 

 

制  人 頭 割          世帯人員１人につき１箇月     400円 

 回 数 割          収集１回につき     400円 

 ア し 尿 

従 

量 

制  従 量 割          18リットルにつき     230円 

 イ 犬，ねこ等の死体  １体につき    1,000円 

 備考 

  １ 定額制は，規則で定める一般世帯で，規則で定める定期収集（以下「定期収集」 

   という。）のうち月１回の収集を行うものに適用し，世帯人員には同居者を含む。 

 

  ２ 改良便槽とは，強化プラスチック製無臭トイレ等で構造上水を使用するものをい 

   う。 

 

  ３ し尿処理手数料は，回数割の額に人頭割又は従量割の額を加算した額とする。 

 

  ４ 人頭割の基礎となる世帯人員には，１歳未満の乳児は含まない。 

 

  ５ 従量制は，定額制を適用しないすべての場合を対象とする。 

 

  ６ 定額制の規定にかかわらず，規則で定める場合については，従量制を適用する。 

 

  ７ し尿に係る収集は，定期収集を原則とし，定期収集以外の収集については，収集 

   １回につき，特別収集手数料600円を加算する。 

 

  ８ 下水道法（昭和33年法律第79号）第11条の３第１項の規定による水洗便所に改造 

   しなければならない期間を経過した区域におけるし尿に係る収集は，規則で定める 

   ところにより，収集１回につき，特別収集手数料300円を加算する。ただし，前項 

   の特別収集手数料が加算される場合は，これを加算しない。 



(2) 市が処分のみをする場合 

 

 

 

 

 

 

別表３ 

                産 業 廃 棄 物 処 分 手 数 料                

 

種別 単位 処分手数料 

 ペットボトル  10キログラムまでごとに     280円 

 

  

 

     種        別      単    位  処分手数料 

 ア 多量の一般廃棄物（し尿を除く。）  10キログラムまでごとに     120円 

 イ プラスチック製容器包装･ ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ  10キログラムまでごとに     280円 

 ウ 水銀含有廃棄物  ５キログラムまでごとに     690円 

 エ 犬，ねこ等の死体  １体につき     400円 

 備考 

   一般家庭の廃棄物で，アの項にあっては30キログラム未満，イの項にあっては10キ 

  ログラム未満 ウの項にあっては５キログラム未満のものについては，それぞれの項 

  の規定にかかわらず，処分手数料を徴収しない。 



２ 高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則 

 

                              平成６年１月１日  

                              規 則 第 １ 号         

 
  改正 平成７年10月１日 規則第73号 
     平成８年４月１日 規則第23号 
      平成10年４月１日 規則第75号 
     平成12年４月１日 規則第16号 
     平成12年４月１日 規則第52号 

  平成13年６月１日 規則第59号 
  平成13年７月１日 規則第68号 
  平成14年４月１日  規則第48号 
  平成18年10月１日 規則第111号 
  平成20年１月１日 規則第43号 

 

 高知市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則（昭和47年規則第35号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

第１条 高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例（平成６年条例第１号。以                                      下「条例」と

いう。）の施行については，この規則の定めるところによる。 

 （環境美化重点地域の告示） 

第１条の２ 条例第６条の３第２項の規定による告示は，次に掲げる事項について行うものとする。 

 (1) 指定日，変更日又は廃止日 

 (2) 指定，変更又は廃止に係る区域 

 （多量排出事業者） 

第２条 条例第８条第１項の規定により市長が一般廃棄物の減量に関する計画の作成を指示すること

ができる事業者は，次に掲げる者とする。 

 (1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法律第20号）に規定する特定建築物

の所有者，占有者その他の者で当該特定建築物の管理について権原を有するもの 

 (2) 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）に規定する大規模小売店舗の所有者，占有者そ

の他の者で当該大規模小売店舗の管理について権原を有するもの 

 (3) その他市長が必要と認める者 

 （一般世帯） 

第３条 条例別表２の(1)備考１に規定する規則で定める一般世帯とは，次に掲げるものを除く一般家

庭とする。 

 (1) 共同便所を使用する世帯。ただし，市長が認定するものを除く。 

 (2) 便槽が小さく１月に１回を超えて収集する必要のある世帯 

 (3) 構造不良便槽で世帯の人数に比して常に多くの排出量がある世帯 

 (4) 自家営業世帯及びこれに類する世帯並びに集会等で世帯の人数に比して常に多くの排出量があ

る世帯 

 (5) 便槽で洗浄水を使用するため多くの排出量がある世帯 

 （定期収集） 

第３条の２ 条例別表２の(1)備考１に規定する規則で定める定期収集とは，週，月その他あらかじめ

設定した一定の期間でもって定期的に収集することをいう。 

 （手数料の特例） 

第４条 条例別表２の(1)備考６に規定する規則で定める場合は，次のとおりとする。 

 (1) 新たにし尿の処理を開始し，又は廃止したとき。 

 (2) 広範な地域に降雨があった場合等で，床下以上の浸水があり，便槽が満水し，市長が当該地区



を指定したとき。 

２ 前項第２号に規定する浸水があると認められるときは，収集しようとする者は，当該設備の占有

者と協議して，浸水の事実を確認のうえ計量しなければならない。 

３ 第１項第２号の場合における手数料のうち， 360リットル以内の手数料並びに条例別表２の(1)

備考７及び８に規定する特別収集手数料は, 条例第13条の規定により免除する。 

 （特別収集手数料の加算） 

第４条の２ 条例別表２の(1)備考８に規定する特別収集手数料の加算については，水洗便所に改造し

なければならない期間の満了する日の属する月の翌月以後の収集から行うものとする。 

 （手数料の徴収方法） 

第５条 条例別表２の(1)の手数料のうち，し尿に係るものの徴収については，別に定める。 

２ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第 137号）第７条に規定する一般廃棄物処理

業の許可を受けた者に係る条例別表２の(2)及び別表３に定める手数料については，各月ごとに，前

月に処理したものについて徴収する。 

３ 前項に規定する手数料の徴収は，納入通知書によることとし，その納期限は各月の末日とする。 

４ 第１項及び第２項に規定する手数料以外の手数料については，その都度徴収する。ただし，市長

が必要と認める場合にはこの限りでない。 

 （手数料の減免手続） 

第６条 条例第13条の規定により手数料の減免を受けようとする者は，市長に減免申請書（第１号様

式）を提出しなければならない。ただし，次に定める者については，この限りでない。 

 (1) 生活保護法による生活扶助を受けている者 

 (2) 第４条第３項の適用を受けようとする者 

 (3) その他市長が特別の事由があると認めた場合 

 （一般廃棄物処理業等の許可等の申請） 

第７条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条又は浄化槽法第35条の規定による許可若しくは許

可の更新（以下「許可等」という。）を受けようとする者は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該

各号に定める申請書を提出しなければならない。 

 (1) 一般廃棄物処理業 一般廃棄物処理業      申請書（第２号様式） 

 (2) 浄化槽清掃業 浄化槽清掃業      申請書（第３号様式） 

 （許可等） 

第８条 市長は，許可等の決定をしたときは，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める許可

証を交付する。 

 (1) 一般廃棄物処理業 一般廃棄物処理業許可証（第４号様式） 

 (2) 浄化槽清掃業 浄化槽清掃業許可証（第５号様式） 

２ 市長は，許可等に当たっては，許可条件を付するものとする。 

３ 第１項の規定により許可証の交付を受けた者（以下「許可業者」という。）は，前条の申請書に

記載した内容を変更しようとするときは，あらかじめその事由を付して市長に協議し，承認を受け

なければならない。 

４ 許可業者は，許可証を亡失し，又はき損したときは，直ちにその事由を記載し，市長に届け出て

再交付を受けなければならない。 

許  可 
許可更新 

許  可 
許可更新 



 （許可条件の変更） 

第９条 市長は，必要があると認めるときは，前条第２項の許可条件を変更することができる。この

場合，事前に書面をもって許可業者に通知する。 

 （営業の休止及び廃止） 

第10条 許可業者は，その営業を休止し，又は廃止しようとするときは，その30日前までに市長に届

け出て承認を受けなければならない。 

 （組合等の届出） 

第11条 許可業者が組合等を設立したときは，その規約等及び構成員名簿を添えて市長に届け出なけ

ればならない。 

２ 前項の届出事項に変更を生じたとき又は解散したときは，速やかに届け出なければならない。 

 （施設，器材の検査） 

第12条 許可業者は，積換場，処理場，車庫，車両，器材等（以下「施設等」という。）について２

年ごとに市長の検査を受けなければならない。 

２ 市長は，前項の検査に合格したものについて，検査証（第６号様式）を交付する。 

３ 前項の検査証は，適当な箇所に表示しなければならない。ただし，車両については，検査証を備

え付けるとともに許可車である旨の表示をしなければならない。 

 （従業員証） 

第13条 許可業者は，従業員が業務に従事するときは，従業員証（第７号様式）を携帯させなければ

ならない。 

 （検査証の再交付） 

第14条 許可業者は，第12条第２項の検査証を亡失し，又はき損したときは，直ちにその事由を記載

し，市長に届け出て再交付を受けなければならない。 

 （許可証等の返納） 

第15条 許可業者は，許可等の期間が満了し，又は許可を取り消されたときは，許可証をその日から

７日以内に市長に返納しなければならない。 

２ 許可業者は，許可を取り消されたとき又は第12条第１項の検査の期間が満了したとき若しくは検

査が不合格となった施設等があるときは，既に交付を受けた検査証の全部若しくは一部をその日か

ら７日以内に市長に返納しなければならない。 

３ 許可業者が廃業し，死亡し，合併し，分割し，又は解散したときは，それぞれ本人，相続人，合

併後存続する法人，分割により許可に係る営業を承継する法人又は清算人は，直ちにその旨を市長

に届け出て，許可証及び検査証を返納しなければならない。 

 （審議会の委員） 

第16条 高知市廃棄物処理運営審議会（以下「審議会」という。）の委員は，次に掲げるもののうち

から市長が委嘱する。 

 (1) 公益を代表する者 

 (2) 市民を代表する者 

 (3) 事業者を代表する者 

 (4) 廃棄物再生事業者を代表する者 

 (5) 許可業者を代表する者 

 (6) 知識，経験を有する者 



 （審議会の職務） 

第17条 審議会は，次に掲げる事項を調査審議する。 

 (1) 一般廃棄物の減量及び再生利用等の推進に関する事項 

 (2) 一般廃棄物の適正な処理の推進に関する事項 

 (3) その他市長が必要と認める事項 

 （任期） 

第18条 委員の任期は，２年とする。ただし，委員が欠けた場合の補欠委員の任期は，前任者の残任

期間とする。 

２ 委員は，再任されることができる。 

３ 委員が委嘱されたときにおける当該職を失った場合は，委員を辞したものとみなす。 

 （会長） 

第19条 審議会に会長を置き，委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は，審議会を代表し，会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは，あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。 

 （審議会） 

第20条 審議会は，会長が招集する。 

２ 審議会は，委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，会長の決するところによる。 

 （審議会の幹事等） 

第21条 審議会に幹事及び書記を置く。 

２ 幹事及び書記は，市の職員のうちから市長が任命する。 

３ 幹事は，審議会において意見を述べることができる。 

 （庶務） 

第22条 審議会の庶務は，環境政策課において行う。 

 （委任） 

第23条 第16条から前条までに定めるもののほか，審議会の運営に関し必要な事項は，会長が定める。 

 （その他） 

第24条 この規則に定めるもののほか，この規則の施行に関し必要な事項は，市長が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１  この規則は，公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の日前に，この規則による改正前の高知市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施

行規則の規定によってなされた処分，手続その他の行為は，この規則による改正後の高知市廃棄物

の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の相当規定によってなされたものとみなす。 

 （春野町の編入に伴う経過措置） 

３ 春野町の編入の日前に春野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則（平成13年春野町規則

第３号）の規定に基づきされた処分，手続その他の行為は，この規則の相当規定に基づきされたも

のとみなす。 

   附 則（平成７年10月１日規則第73号） 



 （施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の規定は，平

成８年１月１日以後の処理に係る手数料について適用し，同日前の処理に係る手数料については，

なお従前の例による。 

   附 則（平成８年４月１日規則第23号） 

 この規則は，公布の日から施行する。 

   附 則（平成10年４月１日規則第75号） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

２ この規則による改正前の規則の規定による様式は，改正後の規則の規定による様式にかかわらず，

当分の間，なお使用することができる。 

   附 則（平成12年４月１日規則第16号）抄 

 （施行期日等） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

 （様式に関する経過措置） 

９ 第29条  第36条，第43条，第44条，第48条及び第50条の規定による改正前の規則の規定による様

式は，第29条，第36条，第43条，第44条，第48条及び第50条の規定による改正後の規則の規定によ

る様式にかかわらず，当分の間，なお使用することができる。 

   附 則（平成12年４月１日規則第52号）抄 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

   附 則（平成13年６月１日規則第59号） 

 この規則は，公布の日から施行し，平成12年６月１日から適用する。 

   附 則（平成13年７月１日規則第68号）抄 

 （施行期日等） 

１ この規則は，公布の日から施行し，平成13年４月１日から適用する。 

   附 則（平成14年４月１日規則第48号抄） 

 （施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行前に交付された浄化槽清掃業許可証の様式については，この規則による改正後の

高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則（以下「新規則」という。）第５号様式

にかかわらず，なお従前の例による。 

３ この規則による改正前の高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の規定による

様式は，新規則の規定による様式にかかわらず，当分の間，なお使用することができる。 

   附 則（平成18年10月１日規則第111号） 

 （施行期日） 

１ この規則は，平成19年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の規定は，こ



の規則施行の日以後に処分されるものに係る手数料から適用し，同日前に処分されたものに係る手

数料については，なお従前の例による。 

   附 則（平成20年１月１日規則第43号） 

 この規則は，公布の日から施行する。 



３ 平成20年度高知市一般廃棄物処理実施計画 

高知市告示第70号 

平成20年度一般廃棄物処理実施計画を定めたので，高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

（平成６年条例第１号）第７条の規定により次のとおり告示する。 

平成20年４月１日 

高知市長 岡 﨑 誠 也 

 

   平成20年度一般廃棄物処理実施計画 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号）第６条第１項の規定により，平成 20

年度における一般廃棄物処理実施計画を次のとおり定める。 

第１ 一般廃棄物処理の基本的事項 

 １ 用語の定義 

(1) 家庭から排出される一般廃棄物（以下「家庭系ごみ」という。） 

ア 多量ごみ 

家庭系ごみのうち，１日に平均して10キログラム以上発生したもの又は一時的に30キログラ

ム以上発生したもの 

イ 可燃ごみ 

多量ごみを除く家庭系ごみのうち，廃棄物を衛生的かつ効率的に処理する上で，焼却処理する

ことがふさわしいもの。ただし，可燃粗大ごみに該当するものを除く。 

ウ 生ごみ 

資源循環型社会を構築する上で，微生物の活動等によって発酵処理し堆肥として利用すること

が好ましいもの 

エ プラスチック製容器包装 

家庭系ごみのうち，容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法

律第112号）に基づき収集するペットボトルを除くプラスチック製の容器包装廃棄物 

オ 資源物 

家庭系ごみのうち，容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に基づき収集

するびん（無色，茶色及びその他の色）又は専ら再生利用の目的となる缶・金属類，紙類及び

布類 

カ 可燃粗大ごみ 

  以下に掲げる家庭系ごみで，別に定める寸法又は容量等を超えるもの。ただし，土佐山地区，

鏡地区及び春野地区については，別に定める。 

(ｱ) 廃棄物を衛生的かつ効率的に処理する上で，焼却処理することがふさわしい多量ごみ 

(ｲ) 塵芥収集車両へ積載するに当たり，圧縮，破砕及び分解等を施さなければならないような

性状を持つもの，又は積載することに相当の困難を伴うもの 

(ｳ) プラスチック製容器包装及びペットボトルを除くプラスチック製のもの 

(ｴ) 廃棄物を衛生的かつ効率的に処理する上で，焼却した後に資源を回収することがふさわし

いもの又は複数の材料を使用している廃棄物のうち，その材料の半分以上のものについて焼

却処理することがふさわしいもの 



キ 家電品 

家庭生活の用に供する電気機械器具であってリサイクル法の対象機器に該当しないもの。た

だし，土佐山地区及び鏡地区については，別に定める。 

ク 不燃ごみ 

上記に該当しない家庭系ごみ（火災ごみ又はこれに類するごみを除く。）で，廃棄物の適正な

処理をする上で，埋立処分することがふさわしいもの。ただし，土佐山地区及び鏡地区につい

ては，別に定める。 

(2)  事業活動に伴って排出される一般廃棄物（以下「事業系ごみ」という。） 

ア 可燃ごみ 

廃棄物を衛生的かつ効率的に処理する上で，焼却処理することがふさわしいもの 

イ 食品循環資源 

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成12年法律第116号）第２条第３項に規

定する廃棄物 

ウ 再生利用されることが確実である魚さい 

食品循環資源のうち，廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和46年厚生省令第35

号）第２条第２号に規定する指定を受けた業者が収集し，財団法人高知県魚さい加工公社で処

分する魚腸骨 

エ 不燃物 

上記に該当しない事業系ごみで，廃棄物の適正な処理をする上で，埋立処分することがふさわ

しいもの 

(3) 火災ごみ又はこれに類するごみ 

居宅等が火災又は自然災害等に遭ったため発生した廃棄物で，灰や燃焼物が付着したもの又は

分別区分を遵守することが困難なもの。ただし，鉄骨造，鉄骨鉄筋コンクリート造，鉄筋コンク

リート造，軽量鉄骨造若しくは補強コンクリート造等の耐火性能を有する建築物又は土台，基礎，

フーチング等の定着物若しくは浄化槽，配管設備等の工作物を除く。 

(4) 美化ごみ 

ア 散乱ごみ 

所定のごみステーション以外の場所に投棄された一般廃棄物で，景観向上や生活環境の保全上，

すみやかに処理することが好ましいもの。ただし，多量ごみは除く。 

イ イベント・町内清掃ごみ 

町内会及び自治会等が主催する地域住民の自発的な地域行事及び環境美化活動により収集又

は排出された廃棄物 

(5) 市が収集しないごみ 

以下に掲げる家庭系ごみ 

ア リサイクル法の対象機器 

(ｱ) 特定家庭用機器再商品化法施行令（平成10年政令第378号）第１条に規定する機械器具 

(ｲ) 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令（平成３年政令第327号）別表第６の上欄に

掲げる指定再資源化製品のうち，指定再資源化事業者が自主回収を実施するパーソナルコン

ピューター及び密閉形蓄電池 



イ 処理困難物 

消火器，ＬＰＧボンベ，フロンガス充てん機器，農薬，薬品，発火性・引火性のある危険物，

ピアノ，自動車用タイヤ及び廃ＦＲＰ船 

 ２ 処理区域 

  高知市全域 

 ３ 計画期間 

  平成20年４月１日から平成21年３月31日まで 

４ 基本理念及び基本方針 

基本理念 地球環境に貢献する循環型社会の構築 

基本方針 市民・事業者・行政の協働による３Ｒの徹底に努めます。 

環境への負荷が少ないごみの適正処理を推進します。 

５ 計画目標 

排出抑制目標 １人１日あたりのごみ排出量（資源物回収量を除く）を，目標となる平成

24年度において，予測値に対して17％以上削減します。 

リサイクル目標 リサイクル率を目標となる平成24年度には，平成13年度の14％から24％

以上に伸ばします。 

第２ 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条第２項第２

号） 

  (1) ごみ（別表１） 

平成20年度処理計画量 165,300 ｔ 

  (2) し尿，浄化槽汚泥（別表２） 

平成20年度処理計画量 一般し尿 浄化槽汚泥 

114,200 kl ※ 27,700 kl 86,500 kl 

※ 春野地区を除く。 

第３ 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項 

家庭系ごみは，分別収集によりごみの減量・再資源化を図るものとし，排出に当たっては，分別

区分の遵守により一層の適正処理に努める。 

事業系ごみは，排出者自らの責任において適正に処理することを原則とする。排出者は，ごみの

減量・再資源化に努め，分別処理を徹底し，自ら処理できない場合には，排出者が自ら市の処理施

設へ搬入するか，又は市の許可業者に収集・運搬を委託し，市の処理施設で処理を行うものとする。 

(1) ごみの減量・リサイクルに対する意識の変革 

啓発活動と環境教育

の充実 

ア ごみ減らし展，環境標語の募集，清掃施設の見学等の行事活動を推進

するとともに，啓発パンフレット等の作成・配布，各種メディアを活用

した広報活動の展開等を行う。 

イ ごみ減量パネル及びＰＲビデオの貸出し，出前講座等の開催並びに

小学校第４学年用の社会科副読本の作成・配布等を行う。 

情報提供とコミュニ

ケーションの充実 

事業所を対象とした研修会を開催し，循環型社会の構築に向けた取組

を促す。 



  (2) ごみの減量・リサイクル活動の推進 

自主的な活動への支

援・協力 

ア 生ごみの堆肥化を図るため，生ごみ処理容器の購入に対し補助を行

う。 

イ 事業系ごみの減量及びリサイクルの促進を図るため，高知クリーン推

進会が行う共同リサイクル事業等に対して支援・協力を行う。 

多様なリサイクルシ

ステムの整備・充実 

ア 民間のリサイクルショップの活用の促進，バザー等の開催の支援・

協力，小売店による自主回収の促進等多様なリサイクルシステムの整

備に努める。 

イ リサイクル法の対象機器については，関係法令に従い処理するように

指導する。 

(3) 循環型ごみ処理体制の確立 

家庭系ごみの収集・

運搬体制の整備・拡

充 

不燃ごみをはじめ徹底した分別を図り，現行のステーション回収による

分別収集を推進する。 

廃棄物減量等推進員，町内会，資源・不燃物登録団体等との連携強化を

図るとともに支援・協力を行い，地区懇談会の開催等を通じて，ごみの分

別徹底及び減量化に向けた情報の共有化を図る。 

事業系ごみの適正処

理の推進 

分別排出の徹底や家庭系ごみステーションへの排出防止等適正処理の

啓発及び指導を行う。 

中間処理施設の整

備・拡充 

既存施設を活用し，予算の範囲内で設備の更新等を行う。 

 

最終処分場の安定的

な確保 

不燃ごみの分別を徹底し，最終処分場の延命化を図る。 

 

(4) 低環境負荷型の適正処理の推進 

不法投棄対策と環境

美化の促進 

ア 不法投棄防止に向けてのパトロール及び啓発活動を行う。 

イ イベント等の開催時に排出される事業系ごみについては，分別及び適

正処理の指導を行う。 

ウ 環境美化重点地域での（高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する

条例第６条の３により指定された地域をいう。）「ポイ捨て」禁止の啓

発活動を行う。 

野焼き及び自家焼却

に対する啓発・指導 

野焼き及び自家焼却の防止に向けて，啓発活動及び適正処理の指導を行

う。 

環境に配慮した施設

の運営管理 

ア 排水・排気ガスの測定を行い，運転状況の監視を行う。 

イ 清掃工場において焼却灰及び飛灰の資源化（セメント原料への利用

若しくは有価金属の回収又は溶融スラグの有効利用）を図る。 

ウ 溶融後に排出される飛灰の資源化（有価金属の回収）を行い，最終処

分場の延命化を図る。 

  



２ し尿，浄化槽汚泥 

   各関係機関と連携を図りながら，適正な維持管理の徹底を図る。 

第４ 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分 

 １ ごみ 

(1) 家庭系ごみ 

ごみの分別及び減量の意識を高めるために，ポリ袋に入れる場合は，透明・半透明袋の使用を

指導する。ただし，春野地区における可燃ごみの排出に当たっては，市の指定ごみ袋を使用しな

ければならない。 

また，所定のステーションに，指定日の夜明けから午前８時までに排出するように指導する。 

ア 土佐山地区，鏡地区及び春野地区を除く地域 

No 種類 収集する区分 

１ 可燃ごみ 週２回ステーション収集 

２ 可燃粗大ごみ 

３ 不燃ごみ 

４ 家電品 

月１回ステーション収集 

５ プラスチック製容器包装 週１回ステーション収集 

６ ペットボトル 拠点収集 

７ 紙類（ダンボール） 

８ 紙類（新聞紙・チラシ） 

９ 紙類（雑誌） 

10 紙類（紙パック） 

11 布類 

12 カン 

13 金属類 

14 びん（透明） 

15 びん（茶色） 

16 びん（黒・水色・緑） 

17 水銀含有廃棄物 

18 発火器具・ライター類 

月１回ステーション収集 

イ 土佐山地区 

No 種類 収集する区分 

１ 可燃ごみ 週１回ステーション収集 

２ 可燃雑ごみ 週１回ステーション収集（※） 

３ 不燃雑ごみ 

４ プラスチック製容器包装 

５ ペットボトル 

６ 紙類（ダンボール） 

週１回ステーション収集 



７ 紙類（新聞紙・チラシ） 

８ 紙類（雑誌） 

９ 紙類（紙パック） 

10 紙類（紙箱） 

11 布類 

12 びん（透明） 

13 びん（茶色） 

14 びん（黒・水色・緑） 

15 カン・金属類 

16 水銀含有廃棄物 

※ 土佐山地域の粗大ごみ（たんす，机，いす類，食器棚，本棚，布団，じゅうたん及びたたみ）は，ス

トックヤードまで持ち込むこと。 

ウ 鏡地区 

No 種類 収集する区分 

１ 可燃ごみ 週２回ステーション収集 

２ 可燃雑ごみ 

３ 不燃雑ごみ 

月１回ステーション収集 

４ プラスチック製容器包装 

５ ペットボトル 

週２回ステーション収集 

６ 紙類（ダンボール） 

７ 紙類（新聞紙・チラシ） 

８ 紙類（雑誌） 

９ 紙類（紙パック） 

週２回ステーション収集 

10 布類 月１回ステーション収集 

11 びん（透明） 

12 びん（茶色） 

13 びん（黒・水色・緑） 

14 カン 

週２回ステーション収集 

15 金属類 月１回ステーション収集 

16 水銀含有廃棄物 

17 発火器具・ライター類 

月１回ステーション収集 

エ 春野地区 

No 種類 収集する区分 

１ 可燃ごみ 週２回ステーション収集 

２ 可燃雑ごみ 

３ 不燃ごみ 

４ 家電品 

月１回ステーション収集 



５ プラスチック製容器包装 週１回ステーション収集 

６ ペットボトル 拠点収集 

７ 紙類（ダンボール） 

８ 紙類（新聞紙・チラシ） 

９ 紙類（雑誌） 

10 紙類（紙パック） 

11 布類 

12 カン 

13 金属類 

14 びん（透明） 

15 びん（茶色） 

16 びん（黒・水色・緑） 

17 水銀含有廃棄物 

18 発火器具・ライター類 

月１回ステーション収集 

(2) 事業系ごみ 

No 種類 

１ 可燃ごみ 

２ ペットボトル 

３ 不燃物 

４ 再生利用されることが確実である魚さい 

５ 食品循環資源 

 ２ し尿，浄化槽汚泥 

 高知市全域 

し尿 戸別収集 

浄化槽汚泥 戸別収集 

 

第５ 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項 

 １ ごみ 

  (1) 家庭系ごみ 

   ア 可燃ごみ等 

    (ｱ) 土佐山地区，鏡地区及び春野地区を除く地域 

No 種類 収集・運搬主体 

１ 可燃ごみ 

２ 可燃粗大ごみ 

市（直営） 

３ 不燃ごみ 市（委託） 

４ 家電品 

５ プラスチック製容器包装 

市（直営） 



６ ペットボトル 

７ 資源物ほか 市（委託） 

    (ｲ) 土佐山地区 

収集運搬主体は市（委託）とする。ただし，粗大ごみについては，排出者がストックヤー

ドまで持ち込む。 

    (ｳ) 鏡地区 

収集運搬主体は市（委託）とする。 

(ｴ) 春野地区 

収集運搬主体は市（委託）とする。ただし，ペットボトルについては，市（直営）とする。 

  イ 多量ごみ 

 廃棄物の種類ごとに定めたステーションへ排出できないものについては，排出者が自ら市の

処理施設へ搬入するか，又は市の許可業者に委託する。ただし，引越荷物運送業者が管理する

所定の場所に保管されたごみについては，市が行う。 

 

 ウ 火災ごみ又はそれに類するごみ 

排出者が自ら市の処理施設へ搬入するか，又は市の許可業者に委託する。ただし，市長が特に

必要と認めたときは，市が行う。また，消防署等公的機関の発行する被災証明等の提示があり，

かつ，所定の搬入計画書の提出があったときは，一般廃棄物処理手数料を免除する。 

エ 生活環境に著しく悪影響を及ぼすごみ 

保健福祉部門等の要請を受けたものについては当該部門と協議し，必要なものについては市が

行う。 

  オ 犬・ねこ等の死体 

飼い主が行うものとする。ただし，申込みがあった場合は，市が行う。 

  カ 美化ごみ 

(ｱ) 散乱ごみ 

当該地の所有者・管理者が行うものとする。ただし，他に処理をする者がないときは，当該

地の所有者・管理者と協議の上，市が行う。 

(ｲ) イベント・町内清掃ごみ 

排出者等と協議の上，必要なものについては，市が行う。 

 (2) 事業系ごみ 

 収集・運搬主体（市全域） 

可燃ごみ 排出者，許可業者 ※ 

ペットボトル 

不燃物 

排出者 

再生利用されることが 

確実である魚さい 
再生利用（個別指定）業者 

食品循環資源 排出者，許可業者，再生利用（個別指定）業者 

※ 許可業者の収集区域については，当該許可業者の許可に係る区域に限る。 



(3) し尿及び浄化槽汚泥 

 土佐山地区，鏡地区及び春野地区を

除く地域 

土佐山地区 鏡地区 春野地区 

 

し尿 財団法人高知市環境事業公社 

浄化槽汚泥 許可業者 
許可業者 

 ※ 春野地区は，仁淀川下流衛生事務組合が許可したものに限る。 

２ 処理主体及び処理方法 

  (1) 家庭系ごみ 

市全域 

中間処理 最終処理 

 

処理主体 処理方法 処理主体 処理方法 

可燃ごみ 市（直営） 焼却・資源化 市（直営） 

 春野地区 一部事務組合 焼却 市（委託） 

可燃粗大ごみ 

家電品 

市（直営） 焼却・資源化 

不燃ごみ 市（委託） 選別・破砕 

 発火器具・ライター類   

市（直営） 

埋立て 

プラスチック製容器包装 

ペットボトル 

資源物 

 

資源化 

  

水銀含有廃棄物 

市（委託） 

選別・破砕 市（委託） 水銀処理 

犬・ねこ等の死体 市（直営） 市（直営） 

 春野地区 一部事務組合 

焼却 

市（委託） 

埋立て 

  (2) 事業系ごみ 

市全域 

中間処理 最終処理 

 

処理主体 処理方法 処理主体 処理方法 

可燃ごみ 市（直営） 焼却・資源化 市（直営） 

 春野地区 一部事務組合 焼却 市（委託） 

埋立て 

ペットボトル 市（委託） 資源化   

不燃物   市（直営） 埋立て 

再生利用されることが確実

である魚さい 

財団法人高知県

魚さい加工公社 

食品循環資源 再生利用事業者 

 

資源化 

  

 

 

 



(3) し尿，浄化槽汚泥 

市全域 

終末処理 汚泥処理 

 

処理主体 処理方法 処理主体 処理方法 

市（委託） 資源化(堆肥化) 
し尿，浄化槽汚泥 

市（直営） 

市（直営） 焼却処理 

 春野地区 一部事務組合 

低希釈二段活性 

汚泥法処理方式 

＋高度処理 

一部事務組合 資源化 

３ 市が収集しないごみ 

(1) リサイクル法の対象機器 

小売店又は家電リサイクル推進事業協力店等に引取りを依頼するか，排出者が自ら再商品化料

金を支払い，指定引取場所へ持込む。 

(2) 処理困難物 

販売店に引取りを依頼する。 

 (3) 市の指定ごみ袋以外で排出された可燃ごみ（春野地区に限る。） 

４ 市町村合併による多量ごみ等の自己搬入に関する取り扱い 

 春野地区を除く地域 春野地区 

搬入先 高知市清掃工場，高知市菖蒲

谷プラスチック減容工場，高

知市再生資源処理センター，

高知市三里最終処分場 

春野清掃センター，春野ストック

ヤード 

第６ 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項 

既存施設を活用し，予算の範囲内で必要な維持管理を行っていく。 

１ 収集車両基地 

高知市クリーンセンター 

所在地    高知市北本町四丁目４番43号 

敷地面積   6,541㎡ 

収容可能台数 75台 

２ 中間処理施設 

(1)  高知市清掃工場 

所在地  高知市長浜6459番地 

敷地面積 112,451㎡ 

炉型式  全連続燃焼式焼却炉 

処理能力 ごみ焼却炉 200ｔ／24ｈ ３基 

灰溶融炉   40ｔ／24ｈ  ２基 

破砕機    40ｔ／５ｈ  １基 

(2) 高知市菖蒲谷プラスチック減容工場 

所 在 地 高知市仁井田3636番地 



敷地面積 9,098㎡ 

処理能力 圧縮梱包 25ｔ／５ｈ（12.5ｔ／５ｈ ２系列） 

 (3) 春野清掃センター 

所 在 地 高知市春野町森山2912番地１ 

敷地面積 6,017㎡ 

主な施設 事務所，トラックスケール 

 (4) 春野ストックヤード 

所 在 地 高知市春野町森山2901番地１ 

敷地面積 917㎡ 

主な施設 作業場（鉄骨スレート葺平家建） 416㎡ 

作業場（鉄骨スレート葺平家建）  60㎡ 

３ 再資源化施設 

高知市再生資源処理センター 

所 在 地 高知市大津乙1886番地１ 

敷地面積 6,378㎡ 

主な設備 自動計量30ｔ秤 １基 

押蓋式スクラッププレス機 ２基 

（主押能力 150ｔ及び200ｔ） 

４ 最終処分施設 

(1) 高知市三里最終処分場 

所 在 地   高知市池2571番地 

埋立地面積  63,300㎡ 

全体容量  698,000㎥ 

残余容量  156,000㎥ 

埋立方式 セル方式 

 (2) 高知市春野一般廃棄物最終処分場 

所 在 地   高知市春野町秋山2863番地 

埋立地面積  6,300㎡ 

全体容量   34,000㎥ 最終覆土完了 

５ し尿処理施設 

高知市東部環境センター 

所在地  高知市介良丙1200番地 

敷地面積 43,000㎡ 

処理方式 低希釈二段活性汚泥法処理方式＋高度処理 

処理能力 390kl／日（195 kl／日 ２系列） 

６ 高知市が加入する一部事務組合の施設 

(1) 高知中央西部焼却処理事務組合 

   処理区域 高知市（旧春野町区域に限る。），土佐市，いの町（旧本川村区域を除く。）及び日

高村 



所 在 地 土佐市北地2290番地 

敷地面積 22,300㎡ 

炉 型 式 全連続燃焼式焼却炉 

処理能力 60ｔ／24ｈ ２基 

(2) 仁淀川下流衛生事務組合 

   処理区域 高知市（旧春野町区域に限る。），土佐市，いの町（旧本川村区域及び旧吾北村区

域を除く。）及び日高村 

所 在 地 土佐市高岡町甲1460番地 

敷地面積 4,925㎡ 

処理方式 低希釈二段活性汚泥法処理方式＋高度処理 

処理能力 120kl／日 

第７ その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項 

し尿の適正処理を推進するため，次の施策を行う。 

安定的なし尿

処理の実施 

財団法人高知市環境事業公社に協力し，経営の健全・安定化

を図る。 

し尿処理施設

の適切な運用 

設備の更新等により施設の長期使用を図り，処理汚泥の堆肥

化及び処理水の有効利用を行う。 

春
野
地
区
を
除
く
地
域 

合併処理浄化

槽の普及促進 

下水道認可区域外や下水道認可区域のうち，当分の間，下水

道整備の見込まれない地区での合併処理浄化槽設置につい

て補助を行う。 

春野地区のし尿処理 
春野地区のし尿処理は，仁淀川下流衛生事務組合の処理計画

に従い行う。 

 



別表１ ごみ処理実施計画量（単位：ｔ） 

     計画処理人口 343,100人 

＜ 収 集 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中間処理＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜有効利用＞ 

 

 

 

 

 

 

＜最終処分＞ 

 

 

 

＜再資源化＞ 

34,736 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜水銀処理＞ 

 

別表２ し尿及び浄化槽汚泥処理実施計画量（単位：kl） 

     計画処理人口 326,600人 

 

 

 

 

  

総収集量 
 

165,300 

総収集量 
119,600 

直 営 収 集  
65,900 

許可業者収集 
38,700 

自 己 搬 入  
12,700 

可燃粗大ごみ 
6,900 

不燃ごみ 
3,400 

ペットボトル 
300 

プラスチック製

容器包装 
6,800 

水銀含有廃棄物 
200 

資 源 物 
28,100 

 
ビ  ン 
カン金属 
紙  類 
布  類 

焼却処理 
131,664 

破砕選別 

粉砕処理 
300 

圧縮梱包 
6,600 

スラグ等 
4,530 

 

焼却灰 
4,700 

埋立処分 
4,130 

し尿 
処理 
汚泥 
(5,560) 

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ資源化 
300 

指定法人 
8,736 

再資センター 
25,700 ビン 

2,400 

水銀処理 
200 

美化ごみ 
土砂類 
(500) 

総発生量 
 
198,200 

し尿収集 

27,700 

水洗処理 
169,900 

自家処理 

600 

浄 化 槽 

86,500 

 
公共下水道 

陸上処理 

114,200 

下水道処理 

83,400 

堆肥化 

660ｔ 

放流水 

600,000 

(再利用)農業用水放流 

600,000 

 
264 

4,900 

堆肥化 
660 

委 託 収 集  
2,300 

230 
溶融飛灰 

1,320 



４ 高知市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 

                              平成16年２月１日 

                              規 則 第 １ ０ 号  

       改正 平成20年１月１日 規則第42号 

                                   

高知市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則（平成10年規則第67号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は，廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」とい

う。）の施行に関し，廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第300号。以下

「政令」という。）及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和46年厚生省令第35号。

以下「省令」という。）に定めるもののほか，必要な事項を定めるものとする。 

（一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請） 

第２条 法第８条第２項に規定する申請書は，一般廃棄物処理施設設置許可申請書（第１号様式）

によるものとする。 

（一般廃棄物処理施設の設置等の許可） 

第３条 市長は，法第８条第１項の規定により一般廃棄物処理施設の設置の許可をしたとき，又は

第９条第１項の規定により当該施設の変更の許可をしたときは，一般廃棄物処理施設（設置・変

更）許可証（第２号様式）を交付するものとする。 

（一般廃棄物処理施設の使用前の検査の申請） 

第４条 省令第４条の４第１項に規定する申請書は，一般廃棄物処理施設使用前検査申請書（第３

号様式）によるものとする。 

（一般廃棄物処理施設の使用前の検査等） 

第５条 市長は，法第８条の２第５項（法第９条第２項において準用する場合を含む。）の規定に

より使用前の検査をし，法第８条第２項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると

認めたときは，その旨を当該申請をした者に通知するものとする。 

（一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請） 

第６条 省令第５条の３第１項に規定する申請書は，一般廃棄物処理施設変更許可申請書（第４号

様式）によるものとする。 

（一般廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出） 

第７条 省令第５条の４の２第１項及び第５条の９の２第１項に規定する届出書は，一般廃棄物処

理施設軽微変更等届出書（第５号様式）によるものとする。 

（一般廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出） 

第８条 省令第５条の５第１項及び第５条の10第１項に規定する届出書は，一般廃棄物の最終処分

場埋立処分終了届出書（第６号様式）によるものとする。 

（一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請） 

第９条 省令第５条の５の２第１項及び第５条の10の２第１項に規定する申請書は，一般廃棄物最

終処分場廃止確認申請書（第７号様式）によるものとする。 

（一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認） 

第10条 市長は，法第９条第５項の規定により一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分

場に係る技術上の基準を定める省令（昭和52年総理府・厚生省令第１号。以下「基準命令」とい



う。）第１条第３項に規定する技術上の基準に適合していることについて確認したときは，その

旨を当該申請をした者に通知するものとする。 

（市の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出） 

第11条 法第９条の３第１項の規定による届出は，一般廃棄物処理施設設置届出書（第８号様式）

により行うものとする。 

（市の設置に係る一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認） 

第12条 第10条の規定は，市の設置に係る一般廃棄物の最終処分場について準用する。この場合に

おいて，同条中「法第９条第５項」とあるのは「法第９条の３第10項において読み替えて準用す

る法第９条第５項」と読み替えるものとする。 

（市の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更の届出） 

第13条 省令第５条の８第１項に規定する届出書は，一般廃棄物処理施設変更届出書（第９号様

式）によるものとする。 

（一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請） 

第14条 省令第５条の11第１項に規定する申請書は，一般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請

書（第10号様式）によるものとする。 

（一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可） 

第15条 市長は，法第９条の５第１項の規定により一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けを許可

したときは，その旨を当該申請をした者に通知するものとする。 

（合併又は分割の認可の申請） 

第16条 省令第５条の12第１項に規定する申請書は，合併・分割認可申請書（第11号様式）による

ものとする。 

（合併又は分割の認可） 

第17条 市長は，法第９条の６第１項の規定により許可施設設置者である法人の合併又は分割を認

可したときは，その旨を当該申請をした者に通知するものとする。 

（相続の届出） 

第18条 省令第６条第１項に規定する届出書は，相続届出書(第12号様式)によるものとする。 

（再生利用業の指定申請等） 

第19条 省令第２条第２号若しくは第２条の３第２号又は省令第９条第２号若しくは第10条の３第

２号に規定する指定（以下「指定」という。）を受けようとする者は，再生利用業指定申請書

（第13号様式）に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。 

（再生利用業の事業範囲の変更の認定申請等） 

第20条 指定を受けた者（以下「再生利用指定業者」という。）は，指定に係る事業の範囲の変更

をしようとするときは，市長の認定を受けなければならない。ただし，その変更が事業の一部の

廃止であるときは，この限りでない。 

２ 前項の認定を受けようとする者は，再生利用業変更認定申請書（第14号様式）に関係書類を添

えて市長に申請しなければならない。 

（指定の期限等） 

第21条 指定及び前条第１項の認定には，期限を付し，又は生活環境の保全上必要な条件を付する

ことができる。 

（指定証の交付） 



第22条 市長は，指定をし，又は第20条第１項の規定による認定をしたときは，再生利用業指定証

（第15号様式。以下「指定証」という。）を交付するものとする。 

（再生利用業に係る変更の届出） 

第23条 再生利用指定業者は，第19条の規定による申請の内容（事業の範囲を除く。）に変更が生

じたときは，速やかに再生利用業変更届出書（第16号様式）により市長に届け出なければならな

い。 

（再生利用業の廃止の届出） 

第24条 再生利用指定業者は，その産業廃棄物の再生利用の事業の範囲の全部又は一部を廃止した

ときは，速やかに再生利用業廃止届出書（第17号様式）により市長に届け出なければならない。 

（産業廃棄物処理施設に係る準用規定） 

第25条 第５条，第10条及び第15条の規定は，産業廃棄物処理施設について準用する。この場合に

おいて，次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は，同表の右欄に定める字句にそ

れぞれ読み替えるものとする。 

 第８条の２第５項  第15条の２第５項 

 第９条第２項 第15条の２の４第２項  第５条 

 第８条第２項  第15条第２項 

 第９条第５項 
 第15条の２の４第３項において読み替えて準用す

る法第９条第５項  第10条 

 第１条第３項  第２条第３項 

 第15条  第９条の５第１項 
 第15条の４において読み替えて準用する 

 法第９条の５第１項 

 

（埋立終了の最終処分場に係る届出台帳の閲覧等） 

第26条 法第19条の10第１項に規定する最終処分場の台帳は，廃棄物最終処分場埋立終了届出台帳

（第18号様式）によるものとする。 

２ 法第19条の10第３項の規定による閲覧の請求は，廃棄物最終処分場埋立終了届出台帳閲覧請求

書（第19号様式）により行うものとする。 

（許可証等の書換えによる交付等） 

第27条 一般廃棄物処理施設設置（変更）許可証，指定証，産業廃棄物収集運搬業許可証（省令様

式第７号），産業廃棄物処分業許可証（省令様式第９号），特別管理産業廃棄物収集運搬業許可

証（省令様式第13号），特別管理産業廃棄物処分業許可証（省令様式第15号）又は産業廃棄物処

理施設設置（変更）許可証（省令様式第20号）（以下「許可証等」という。）の交付を受けた者

は，次の各号のいずれかに該当し，かつ，当該許可証等の記載事項に変更が生じたときは，当該

許可証等を市長に返納しなければならない。 

(1) 法第14条の２第３項又は第14条の５第３項において読み替えて準用する法第７条の２第３項

の規定による届出（事業の全部の廃止に係るものを除く。）をしたとき。 

(2) 法第９条第３項（法第15条の２の４第３項において読み替えて準用する場合を含む。）の規

定により氏名又は住所（法人にあっては，その名称若しくは代表者の氏名又は主たる事務所の

所在地）の変更に係る届出をしたとき。 

(3) 第23条の規定による届出をしたとき。 



(4) 第24条の規定により事業の一部の廃止に係る届出をしたとき。 

２ 市長は，前項の規定による返納を受けたときは，当該変更に係る記載事項を書き換えた許可証

等を当該返納した者に交付するものとする。 

（許可証等の返納） 

第28条 許可証等の交付を受けた者は，次の各号のいずれかに該当したときは，当該許可証等を市

長に返納しなければならない。 

(1) 法第９条第３項（法第15条の２の４第３項において読み替えて準用する場合を含む。）の規

定による廃止の届出をしたとき。 

(2) 法第９条の２第１項又は法第15条の３の規定による許可の取消しがあったとき。 

(3) 法第14条第２項若しくは第５項又は法第14条の４第２項若しくは第５項の規定により許可が

効力を失ったとき。 

(4) 法第14条の２第３項において読み替えて準用する法第７条の２第３項又は法第14条の５第３

項において読み替えて準用する法第７条の２第３項の規定による事業の全部の廃止の届出をし

たとき。 

(5) 法第14条の３（法第14条の６において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による許可

の取消しがあったとき。 

(6) 第21条に規定する期限の到来により指定の効力を失ったとき。 

２ 許可証等の交付を受けた者は，次の各号のいずれかに該当したときは，変更前の許可証等を市

長に返納しなければならない。 

(1) 法第９条第１項，第14条の２第１項，第14条の５第１項若しくは第15条の２の４第１項の規

定による変更の許可を受け，かつ，第３条の規定による一般廃棄物処理施設の設置（変更）許

可証の交付を受け，又は省令第10条の２，第10条の６，第10条の14，第10条の18若しくは第12

条の５の規定による許可証の交付を受けたとき。 

(2) 第20条第１項の規定による認定に係る指定証の交付を受けたとき。 

（産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出等） 

第29条 法第15条の２の４の規定により産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届

出を行おうとする者は，産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出書（第20号

様式）により市長に届け出なければならない。 

２ 市長は，前項の届出を受理したときは，産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係

る届出受理書（第21号様式）を当該届出をした者に交付するものとする。 

３  第１項の届出事項に変更等があったときは，産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物

に係る変更（廃止）届出書（第22号様式）により市長に届け出なければならない。 

（提出書類等の部数） 

第30条 法,省令及びこの規則により市長に提出する書類及び図面の部数は,正副２通とする。 

（その他） 

第31条 この規則に定めるもののほか，法の施行に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

（経過措置) 



２ この規則による改正前の高知市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定によりなさ

れた申請，指定その他の手続は，この規則の相当する規定によってなされたものとみなす。 

３ この規則の施行の日前に高知市再生利用個別指定業者に関する要綱を廃止する要綱（平成16年

２月１日制定）による廃止前の高知市再生利用個別指定業者に関する要綱の規定によりなされた

申請，届出その他の手続は，同日以後においては，この規則の相当規定により行ったものとみな

す。 

  （春野町の編入に伴う経過措置） 

４ 春野町の編入（以下「編入」という。）の際現に効力を有する廃棄物の処理及び清掃に関する

法律施行規則（昭和54年高知県規則第53号）の規定に基づきされた処分，手続その他の行為のう

ち，編入の日以後において市長が管理し，及び執行することとなる事務に係るものは，別に定め

のあるものを除き，この規則の相当規定に基づきされたものとみなす。 

５ 編入の際現に春野町一般廃棄物再生利用業の指定に関する要綱（平成13年５月１日春野町制定。 

以下「春野町要綱」という。）の規定に基づき一般廃棄物再生利用業の指定を受けている者は，

当該指定の期間は，旧春野町の区域に限り，市長の指定を受けたものとみなす。 

６ 前項に定めるもののほか，編入の日前に春野町要綱の規定に基づきされた処分，手続その他の

行為は，この規則の相当規定に基づきされたものとみなす。 

   附 則（平成20年１月１日規則第42号） 

 この規則は，公布の日から施行する。 



５ 高知市一般廃棄物処理指導要綱 

                                平成17年４月１日 

                              告 示 第 98号   

                                   

 （目的） 

第１条 この要綱は，一般廃棄物処理に係る事業者及び一般廃棄物処理業者並びに他市町村（以下

「事業者等」という。）の責任を明確にするとともに，廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭

和45年法律第137号。以下「法」という。）及び高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

（平成６年条例第１号。以下「条例」という。）に定めるもののほか，一般廃棄物の適正な処理

のために必要な事項を定めることにより，生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに産業経済活

動の円滑な推進を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

 (1) 一般廃棄物 法第２条第２項に規定する廃棄物をいう。 

 (2) 事業者 事業活動に伴い一般廃棄物を排出する事業者で，高知市の一般廃棄物処理業者に当

該一般廃棄物の処理（再生することを含み，積卸しを伴わない運搬を除く。以下同じ。）を委

託する者をいう。 

 (3) 一般廃棄物処理業者 法第７条第１項又は第６項の規定による許可を受けようとする者及び

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和46年厚生省令第35号）第２条第２号又は第

２条の３第２号の規定による指定を受けようとする者並びにこれらの規定により既に指定を受

けている者（以下「処理業者」という。）をいう。 

 (4) 他市町村 その区域内における一般廃棄物を処理するに当たって，高知市の処理業者に当該

一般廃棄物の処理を委託する高知市以外の市町村をいう。 

 （事業者等の責務） 

第３条 事業者等は，法の規定を遵守し，一般廃棄物の処理に起因する公害及び災害の発生を防止

し，地域住民の生命及び財産に被害を与えないようにしなければならない。 

２ 事業者等は，一般廃棄物の処理施設等その他関連施設の故障，破損等により事故が生じたとき

は，直ちに必要な措置を講ずるとともに，速やかにその状況を市長に報告するものとする。 

３ 事業者等は，前項に規定する場合において，市長が事故の拡大又は再発防止のために必要な措

置を講ずべき旨を指示したときは，これに従わなければならない。 

 （市域外一般廃棄物処理（受託）の協議） 

第４条 高知市域外で排出された一般廃棄物（以下「市域外一般廃棄物」という。）は，高知市域

内においてこれを処理することはできない。ただし，事業者等が市域外一般廃棄物処理（受託）

協議（通知）書（第１号様式。以下「協議書」という。）を市長に提出し，その承認を得たとき

は，この限りでない。 

２ 前項ただし書に規定する場合において，事業者等が他市町村のときは，協議書を廃棄物の処理

及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第300号）第４条第９号イの規定に基づく通知に代え

るものとする。 

３ 第１項ただし書に規定する市長の承認期間は，１年を限度とする。 



 （市域外一般廃棄物に係る通知及び勧告） 

第５条 市長は，前条第１項ただし書の規定による協議があったときは，速やかにその内容を審査

し，その結果を市域外一般廃棄物処理（受託）協議通知書（第２号様式）により，当該事業者等

に通知するものとする。 

２ 市長は，この要綱の目的を達成する上で支障があると認められる場合には，前条第１項ただし

書の規定による協議に係る事業者等に対し，市域外一般廃棄物処理（受託）変更・廃止勧告書

（第３号様式）により，市域外一般廃棄物の搬入量，搬入期間，種類その他の事項についての変

更又は市域外一般廃棄物の搬入の禁止の勧告を行うことができる。 

３ 事業者等は，前項の変更の勧告を受けた場合は，速やかに必要な措置を講ずるとともに，その

結果を市域外一般廃棄物処理改善報告書（第４号様式）により，市長に報告するものとする。 

４ 市長は，前項の報告において，勧告事項が改善されていないと認めるときは，第４条第１項た

だし書の規定に基づく協議に係る計画（以下「協議に係る計画」という。）の廃止の勧告を行う

ものとする。 

５ 市長は，第２項又は前項の規定により市域外一般廃棄物の搬入の禁止の勧告又は協議に係る計

画の廃止の勧告を行った場合は，協議書を事業者等に返却するものとする。 

 （市域外一般廃棄物処理（受託）協議内容の変更） 

第６条 事業者等は，第４条第１項ただし書による協議内容に変更があったときは，新たに協議書

を作成し，市長に提出しなければならない。この場合において，変更前の協議書は廃止すること

とする。 

 （他市町村との連携） 

第７条 市長は，市域外一般廃棄物の高知市域内での適正な処理を推進するため，他市町村と密接

な連携を図るものとする。 

 （一般廃棄物の処理に関する試験についての申請） 

第８条 一般廃棄物を排出する者から一般廃棄物を受け取り当該一般廃棄物の処理に関する試験

（以下「試験」という。）を行おうとする者は，事前に試験に係る計画を一般廃棄物の処理に関

する試験承認申請書（第５号様式）により市長に提出し，その承認を得るものとする。 

 （試験に係る承認等） 

第９条 市長は，前条の承認申請書の提出があった場合は，速やかにその内容を審査し，その結果

を試験を行おうとする者に通知するものとする。 

２ 市長は，試験が生活環境の保全上支障を生じさせる内容のものである場合は，当該試験に係る

計画を中止させなければならない。 

３ 市長は，この要綱の目的を達成する上で必要があると認められる場合は，試験実施施設その他

関連施設に立入検査をすることができる。 

 （試験における禁止事項） 

第10条 処理業者は，試験に際し, 処理料金を受領してはならない。 

２ 試験に使用する一般廃棄物は，試験を実施する上で必要最小限の量としなければならない。 

 （国等に関する特例） 

第11条 国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公益法人が試験を行う場合は，この要綱の規

定にかかわらず，事前に市長と協議しなければならない。 

（指導に従わない者に対する措置） 



第12条 市長は，この要綱に基づく勧告及び指示に従わない事業者等については，必要に応じてそ

の内容を公表するものとする。 

 （書類の提出） 

第13条 この要綱の規定により市長に提出する書類の部数は，それぞれ３部とする。 

 （その他） 

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

  附 則 

この要綱は，平成17年４月1日から施行する。 



６ 高知市産業廃棄物処理指導要綱  

                                   平成10年４月１日    

         告 示 第 67 号     

 

          改正  平成11年３月１日 告示第  28号 

              平成16年７月１日 告示第 135号 

              平成17年１月１日 告示第  14号 

              平成20年１月１日 告示第 18号 

 （目的） 

第１条 この要綱は，事業者及び産業廃棄物処理業者（以下「事業者等」という。）が産業廃棄物処

理施設の設置及び維持管理を行う場合に，廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137

号。以下「法」という。）に定めるもののほか，産業廃棄物の適正な処理に関して必要な事項を定め

ることにより，生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに産業経済活動の円滑な推進を図ることを目

的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

 (1) 産業廃棄物  法第２条第４項及び第５項に規定する産業廃棄物をいう。 

 (2) 事業者  産業廃棄物を排出する事業者をいう。 

 (3) 産業廃棄物処理業者 法第14条第１項若しくは第６項又は第14条の４第１項若しくは第６項の

規定による許可を受けようとする者及びこれらの規定による既に許可を受けている者（以下「処

理業者」という。）をいう。 

 (4) 産業廃棄物の処理  産業廃棄物の収集・運搬，中間処理及び最終処分をいう。 

 (5) 中間処理  産業廃棄物を減量化，安定化又は無害化させるために，産業廃棄物を焼却，破砕又

は中和させるなどの処理をいう。 

 (6) 中間処理施設 次に掲げる施設をいう。 

  ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第300号。以下「政令」という。) 

第７条第１号から第13号の２までに掲げる施設 

  イ 処理業者が業の用に供するために設置する政令第７条第１号から第13号の２までに定める規

模に満たない施設その他破砕，圧縮，選別等の施設 

 (7) 最終処分場 政令第７条第14号に掲げる施設をいう。 

 (8) 事前協議書 第７条第１項に規定する協議書をいう。 

 (9) 関係市町村 第６条第１項各号に規定する区域を管轄する市町村をいう。 

 （事業者等の責務） 

第３条 事業者等は，産業廃棄物の処理に起因する公害及び災害の発生を防止し，地域住民の生命及

び財産に被害を与えないようにしなければならない。 

２ 事業者等は，中間処理施設及び最終処分場の設置等に関する事前協議書の策定に当たっては，事

前に関係市町村及び地域住民への説明を行うとともに，他法令等の規制がある場合はその解除等の

手続をとらなければならない。 

３ 事業者等は，産業廃棄物の処理を行う場合は，マニフェストシステムによる適正な処理を図らな



ければならない。 

４ 高知市が実施する公共事業にあっては，仕様書にマニフェストシステムによる産業廃棄物の処理

を明記しなければならない。 

 （高知県及び関係市町村との連携） 

第４条 高知市は，産業廃棄物の適正な処理を推進するため，高知県及び関係市町村と密接な連携を

図るものとする。 

 （立地基準） 

第５条 事業者等は，次の各号に掲げる地域又は地区には，原則として最終処分場を設置してはなら

ない。 

 (1) 自然公園特別地域（高知県立自然公園条例（昭和33年高知県条例第５号）第13条第１項の規定

による自然公園特別地域をいう。） 

 (2) 自然環境保全地域（高知県自然環境保全条例（昭和48年高知県条例第27号）第18条第１項の規

定による自然環境保全地域をいう。） 

 (3) 地すべり防止区域（地すべり等防止法（昭和33年法律第30号）第３条第１項の規定による地す

べり防止区域をいう。） 

 (4) 急傾斜地崩壊危険区域（急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57

号）第３条第１項の規定による急傾斜地崩壊危険区域をいう。） 

 (5) 保安林（森林法（昭和26年法律第249号）第25条第１項の規定による保安林をいう。） 

 (6) 水道の取水地点から上流1,000メートル以内の区域 

 (7) 鏡川清流保全条例（平成元年条例第37号）第８条第１項の規定による水質管理区域及び同条例

第15条第１項の規定による自然環境保全区域 

２ 事業者等は，前項第６号の規定にかかわらず，同号の区域以外の区域であっても水道水源を汚染

することが明らかな場合は，最終処分場を設置してはならない。 

  （地域住民等の同意） 

第６条 事業者等は，中間処理施設又は最終処分場を設置する場合は，次の各号に掲げる者の同意を

得なければならない。 

(1) 隣接地の土地所有者及び土地の使用権原を有する者 

(2) 設置しようとする施設の敷地境界から中間処理施設にあっては300メートル以内，最終処分場

にあっては500メートル以内に居住する地域住民の世帯主の３分の２以上の者 

(3) 最終処分場からの排水を公共用水域に放流する場合は，放流地点から下流500メートル以内の

水利権者 

２ 前項の同意は，次の各号のいずれかに該当する中間処理施設については，これを要しない。 

 (1) 移動可能な施設であって，次のいずれかに該当する特定建設作業を行なう場所に設置するもの

（焼却施設を除く。） 

  ア 騒音規制法施行令（昭和43年政令第324号）別表第２に規定する作業 

  イ 振動規制法施行令（昭和51年政令第280号）別表第２に規定する作業 

  ウ 高知市公害防止条例施行規則（昭和50年規則第75号）別表５に規定する作業 

 (2) 都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条第１項の規定による工業専用地域に設置するもの 

（事前協議） 

第７条 事業者等は，中間処理施設若しくは最終処分場を設置し，又はその構造若しくは規模の変更



を行う場合は，事前に，第１号様式による事前協議書を市長に提出し，協議しなければならない。 

２ 事業者等は，前項の協議内容に変更があった場合は，新たに事前協議書を作成し，市長に提出し

なければならない。 

 （産業廃棄物の最終処分場の災害防止計画） 

第８条 事業者等は，最終処分場の設置に際しては，次に掲げる災害防止のための計画を定めて，事

前協議書に添付するものとする。 

(1) 産業廃棄物の飛散及び流出の防止に関する事項 

(2) 公共の水域及び地下水の汚染の防止に関する事項 

(3) 火災の発生の防止に関する事項 

(4) その他最終処分場に係る災害防止に関する事項 

 （関係市町村長等に対する照会） 

第９条 市長は，事業者等から事前協議書が提出された場合は，当該協議書の内容を第２号様式によ

り高知県知事及び関係市町村の長に照会し，関係法令との整合性等について意見を求めるものとす

る。 

２ 市長は，事前協議書の内容について，他法令等の規制の有無等を関係部局に照会するものとする。 

 （事前協議内容の変更等の勧告） 

第10条 市長は，事前協議の内容に変更を要する場合又は計画の廃止が相当と認める場合は，第３号

様式により事業者等に協議内容の変更又は計画の廃止の勧告を行うものとする。 

２ 事業者等は，協議内容の変更の勧告を受けた場合は，速やかに必要な措置を講じるとともに，第

４号様式によりその結果を市長に報告するものとする。 

３ 市長は，前項の報告において，勧告事項が改善されていないと認める場合は，当該計画の廃止の

勧告を行うものとする。 

４ 市長は，第１項又は前項の規定により計画の廃止の勧告を行った場合は，事前協議書を事業者等

に返却するものとする。 

 （事前協議書の取下げ） 

第11条 事業者等は，次に掲げる場合には，第５号様式により事前協議書を取り下げるものとする。 

(1) 前条第１項の変更の勧告に対し，必要な措置を講ずることができない場合 

(2) 第７条第１項の規定により提出した事前協議書の内容を変更又は廃止する場合 

 （事前協議の完了） 

第12条 市長は，事前協議の内容に支障がないと認める場合又は勧告により事前協議内容の変更の勧

告が改善されたと認めた場合は，第６号様式による事前協議完了通知書を事業者等に送付し，併せ

てその写しを高知県及び関係市町村の長に送付するものとする。 

 （県外産業廃棄物処理（受託）協議） 

第13条 高知県の区域外の事業場で発生した産業廃棄物（以下「県外産業廃棄物」という。）は，高

知市の区域内においてはこれを処理（積卸しを伴わない運搬を除く。）することができない。ただ

し，事業者等が第７号様式による県外産業廃棄物処理（受託）協議書を市長に提出し，その承認を

得たときは，この限りでない。 

２ 前項ただし書の市長の承認期間は，５年を限度とする。 

 （県外産業廃棄物の搬入に係る通知及び勧告） 

第14条 市長は，前条第１項の規定に基づく協議があった場合には，審査後その結果を第８号様式に



より当該事業者等に通知するものとする。 

２ 市長は，この要綱の目的を達成するうえで支障があると認められる場合には，前条第１項の規定

に基づく協議に係る事業者等に対し，第９号様式により，県外産業廃棄物の搬入量，搬入期間，種

類その他の事項についての変更若しくは県外産業廃棄物の搬入の禁止の勧告を行うものとする。 

３ 事業者等は，前項の変更の勧告を受けた場合は，速やかに必要な措置を講じるとともに，その結

果を第10号様式により市長に報告するものとする。 

４ 市長は，前項の報告において，勧告事項が改善されていないと認める場合は，当該計画の廃止の

勧告を行うものとする。 

５ 市長は，第２項又は前項の規定により県外産業廃棄物の搬入の禁止の勧告又は当該計画の廃止の

勧告を行った場合は，県外産業廃棄物処理（受託）協議書を事業者等に返却するものとする。 

 （県外産業廃棄物処理（受託）協議内容の変更） 

第15条 事業者等は，第13条第１項に基づく協議内容に変更があった場合は，新たに県外産業廃棄物

処理（受託）協議書を作成し，市長に提出しなければならない。この場合，変更前の協議書は廃止

することとする。 

 （分析試験結果の報告） 

第16条 県外産業廃棄物を再生利用以外の目的のために処理する事業者等は，当該廃棄物の分析試験

を年２回以上行い，その試験結果の報告書を市長に提出するものとする。 

 （環境調査） 

第17条 事業者等は，中間処理施設及び最終処分場を設置しようとする場合は，事前に別表１に掲げ

る項目について環境調査を行い，周辺の環境に与える影響の予測・検討を行うものとする。 

 （排水基準等の遵守） 

第18条 事業者等は，最終処分場の設置及び維持管理について，次の各号に定める基準等を遵守しな

ければならない。 

(1) 地下水の監視のため，水質監視用井戸を設置し，別表２に掲げる項目について，低水位・高水

位時の年２回以上水質検査を行うこと。 

(2) 最終処分場からの排水を公共用水域に放流する場合は，別表２の一般項目の28から31までは毎

月，その他の項目については年２回以上水質検査を行うこと。 

(3) 水質検査の結果，排水基準を超えた場合は，速やかに産業廃棄物の搬入を停止し，その原因を

調査し，必要な措置を講じるとともに，市長に報告すること。 

(4) 水質検査の結果を記載した書類は，当該最終処分場の廃止までの間これを保存すること。 

２ 前項の規定により行った水質検査の結果については，毎年１月31日までに前年行った水質検査結

果を市長に報告するものとする。 

３ 市長は，前項の報告があったときは，その内容を地域住民に公開できるものとする。 

 （審査会の設置及び運営） 

第19条 高知市に対して，中間処理施設及び最終処分場の設置等の計画について適正な指導及び助言

を行うため，高知市産業廃棄物適正処理審査会（以下「審査会」という。）を設置する。 

２ 市長は，必要があると認めた場合は，審査会の意見を聴くものとする。 

３ 審査会についての組織及び運営に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

 （工事完了検査等） 

第20条 事業者等は，第２条第６号及び第７号に定める産業廃棄物の処理施設の設置工事等が完了し



たときは，第11号様式による工事完了報告書を市長に提出するものとする。 

２ 市長は，必要に応じて前項の産業廃棄物の処理施設の設置工事等に関して中間検査を行い，前項

の報告書の提出があったときは，速やかに工事完了の検査を行うものとする。 

３ 市長は，工事完了の検査を行った結果，事業者等に指示事項がないと認められるときは，検査済

証を交付するものとする。 

 （許可申請等の時期） 

第21条 政令第７条に定める産業廃棄物処理施設の設置許可申請は，第12条の事前協議の完了後に行

うものとする。 

２ 法第14条第６項，第14条の２第１項，第14条の４第６項又は第14条の５第１項に規定する許可申

請は，前条第３項の工事完了の検査済証の交付を受けた後に行うものとする。 

 （事故の措置） 

第22条 事業者等は，産業廃棄物の処理施設等その他関連施設の故障，破損等により事故が生じたと

きは，直ちに必要な措置を講じるとともに，速やかにその状況を市長に報告するものとする。 

２ 事業者等は，前項に規定する場合において，市長が事故の拡大又は再発防止のために必要な措置

を講ずべき旨を指示したときは，これに従わなければならない。 

 （廃止又は休止） 

第23条 事業者等は，中間処理施設の一部若しくは全部を廃止し，又は休止したときは，遅滞なく第

12号様式による産業廃棄物の処理施設廃止（休止）届出書を市長に提出しなければならない。 

 （指導に従わない者に対する措置） 

第24条 市長は，この要綱に基づく勧告に従わない事業者等については，必要に応じて内容を公表す

るものとする。 

 （書類の提出） 

第25条 この要綱の規定により市長に提出する書類の部数は，各３部とする。 

 （国等に関する特例） 

第26条 国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公益法人が産業廃棄物の処理施設を設置しよう

とするときは，この要綱の規定にかかわらず，市長との協議により行うものとする。 

 （その他） 

第27条 この要綱の施行に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

    附 則  

 （施行期日） 

１ この要綱は，平成10年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に効力を有する高知県産業廃棄物処理指導要綱（平成３年３月15日制定。

以下「県要綱」という。）の規定に基づいて行った高知県知事若しくは高知県の保健所長（以下

「知事等」という。）の行為又はこの要綱の施行の際現に知事等に対して行っている行為でこの要

綱に相当する規定の存するものは，この要綱の施行の日以後において高知市長の行った行為又は高

知市長に対して行っている行為とみなす。 

 （鏡村及び土佐山村の編入に伴う経過措置） 

３ 鏡村及び土佐山村の編入(以下この項において「編入」という。)の際限に効力を有する県要綱の

規定に基づいて行った知事等の行為又は編入の際限に知事等に対して行っている行為でこの要綱に



相当する規定の存するものは，編入の日以後において，高知市長の行った行為又は高知市長に対し

て行っている行為とみなす。 

 （春野町の編入に伴う経過措置） 

４ 春野町の編入（以下「編入」という。）の際現に効力を有する県要綱の規定に基づいて行った知

事等の行為又は編入の際現に知事等に対して行っている行為でこの要綱に相当する規定の存するも

のは，編入の日以後において，高知市長の行った行為又は高知市長に対して行っている行為とみな

す。 

   附 則（平成11年3月1日告示第28号） 

 この要綱は，平成11年3月1日から施行する。 

   附 則（平成16年7月1日告示第135号） 

 この要綱は，平成16年7月1日から施行する。 

   附 則（平成17年1月1日告示第14号） 

 この要綱は，平成17年1月1日から施行する。 

   附 則（平成20年１月１日告示第18号） 

 この要綱は，平成20年１月１日から施行し，改正後の附則第２項の規定は，平成10年４月１日から

適用する。 

 

別表1(第17条関係)  

環境調査書  

地形，地質等の事前調査の結果 その1  

調査項目 結果 

(1) 地形調査 
(谷口形状) 

(谷の開口幅，奥行，比高差) 

(2) 地質調査 
(在来地盤の成層状況) 

(断層の有無) 

(3) 地下水調査 (地下水の水位及び水質) 

(4) 表流水等調査 

(計画地内に流入する表流水量) 

(放流先河川名及び水質汚濁に係る環境基準の類型) 

(放流先河川の低水量及び現況水質) 

(放流先河川の利水状況) 

(5) 降水 (平均降雨量及び最大月間降雨量) 

(6) 文化財 (文化財の有無) 

(7) 搬入道路 
(搬入道路の種類) 

(道路幅員及び舗装状況) 

(8) 土地利用 
(土地利用の状況) 

(他法令の規制解除条件) 

(9) 騒音 (騒音レベル) 

(10) 既往災害 (目安として過去20年の地滑り，崩壊等の災害の発生の有無) 

 

別表2(第18条関係)  

排水基準  

  項目 許容限度 

1 カドミウム及びその化合物 0.1mg／l 

2 シアン化合物 1mg／l 

有

害

物 3 有機燐化合物 1mg／l 



4 鉛及びその化合物 0.1mg／l 

5 六価クロム化合物 0.5mg／l 

6 ひ素及びその化合物 0.1mg／l 

7 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005mg／l 

8 アルキル水銀化合物 検出されないこと 

9 ポリ塩化ビフェニル 0.003mg／l 

10 トリクロロエチレン 0.3mg／l 

11 テトラクロロエチレン 0.1mg／l 

12 ジクロロメタン 0.2mg／l 

13 四塩化炭素 0.02mg／l 

14 1・2―ジクロロエタン 0.04mg／l 

15 1・1―ジクロロエチレン 0.2mg／l 

16 シス―1・2―ジクロロエチレン 0.4mg／l 

17 1・1・1―トリクロロエタン 3mg／l 

18 1・1・2―トリクロロエタン 0.06mg／l 

19 1・3―ジクロロプロペン 0.02mg／l 

20 チウラム 0.06mg／l 

21 シマジン 0.03mg／l 

22 チオベンカルブ 0.2mg／l 

23 ベンゼン 0.1mg／l 

24 セレン及びその化合物 0.1mg／l 

25 ほう素及びその化合物 10mg／l(海域以外) 

 230mg／l(海域) 

26 ふっ素及びその化合物 8mg／l(海域以外) 

 15mg／l(海域) 

質 

27 アンモニア，アンモニウム化合物，亜硝酸化合物及び硝酸化合物 100mg／l 注 

28 水素イオン濃度 5.8～8.6 

29 生物化学的酸素要求量(BOD) 20mg／l 

30 化学的酸素要求量(COD) 20mg／l 

31 浮遊物質量 60mg／l 

32 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) 5mg／l 

33 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) 20mg／l 

34 フェノール類含有量 1mg／l 

35 銅含有量 3mg／l 

36 亜鉛含有量 5mg／l 

37 溶解性鉄含有量 10mg／l 

38 溶解性マンガン含有量 10mg／l 

39 クロム含有量 2mg／l 

40 大腸菌群数 日間平均3,000個／cm3 

41 窒素含有量 日間平均60mg／l 

一

般

項

目 

42 燐含有量 日間平均8mg／l 

注 アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの，亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量 



７ 高知市産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度実施要領 

                                 平成18年12月８日 

                                 告 示 第 236号 

          改正 平成20年１月１日 告示第19号 

（趣旨） 

第１条 この要領は，廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」とい

う。），廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第300号。以下「令」とい

う。）及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」

という。）に基づく産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度（以下「評価制度」とい

う。）の実施に関する事務等の取扱いについて，産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制

度の解説（平成17年４月１日環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課発行。以下

「解説」という。）に定めるもののほか，必要な事項を定めるものとする。 

（評価制度の概要） 

第２条 評価制度は，産業廃棄物処理業者又は特別管理産業廃棄物処理業者（以下「産業廃棄物処理

業者等」という。）の申請に基づき，遵法性，情報公開及び環境保全への取り組みの観点から設定

した評価基準（規則第９条の２第３項（第10条の９第２項，第10条の12第２項及び第10条の22第２

項において準用する場合を含む。）及び第10条の４第３項（第10条の９第３項，第10条の16第２項

及び第10条の22第３項において準用する場合を含む。）に規定する評価基準をいう。以下同じ。）

に産業廃棄物処理業者等が適合しているか否かを評価するために実施するものとする。ただし，評

価制度は，産業廃棄物処理業者等が不法行為や不適正処理を行わないことを保証するものではない。 

２ 産業廃棄物処理業者等のうち，評価基準への適合性が確認されたもの（以下「評価基準適合業

者」という。）は，産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可（以下「許可」とい

う。）の申請，更新，変更等（以下「許可申請等」という。）の際に提出する申請書類のうち，次

に掲げる書類を省略することができる。ただし，事業計画の概要を記載した書類及び処分後の産業

廃棄物（特別管理産業廃棄物を含む。以下同じ）の処理方法を記載した書類については，省略でき

る書類の対象から除く。 

(1) 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類 

(2) 申請者が法人である場合は，直前３年の各事業年度における貸借対照表，損益計算書並びに

法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 

(3) 申請者が法人である場合は，定款又は寄附行為及び登記事項証明書 

３ 評価制度に基づく審査（以下「審査」という。）の結果，評価基準に適合しないと判断された産

業廃棄物処理業者等は，許可申請等の際に添付を省略していた書類を別途提出しなければならない。 

（評価基準適合性の判断） 

第３条 評価基準の適合性の判断は，次に掲げる要件に基づき行うものとする。 

(1) 遵法性の評価判断 申請人は，法，浄化槽法（昭和58年法律第43号）又は令の規定による不

利益処分（以下「不利益処分」という。）を受け，その不利益処分のあった日から５年を経過

しない者に該当せず，かつ，許可の申請の際直前の５年以上にわたり当該許可申請等に係る区

分（産業廃棄物収集運搬業，産業廃棄物処分業，特別管理産業廃棄物収集運搬業及び特別管理

産業廃棄物処分業の４区分のいずれかをいう。以下同じ。）と同じ区分の許可を受けて産業廃

棄物処理業を的確に行っていること。 

(2) 情報公開の評価判断 申請人は，許可の申請の際直前の５年以上にわたり，規則第９条の２

第３項第２号又は第10条の４第３項第２号に掲げる全ての項目をインターネット上で公開し，

それぞれの項目ごとに定められた頻度で更新していること。 

(3) 環境保全への取組みの評価判断 申請人の事業活動に係る環境保全の取り組みが，その体制

及び手続きに係る標準的な規格等に適合していることについて，環境大臣が定める認証制度に

より認められていること。 

（審査に係る事務） 

第４条 審査の受付等の手続きは，次に掲げるものとする。 

(1) 申請人は，審査の対象に係る許可申請等を行う場合は，産業廃棄物処理業優良性評価基準適

合審査申請書（以下「申請書」という。）に必要事項を記入し，添付書類を添えて，高知市役



所環境部廃棄物対策課に２部提出するものとする。 

(2) 審査の対象に係る許可申請等は，次に掲げるとおりとする。ただし，ア・イ・エ・オのうち，

新規許可に係るものについては，他の都道府県知事等の許可を取得して５年以上産業廃棄物処

理業を営んでいる者が，当該許可と同じ区分の許可に係る申請を行う場合のみ審査の対象とす

る。 

ア 産業廃棄物収集運搬業の許可申請（法第14条第１項） 

イ 産業廃棄物処分業の許可申請（法第14条第６項） 

ウ 産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の変更許可申請（法第14条の２第１項） 

エ 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請（法第14条の４第１項） 

オ 特別管理産業廃棄物処分業の許可申請（法第14条の４第６項） 

カ 特別管理産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物処分業の変更許可申請（法第14条

の５第１項） 

(3) 申請書の様式は，次に掲げるとおりとする。 

ア 産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業に係るもの 産業廃棄物処理業

優良性評価基準適合審査申請書（収集運搬業）（様式第１号） 

イ 産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物処分業に係るもの 産業廃棄物処理業優良性評

価基準適合審査申請書（処分業）（様式第２号） 

(4) 申請書の添付書類は，次に掲げるとおりとする。 

ア 過去５年間不利益処分を受けていない旨の申立書（様式第３号） 

イ 情報公開について評価基準に適合することを証する書類（情報公開を行っているインター

ネット画面の該当箇所を印刷したもの（公開開始時点の日付が明示されたもので，当該情報

の公開期間が規則で定める要件を満たし，かつ，適正に更新していることが確認できるもの。

ただし，申請者が他の都道府県又は保健所設置市で評価基準に適合することが確認されたも

のである場合は，当該許可申請等の日付以降の情報に係るもので足りる。）） 

ウ インターネットによる情報公開状況報告書（様式第４号） 

エ 環境大臣が定める環境マネジメントシステムの認証制度の認定証の写し 

（審査結果の通知方法） 

第５条 審査結果の通知方法は，次に定めるとおりとする。 

(1) 評価基準に適合すると認められる場合 

産業廃棄物収集運搬業許可証（規則様式第７号），産業廃棄物処分業許可証（規則様式第９

号），特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証（規則様式第13号）及び特別管理産業廃棄物処分

業許可証（規則様式第15号）のそれぞれ第５項の欄に当該許可の申請年月日及び当該申請年月

日における評価基準適合の旨を記載することにより，評価基準適合の通知に代えるものとする。 

(2) 評価基準に適合しないと認められる場合 

産業廃棄物処理業優良性評価基準不適合通知書（様式第５号）により申請者に通知するとと

もに，許可申請等を行う際に添付を省略していた書類を別途提出させるものとする。 

(3) 留意事項 

ア 市長は，申請人が他の都道府県等において，評価基準適合業者として許可を受けている場

合は，評価基準への適合性について記載がなされた当該他の都道府県等の許可証を提出させ

ることにより，当該許可証の適合性の確認が行われた日以降の情報に限って審査を行うもの

とする。 

イ 市長は，申請時点において申請者が評価基準に適合していなかったことが，事後的に明ら

かになった場合（虚偽記載が発覚した場合等）は，許可証の評価基準への適合性についての

記載の修正，評価基準に不適合であった旨の公表等を行うものとする。ただし，次に掲げる

事項に留意しなければならない。 

(ｱ)  許可証の記載の修正等は，行政手続法（平成５年法律第88号）に規定する不利益処分に

は該当しないものであること。 

(ｲ) 市長は，申請人の評価基準への不適合事由が，当該申請人の許可の適否に影響すると判

断する場合は，法第18条第１項に基づく報告徴収を行う等により，当該申請人に対して必

要な書類の提出を求めるものとする。 



(ｳ)  市長は，(ｲ)の規定による書類受領後，規則第10条，第10条の５，第10条の13又は第10

条の17に規定する許可基準への適合性を改めて審査し，当該許可基準に適合していないこ

とが明らかになった場合は，申請人に対して許可の取消し等の処分を行うものとする。 

（評価基準適合の公表等） 

第６条 評価基準適合の公表等は，次に定めるとおりとする。 

(1) 高知市ホームページにおける公表等 

市長は，申請人が評価基準に適合することを確認した場合は，高知市のホームページ上にお

いて，次に掲げる事項を広く一般に公表するものとする。 

ア 評価基準適合業者の名称及び所在地 

イ 評価基準適合の確認年月日 

ウ 許可番号 

エ 評価基準適合業者の公開情報が閲覧できるホームページのアドレス 

オ その他市長が必要と認める事項 

(2) 環境省への報告 

市長は，申請人が評価基準に適合することを確認した場合又は評価基準適合業者が評価基準

に適合しなくなった場合は，前号に規定する事項を環境省に報告するものとする。 

(3) 評価基準に適合しなくなった場合等の対応 

市長は，評価基準適合業者が次に掲げる事由に該当することとなった場合は，高知市のホー

ムページ上における当該評価基準適合業者に係る情報の公開を取りやめるものとする。 

ア 評価基準適合業者が，不利益処分を受けたり，当該評価基準適合業者のホームページ上の

情報更新を評価基準に従って実施していない等の事由により評価基準に適合しなくなった場

合 

イ 評価基準適合業者が，評価基準に従った情報公開を取りやめる旨を市長に対して自ら申し

出た場合 

附 則 

 （施行期日等） 

１ この要領は，平成18年12月８日から施行し，平成18年12月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ この要領の施行後６年間は，平成18年３月31日までに情報公開を始めた産業廃棄物処理業者につ

いて，第３条第２号の規定にかかわらず，評価基準に適合するために必要な情報公開の期間を短縮

する経過措置を次のとおり適用する。 

許可申請等がされた日 基準適合に要する情報公開の期間 

平成17年４月１日から平成18年９月30日まで

の間 

６か月間 

平成18年10月１日から平成23年３月31日まで

の間 

平成18年４月１日から許可申請等がされた日ま

での間 

    附 則（平成20年１月１日告示第19号） 

  この要領は，平成20年１月１日から施行し，改正後の高知市産業廃棄物処理業者の優良性の判断

に係る評価制度実施要領の規定は，平成18年12月１日から施行する。 



８ 高知市廃棄物減量等推進員に関する要綱  

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は，高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成６年条例第１号）第17

条の規定による廃棄物減量等推進員（以下「推進員」という。）に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

 （委嘱） 

第２条 推進員は，一般廃棄物の減量推進及び適正な処理について熱意と識見を有する者で，次の

各号のいずれかに該当するもののうちから市長が委嘱する。 

(1) 町内会・自治会の代表者 

(2) 公民館長 

(3) 衛生組合の代表者 

(4) 資源・不燃物登録団体の代表者 

(5) ごみ集積所の代表者 

(6) 前各号の団体等（以下「団体等」という。）から推薦を受けた者 

２ 推進員は，１団体等につき１人を委嘱するものとする。ただし，団体等から複数配置の申出が

あった場合は，この限りでない。 

３ 推進員は，任意の協力に基づくボランティアとし，その職務に対する報酬は支給されない。 

 （任期） 

第３条 推進員の任期は，２年とする。ただし，補欠又は補充による推進員の任期は，前任者又は

現任者の残任期間とする。 

２ 推進員は，再任されることができる。 

 （職務） 

第４条 推進員の職務は，次のとおりとする。 

(1) 廃棄物の減量及び適正処理の普及・啓発に関する次に掲げる事項 

  ア 地域住民に対する清掃行政の推進に係る市の計画方針の連絡に関すること。 

  イ 地域住民の廃棄物の減量及び適正処理等に対する意見，要望等の市への連絡及び調整に関

すること。 

  ウ その他廃棄物の減量及び適正処理の普及・啓発に関し必要な事項 

(2) 分別収集の指導啓発に関する次に掲げる事項 

  ア ごみ集積所の清潔保持の指導啓発に関すること。 

  イ 分別収集日時の遵守の指導啓発に関すること。 

  ウ 分別排出方法の徹底の指導啓発に関すること。 

(3) 地域における美化活動の参加の促進に関すること。 

(4) 不法投棄に関する市への通報等に関すること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか，一般廃棄物の減量及び適正な処理をするための市の施策への協

力その他の活動の推進に関すること。 

 （担当区域） 

第５条 推進員が前条の職務を担当する区域は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める

区域とする。 



(1) 町内会・自治会，公民館及び衛生組合の代表者又は当該団体等から推薦を受けた者 当該団

体等の区域 

(2) 資源・不燃物登録団体及びごみ集積所の代表者又は当該団体等から推薦を受けた者 当該団

体等の所管するごみ集積所の利用者の居住する区域 

 （腕章及び推進員証） 

第６条 推進員は，職務に従事するときは，その身分を証するため，常に腕章を着用するとともに，

高知市廃棄物減量等推進員証（様式第１号。以下この条において「推進員証」という。）を携帯

し，必要に応じてこれを提示するものとする。 

２ 推進員は，解職されたときは，速やかに腕章及び推進員証を返還しなければならない。 

 （解職） 

第７条 市長は，推進員が次の各号のいずれかに該当する場合は，その職を解くことができる。 

(1) 推進員としての適格を欠くと認められる場合 

(2) 団体等から廃棄物減量等推進員変更・辞退届（様式第２号）が提出された場合 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか，推進員に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

    附 則  

 この要綱は，平成11年10月１日から施行する。 

    附 則  

 この要綱は，平成14年１月１日から施行する。 

    附 則  

 この要綱は，平成18年１月１日から施行する。 

 



９ 高知市ごみ減量・リサイクル推進事業所制度実施要綱  

 

 （目的） 

第１条 この要綱は，ごみ減量・再資源化に積極的に取り組んでいる商店等事業所をごみ減量・リ

サイクル推進事業所（以下「推進事業所」という。）として認定し，これを広く市民に周知する

ことにより，消費者，事業者及び行政が一体となったごみの減量及びリサイクルの推進を図るこ

とを目的とする。 

 （推進事業所の認定要件） 

第２条 推進事業所の認定を受けることができる事業所は，高知市内の商店及び商店街（商店街振

興組合その他商店街の振興のために組織された団体をいう。）のうち，当該事業活動（商店街に

あってはその構成員の事業活動をいう。以下同じ。）に伴い排出する廃棄物を自ら適正に処理し

ている事業所で，次に掲げる要件を満たすものとする。 

(1) 販売等に関し次の事項に取り組んでいること。 

  ア 商品の簡易包装 

  イ 商品の量り売り 

  ウ 買い物袋持参の奨励 

  エ 詰め替え用商品の販売 

  オ 不透明ごみ袋（半透明のものを除く）の販売自粛 

  カ 商品の修理サービス 

  キ エコマーク，グリーンマーク商品の販売 

(2) リサイクルの推進に関し次の事項に取り組んでいること。 

  ア ペットボトルの回収（回収容器の貸与を受けて実施しようとするものを含む。） 

  イ その他資源化可能な商品等の回収 

(3) 事業活動に関し次の事項に取り組んでいること。 

  ア 紙ごみ等の排出抑制・リサイクル 

  イ 再生紙，再生品等環境に配慮した資材，備品の使用 

  ウ その他環境保全に配慮した事業活動 

(4) ごみの減量及びリサイクルの推進に関する啓発・情報発信に取り組んでいること。 

 （推進事業所の認定申請） 

第３条 推進事業所の認定を受けようとする事業所は，ごみ減量・リサイクル推進事業所認定申請

書（様式第１号）により市長に申請しなければならない。 

 （推進事業所の認定） 

第４条 市長は，前条の申請があったときは，速やかにこれを審査し，推進事業所の認定の可否を

決定し，その旨を当該申請に係る事業所に通知するものとする。 

２ 市長は，推進事業所の認定に際し，必要な条件を付することができる。 

 （認定証等の交付） 

第５条 市長は，推進事業所の認定を決定した事業所（以下「認定推進事業所」という。）に対し，

ごみ減量・リサイクル推進事業所認定証（様式第２号。以下「認定証」という。）及び認定推進

事業所である旨を表示する物品（以下「表示物」という。）を交付するものとする。 

 



（認定推進事業所の公表・支援等） 

第６条 市長は，認定推進事業所の所在地，名称その他必要と認められる事項を高知市広報誌その

他の手段により市民に公表し，その活動を顕彰するものとする。 

２ 市長は，認定推進事業所に対し，ごみの減量及びリサイクルの推進に関する助言，情報提供，

資機材の貸与その他必要な支援を行うものとする。 

 （認定推進事業所の義務） 

第７条 認定推進事業所は，次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 第５条により交付を受けた表示物を事業所内の見やすい場所に表示すること。 

(2) 第２条各号に掲げる事項に積極的に取り組むこと。 

(3) 市が実施するごみの減量及びリサイクルの推進に関する事業に協力すること。 

 （認定の取消し） 

第８条 市長は，認定推進事業所が次の各号のいずれかに該当するときは，推進事業所の認定を取

り消すことができる。 

(1) 第２条の要件を満たさなくなったと認めるとき。 

(2) この要綱及び推進事業所の認定に際し付した条件に違反したとき。 

(3) 事業所を廃止したとき，又は推進事業所の認定について辞退を申し出たとき。 

(4) その他認定が不適当と認められるとき。 

 （その他） 

第９条 この要綱の施行に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

  附 則 

この要綱は，平成11年11月16日から施行し，平成11年10月１日から適用する。 



10 ごみ集積所の設置及び管理に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，ごみの収集作業の安全性の確保及びその効率化を図り，市民の良好な生活環境

の保全に寄与するため，家庭ごみの集積所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) ごみ集積所 家庭から排出されるごみを一時的に集積しごみの収集を行う場所 

(2) 管理者等 ごみ集積所の用に供する土地の所有者又はごみ集積所を利用する者の代表者その他

ごみ集積所の管理を行う者 

(3) 自主管理組織 ごみ集積所の所在する区域の町内会，自治会その他これに類する組織 

 （ごみ集積所の設置の届出） 

第３条 ごみ集積所を設置しようとする者は，当該ごみ集積所の区域の住民その他関係者との協議を

経て，ごみ集積所設置届出書（別記様式）により市長に届け出なければならない。既に設置している

ごみ集積所の場所を変更し，又は廃止しようとするときも同様とする。 

２ 前項の規定による届出に当たっては，事前に市長との協議を行わなければならない。 

３ 第１項の規定による届出は，原則として，可燃ごみのごみ集積所（以下「可燃ごみ集積所」とい

う。）については管理者等が，資源・不燃物のごみ集積所（以下「資源ごみ集積所」という。）につ

いては自主管理組織の代表者が行うものとする。 

 （ごみ集積所の設置基準） 

第４条 ごみ集積所は，可燃ごみ集積所にあってはおおむね20世帯以上，資源ごみ集積所にあっては

おおむね200世帯以上の利用世帯につき１か所設置できるものとする。ただし，市長が必要と認めた

場合はこの限りでない。 

 （ごみの収集） 

第５条 市長は，ごみ集積所のごみを別に定める期日に収集するものとする。 

 （ごみ集積所の管理） 

第６条 ごみ集積所の管理は，第３条の規定により届け出た者が当該ごみ集積所の利用者と共同して，

自らの責任の下に行うものとする。 

 （ごみ集積所の利用） 

第７条 ごみ集積所の利用者は，その利用に当たっては本市が規定する一般廃棄物処理実施計画に従

ってごみを分別し，かつ，所定のごみ集積所にあらかじめ指定された日の夜明けから午前８時までの

間に指定された方法で排出しなければならない。 

２ 市長は，前項に違反してごみを排出していると認められる場合は，当該ごみを収集しないことが

できる。 

 （清潔の保持） 

第８条 ごみ集積所の管理者等，自主管理組織の代表者及び利用者（以下「利用者等」という。）は，

ごみ集積所及びその周辺の清潔の保持に努めなければならない。 

 （管理者等が行う指導等） 

第９条 管理者等は，ごみの適切な排出並びにごみ集積所及びその周辺の清潔の保持を確保するため，

ごみ集積所の利用者に対し，適切な啓発及び指導（以下「指導等」という。）を行うことができる。 



 （市長による指導等） 

第10条 市長は，必要に応じ，利用者等に対し，ごみ集積所の管理や利用について指導等をすること

ができる。 

２ 市長は，前項の指導等について必要な事項を記録し，保管するものとする。 

 （その他） 

第11条 この要綱に定めるもののほか，ごみ集積所の設置管理について必要な事項は，市長が別に定

める。 

   附  則 

 （施行期日） 

１ この要綱は，平成17年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に設置されているごみ集積所は，この要綱の規定により設置されたごみ集

積所とみなす。 



11 高知市生ごみ処理容器購入補助金交付要綱 

                                      (平成８年５月30日) 
（趣旨） 
第１条 この要綱は，ごみの減量の推進に資するため，生ごみ処理容器の購入者に対して，予算の範囲

内で容器の購入費用の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。 
（補助対象容器） 
第２条 補助金の交付の対象となる生ごみ処理容器（以下「容器」という。）は，次の各号に掲げるも

のとする。 
(1) 好気性処理容器 生ごみを土中の微生物を利用して好気性発酵により分解し堆肥化する容器を

いう。 
(2) 嫌気性処理容器 生ごみを発酵促進剤を使用して嫌気性発酵により分解し堆肥化する容器をい

う。 
（補助対象者） 
第３条 補助金の交付を受けることができる者は，指定販売業者（容器を販売する業者として市長が指

定したものをいう。以下同じ。）で容器を購入し，及び使用する者であって，次の各号に掲げる要件

を満たすものとする。 
(1) 本市の住民票に記録され，又は外国人登録原票に登録されている者であって，現に当該地に居

住しているものであること。 
(2) 前号の居住地において容器を設置し，適正に維持管理ができる者であること。 
(3) 当該容器による堆肥化物を適正に自家処理できる者であること。 
（補助金の額等） 
第４条 補助金の額は，容器１基につき，次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を限度とし

て，容器の購入価格（消費税及び地方消費税を含む。）に２分の１を乗じて得た額（その額に 100円

未満の端数があるときは，その端数を切り捨てる。）とする。 
(1) 好気性処理容器 2,000円 
(2) 嫌気性処理容器 1,500円 
２ 補助基数の合計は，１世帯につき２基を限度とする。 
（交付申請） 
第５条 指定販売業者で容器を購入し，補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は，容器の購入後３か月以内に，生ごみ処理容器購入補助金交付申請書（第１号様式）に当該容器の

購入に係る領収書その他必要な書類を添えて，市長に申請するものとする。 
（交付の決定） 
第６条 市長は，前条に規定する申請があったときは，その内容を審査し，補助金を交付することが適

当と認めるときは，生ごみ処理容器購入補助金交付決定書（第２号様式）により，申請者に通知する

ものとする。この場合において，適正な交付を行うため必要があるときは，補助金の交付の申請に係

る事項を修正させることができる。 
２ 市長は，補助金を交付することが不適当であると認めるときは，生ごみ処理容器購入補助金交付申

請却下決定書（第３号様式）により，申請者に通知するものとする。 
（交付申請の取下げ） 
第７条 前条第１項の交付決定を受けた申請者（以下「補助決定者」という。）は，その内容又はこれ

に付された条件に不服があり，交付申請を取下げようとするときは，当該交付決定の通知を受けた日

から２週間以内に，その旨を所定の補助金交付申請取下届出書により市長に届け出るものとする。 



２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは，当該申請に係る補助金の交付決定はなかったもの

とみなす。 
（補助金の交付） 
第８条 補助金は第６条第１項の規定により交付すべき補助金の額を決定した後交付するものとする。 
 （協力義務） 
第９条 補助決定者は，容器を有効に活用し，生ごみの有効利用とごみの減量化に努めるものとする。 
（調査又は指導） 
第 10条 市長は，補助決定者に対し，容器の設置及び管理の状況について，調査し，又は指導するこ

とができる。 
 （決定の取消し及び補助金等の返還） 
第 11条 市長は，補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは，補助金の交付決定の全部若し

くは一部を取り消し，又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還をさせることができる。 
(1) 虚偽その他不正の手段により，補助金の交付決定を受けたとき。 
(2) この要綱又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。 
(3) 前２号に掲げるもののほか補助金の交付が不適当と認められるとき。 
 （指定販売業者の指定） 
第12条 指定販売業者の指定を受けようとする業者（以下「業者」という。）は，生ごみ処理容器指定

販売業者指定申請書（第４号様式）により，市長に申請しなければならない。 
２ 市長は，前項の指定について次に掲げる要件を満たしていると認められる場合は，指定販売業者と

して指定するとともに，その旨を生ごみ処理容器指定販売業者指定通知書（第５号様式）により，業

者に通知するものとする。 
 (1) 容器を販売できること。 
 (2) 本市に店舗を有すること。 
 (3) 容器の設置及び使用方法についての説明・指導ができること。 
 (4) 補助金交付についての事務に協力できること。 
 (5) 申請者が希望した場合，容器を宅配できること。 
 (6) その他市長が必要と認める要件を備えていること。 
３ 市長は，第１項の申請について，前項の要件を満たさないと認められる場合は，生ごみ処理容器指

定販売業者指定却下通知書（第６号様式）により業者に通知するものとする。 
４ 第１項の指定の有効期間は，別に定める。 
５ 前項の有効期間満了後引き続き指定販売業者の指定を受けようとする業者は，指定の更新を受けな

ければならない。 
 （指定販売業者の指定の取消し） 
第13条 市長は，次のいずれかに該当するときは，指定販売業者の指定を取り消すことができる。 
 (1) 虚偽その他不正な手段により，指定販売業者の指定を受けたとき。 
 (2) 前条第２項の要件に該当しなくなったとき。 
 (3) その他指定販売業者としてふさわしくないと認められるとき。 
 （その他） 
第14条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は，市長が別に定める。 
   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は，平成８年５月30日から施行する。 



 （経過措置） 

２ この要綱による補助金の交付は，平成８年８月１日以後に容器を購入したものから適用する。  

 （鏡村及び土佐山村の編入に伴う経過措置） 

３ 鏡村及び土佐山村の編入の日（次項において「編入日」という。）前に鏡村生ごみ処理器具購入事

業費補助金交付要綱（平成13年４月１日鏡村制定。以下「鏡村要綱」という。）又は土佐山村生ごみ

処理容器等購入費補助金交付要綱（平成 11年 10月 15日土佐山村制定）の規定に基づき容器（電動

式を除く。以下同じ。）に係る補助金の交付を受けた者については，この要綱の相当規定に基づき受

けたものとみなす。 

４ 編入日前に，鏡村要綱の規定に基づき容器を購入した者に係る補助金の額については，なお従前の

例による。 

 （春野町の編入に伴う経過措置） 

５ 春野町の編入の日（以下「編入日」という。）前に春野町生ごみ処理容器設置補助金交付要綱（平

成７年６月１日春野町制定。以下「春野町要綱」という。）の規定に基づき容器に係る補助金の交付

を受けた者については，この要綱の相当規定に基づき補助金の交付を受けたものとみなす。 

６ 編入日前に，春野町要綱の規定に基づき容器を購入した者に係る補助金の額については，なお従前

例による。 

   附 則 

この要綱は，平成９年４月18日から施行し，平成９年４月１日から適用する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は，平成15年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の高知市生ごみ処理容器購入補助金交付要綱第４条の規定は，この要綱の施

行の日以後の容器の購入に係る補助金について適用し，同日前の容器の購入に係る補助金については，

なお従前の例による。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は，平成16年11月１日から施行する。 

   (経過措置) 

２ この要綱による改正後の高知市生ごみ処理容器購入補助金交付要綱の規定は，平成16年11月１日

以後に補助金の交付決定を受けた申請者から適用し，同日前に交付決定を受けた申請者については，

なお従前の例による。 

   附 則 

この要綱は，平成18年７月６日から施行し，平成17年１月１日から適用する。 

  附 則 

 （施行期日等） 

１ この要綱は，平成 20年４月１日から施行し，この要綱による改正後の高知市生ごみ処理容器購

入補助金交付要綱（以下「改正後の要綱」という。）附則第１項から第６項までの規定は，平成 20

年１月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の要綱第５条の規定は，この要綱の施行の日以後の容器の購入に係る補助金について適用

し，同日前の容器の購入に係る補助金については，なお従前の例による。 



12 高知市特定家庭用機器廃棄物収集運搬助成金交付要綱  

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は，特定家庭用機器再商品化法（平成10年法律第97号。以下「法」という。）を

円滑に実施するため，特定家庭用機器廃棄物（以下「廃家電」という。）の引取りを行う高知県

電機商業組合（以下「組合」という。）に対し，収集運搬料金の一部を予算の範囲内において助

成することについて必要な事項を定めるものとする。 

  （助成対象製品） 

第２条 助成金の交付の対象となる廃家電（以下「対象製品等」という。）は，次に掲げる要件の

すべてに該当するものとする。 

(1) 組合に属する小売業者（以下「小売業者」という。）が当該年度において収集運搬を行った

一般廃棄物の廃家電であること。 

(2) 法第９条の規定により小売業者に引取義務のある廃家電以外の廃家電(以下｢義務外廃家電」

という。）であること。 

(3) 市内に居住地があり，現に居住している者（以下「消費者」という。）の家庭から排出され

た一般廃棄物であること。ただし，転居，転出等により住所の異動があった場合は，当該事由

が発生した日から起算して30日以内に収集運搬が行われた廃家電については，異動前の居住地

に居住している者として取り扱うものとする。 

 （報告） 

第３条 組合は，月ごとに小売業者が収集運搬した対象製品等について，次に掲げる書類を添えて

市長に報告しなければならない。 

(1) 高知市特定家庭用機器廃棄物収集運搬報告書（様式第１号） 

(2) 特定家庭用機器廃棄物管理票の小売業者控兼受領書に消費者の住所及び氏名並びに組合が助

成申請に関し必要な事項を記載したものの写し 

(3) 前２号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類 

２ 前項の報告は毎月末締めとし，翌月の20日までに市長に報告するものとする。 

 （助成金の額等） 

第４条 助成金の額は，廃家電１台につき 1,100円とする。ただし，セパレート形エアコンディシ

ョナーについては，当該エアコンディショナーを構成する室内ユニット及び室外ユニットの収集

運搬を同時に行う場合は,当該室内ユニット及び室外ユニットを１台として取り扱うものとする。 

 （交付申請） 

第５条 組合は，助成金の交付を受けようとするときは，高知市特定家庭用機器廃棄物収集運搬助

成金交付申請書(様式第２号)に第3条の報告に係る書類を添えて市長に申請しなければならない。 

２ 前項の申請は毎月末締めとし，翌月の20日までに市長に申請するものとする。 

 （交付決定） 

第６条 市長は，前条の規定による交付申請があったときは，これを速やかに審査し，適当と認め

たときは，高知市特定家庭用機器廃棄物収集運搬助成金交付決定通知書（様式第３号）により組

合に通知するものとする。この場合において，市長が必要があると認めるときは，助成金の交付

の申請に関し修正を求めることができる。 

２ 市長は，助成金を交付することが適当でないと認めたときは，高知市特定家庭用機器廃棄物収



集運搬助成金不交付決定通知書（様式第４号）により，組合に通知するものとする。 

 （交付） 

第７条 助成金は，前条第１項の通知の後交付するものとする。 

 （交付決定の取消し） 

第８条 市長は，組合が次の号のいずれかに該当した場合は，助成金の交付決定の全部又は一部を

取り消すことができる。 

 (1) 偽りその他不正の手段により，助成金の交付決定を受けたとき。 

(2) この要綱又は助成金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか，市長が助成金の交付を不適当と認めたとき。 

 （返還） 

第９条 市長は，前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において，既に助成金の全部

又は一部を交付しているときは，当該取消しに係る範囲内において助成金の返還を命じることがで

きる。 

 （調査等） 

第10条 市長は，助成金の交付を受けた組合に対し，必要があると認めるときは，必要な事項を調

査し，又は必要な資料の提出を求めることができる。 

 （その他） 

第11条  この要綱に定めるもののほか，助成金の交付に関し必要な事項については，市長が別に定

める。 

  附 則  

この要綱は，平成13年４月16日から施行し，平成13年４月１日から適用する。 

  附 則  

 （施行期日） 

１ この要綱は，平成15年５月６日から施行し，平成15年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ 平成15年３月中に収集運搬した特定家庭用機器廃棄物に係る助成金の額については，この要綱

による改正後の高知市特定家庭用機器廃棄物収集運搬助成金交付要綱第４条の規定にかかわらず，

なお従前の例による。 

  附 則  

 （施行期日） 

１ この要綱は，平成16年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正前の高知市特定家庭用機器廃棄物収集運搬助成金交付要綱の規定に基づく

様式は，この要綱の改正後の高知市特定家庭用機器廃棄物収集運搬助成金交付要綱の規定に基づ

く様式にかかわらず，当分の間，なお使用することができる。 



13 高知市し尿収集手数料減免並びに収集料助成規程  

 

                                昭和51年９月11日 

告示第52号の２      

 

改正  昭和60年12月25日 告示第100号 

平成３年７月10日 告示第75号 

平成４年４月１日 告示第32号 

平成６年１月１日 告示第１号 

平成７年10月１日 告示第103号 

平成７年11月20日 告示第113号 

平成11年３月23日 告示第38号 

平成12年４月１日 告示第61号 

平成13年９月１日 告示第188号 

平成16年12月１日 告示第215号 

平成17年２月１日 告示第37号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は，高知市が行うし尿収集手数料の減免（以下「減免」という。）並びに財団法人

高知市環境事業公社（以下「公社」という。）が行う収集料に対する市の助成（以下「助成」とい

う。）等について，必要な事項を定めるものとする。 

 （減免並びに助成の対象） 

第２条 減免並びに助成の対象は，次の各号に掲げる世帯のうち，市長が認めたものとする。 

(1) 広範な地域に降雨があつた場合等で床下以上の浸水があり，便槽が満水した世帯 

(2) 次に掲げる世帯のうち，高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例（平成６年条例第

１号）別表２の(1)備考８に規定する特別収集手数料（以下「備考８の特別収集手数料」とい

う。）の加算をされる借家居住世帯又は高知市税条例（昭和56年条例第６号）第71条第１項第

２号の規定に該当し当該年度分の固定資産税の全額を免除されている世帯で，かつ，当該年度

分（４月１日から６月30日までにあつては前年度分）の市町村民税非課税世帯で，別に定める

減免申請書を市長に提出しているもの 

  ア 次のいずれかに該当する者のみで構成されている世帯 

   (ア)  65歳以上の者 

   (イ) 身体障害者福祉法（昭和24年法律第 283号）第15条第４項に規定する身体障害者手帳

（以下「身体障害者手帳」という。）の交付を受けている者 

   (ウ) 療育手帳制度要綱（昭和48年９月27日発児第 156号厚生事務次官通知）による療育手帳

（以下「療育手帳」という。）の交付を受けている者 

   (エ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第 123号）第45条第２項に規

定する精神障害者保健福祉手帳（以下「精神障害者保健福祉手帳」という。）の交付を受

けている者 

  イ 次のいずれかに該当する者を世帯員に含む世帯 

   (ア) 身体体障害者手帳に記載された級別が１級又は２級である者 

   (イ)  療育手帳に記載された障害の程度がＡである者 

   (ウ)  精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級が１級又は２級である者 

   (エ)  高知市福祉医療費助成条例（昭和49年条例第66号）第２条第３号の規定に該当し,同条例

に基づき福祉医療費の助成を受けている者 

(3) 備考８の特別収集手数料の加算をされる世帯で，かつ，生活保護法（昭和25年法律第144号）

による生活扶助を受けている世帯 

 （減免並びに助成の額） 



第３条 減免並びに助成の額は，次のとおりとする。 

(1) 前条第１号の場合は，一世帯につき 360リットル以内の額及び高知市廃棄物の減量及び適正

処理等に関する条例別表２の(1)備考７及び８に規定する特別収集手数料（以下「備考７及び

８の特別収集手数料」という。）とする。 

(2) 前条第２号及び第３号の場合は，備考８の特別収集手数料の額とする。 

 （減免並びに助成の方法） 

第４条 第２条第１号の場合は，次の方法による。 

(1) 市が収集する世帯で，収集量が 360リットル以内のものについては，収集量相当額及び備考

７及び８の特別収集手数料を免除し， 360リットルを越えるものについては， 360リットル相

当額及び備考７及び８の特別収集手数料を免除する。 

(2) 公社が担当する世帯で，公社が前号に準ずる収集料を当該世帯から徴収しないものについて

は，公社からの申請に基づきその額を公社に交付する。 

(3) 公社が担当する世帯を，市が収集する場合，収集量は 360リットル以内とし，それに相当す

る額及び備考７及び８の特別収集手数料を免除する。 

２ 第２条第２号及び第３号の場合は，次の方法による。 

(1) 市が収集する世帯については，前条第２号の額を免除する。 

(2) 公社が担当する世帯で，公社が前条第２号の額を当該世帯から徴収しない場合は，公社から

の申請に基づきその額を公社に交付する。 

 （集会施設の特例） 

第４条の２ 広範な地域に降雨があつた場合等で床下以上の浸水があり，便槽が満水した集会施設

（町内会・自治会・公民館等の団体がその維持管理に係る費用を負担するものに限る。）は，第

２条第１号の世帯とみなし，前２条の規定により減免又は助成するものとする。 

 （減免並びに助成金の返還） 

第５条 市長は，この規程に違反して減免又は助成を受けた者に対しては，既に減免を受けた額又

は交付を受けた助成額に相当する額の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

附 則  

１ この規程は，昭和51年９月11日から施行し，昭和51年９月１日から適用する。ただし，第２条

第１項の減免並びに助成については，昭和51年４月分から適用する。 

２ 高知市し尿くみ取り手数料助成規程（昭和47年告示第20号）は，廃止する。 

    附 則  （昭和60年12月25日告示第100号） 

 この告示は，昭和60年12月25日から施行し，昭和60年10月１日から適用する。 

    附 則  （平成３年７月10日告示第75号） 

 この規程は，平成３年７月10日から施行し，平成３年５月10日から適用する。 

    附 則  （平成４年４月１日告示第32号） 

 この規程は，平成４年４月１日から施行する。 

    附 則  （平成６年１月１日告示第１号） 

 この規程は，平成６年１月１日から施行する。 

    附 則  （平成７年10月１日告示第103号） 

 （施行期日） 

１ この規程は，平成７年10月１日から施行する。 



 （経過措置） 

２ この規程による改正後の高知市し尿収集手数料減免並びに収集料助成規程の規定は，平成８年

１月１日以後の処理に係る手数料から適用し，同日前の処理に係る手数料については，なお従前

の例による。 

    附 則  （平成７年11月20日告示第113号） 

 （施行期日） 

１ この規程は，平成７年11月20日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程による改正後の高知市し尿収集手数料減免並びに収集料助成規程の規定は，平成８年

１月１日以後の処理に係る手数料から適用し，同日前の処理に係る手数料については，なお従前

の例による。 

    附 則  （平成11年３月23日告示第38号） 

 この規程は，平成11年３月23日から施行し，平成10年９月25日から適用する。 

    附 則  （平成12年４月１日告示第61号）抄 

 （施行期日） 

１ この規程は，平成12年４月１日から施行する。 

    附 則  （平成13年９月１日告示第188号） 

 この規程は，平成13年９月１日から施行し，平成９年４月１日から適用する。 

    附 則  （平成16年12月１日告示第215号）  

１ この規程は，平成17年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程による改正後の高知市し尿収集手数料減免並びに収集料助成規程の規定は，この規程

の施行の日以後の処理に係る手数料から適用し，同日前の処理に係る手数料については, なお従

前の例による。 

    附 則  （平成17年２月１日告示第37号）  

 （施行期日） 

１ この規程は，平成17年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程による改正後の高知市し尿収集手数料減免並びに収集料助成規程の規定は，この規程

の施行の日以後の処理に係る手数料から適用し，同日前の処理に係る手数料については, なお従

前の例による。 



14 高知市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例  

 

                               平成13年７月１日 

                               条 例 第 30号  

目次 

第１章 総則（第１条―第７条） 

第２章 公共の場所における措置（第８条―第10条） 

第３章 放置自動車の処分等（第11条―第14条） 

第４章 高知市放置自動車廃物判定委員会（第15条） 

第５章 雑則（第16条―第19条） 

第６章 罰則（第20条・第21条） 

附則 

 

第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は，放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定めることにより，

公共の場所の機能の保全並びに市民の快適な生活環境の維持及び向上を図るとともに，良好な都

市環境の形成に資することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 自動車 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第２条第２項に規定する自動車をいう。 

(2) 放置 自動車が正当な権原に基づくことなく，公共の場所に相当の期間にわたり置かれて

いることをいう。 

(3) 放置自動車 自動車で，その機能の一部又は全部を失った状態で放置されているものをい

う。 

(4) 公共の場所 道路交通法（昭和35年法律第105    号）第２条第１項第１号に規定する道路，

公園，河川敷その他の公共の用に供する場所をいう。 

(5) 事業者等 自動車の製造，輸入，販売，整備，解体，検査，登録その他これらに類するも

のを業として行っている者及びこれらの者の団体をいう。 

(6) 所有者等 自動車の所有権，占有権又は使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自

動車を放置した者又は放置させた者をいう。 

(7) 廃物 放置自動車で，自動車としての本来の用に供することが困難な状態にあり，かつ，

不要物と認められるものをいう。 

(8) 処分等 廃物の撤去，処分若しくは処理又はこれらのために必要な措置をいう。 

 （市長の責務） 

第３条 市長は，放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し，啓発に関する施策その他の必要

な施策（以下「施策」という。）を策定し，これを実施するものとする。 

 （市民の責務） 

第４条 市民（本市の区域内において自動車を所有し，又は使用する者を含む。）は，本市が実施



する施策に協力しなければならない。 

 （事業者等の責務） 

第５条 事業者等は，自動車が放置自動車とならないよう啓発，回収その他の適切な措置を講ずる

ように努めるとともに，本市が実施する施策に協力しなければならない。 

 （放置の禁止） 

第６条 何人も，正当な理由なく自動車を放置し，若しくは放置させ，又はこれらの行為をしよう

とする者に協力してはならない。 

 （通報等） 

第７条 放置自動車を発見した者は，市長にその旨を通報するよう努めなければならない。 

２ 市長は，前項の規定による通報を受けた場合において必要があると認めるときは，その内容を

関係機関に通報する等適切な措置を講ずるものとする。 

第２章 公共の場所における措置 

 （公共の場所における調査等） 

第８条 市長は，公共の場所に関し，前条第１項の規定による通報があったときその他必要がある

と認めるときは，当該職員に当該自動車の状況，所有者等その他の事項を調査させることができ

る。 

２ 市長は，前項の規定による調査の結果，当該自動車が放置自動車であると判断したときは，所

有者等に適正な処理を促すため，当該放置自動車に警告書をはり付けるものとする。 

 （撤去勧告） 

第９条 市長は，前条第１項の規定による調査の結果又は第12条に規定する処分等をするまでの間

に，放置自動車の所有者等が判明したときは，当該所有者等に対し，期限を定めて当該放置自動

車を撤去するよう勧告することができる。 

 （撤去命令） 

第10条 市長は，前条の規定による勧告を行ったにもかかわらず，放置自動車を撤去しない所有者

等に対し，期限を定めて当該放置自動車を撤去するよう命ずることができる。 

第３章 放置自動車の処分等 

 （廃物認定） 

第11条 市長は，放置自動車が，第８条第２項の規定により警告書をはり付けた日から起算して規

則で定める期間を経過した後において，同条第１項の規定による調査の結果，当該放置自動車の

所有者等が判明しなかった場合又は所有者等は判明したが住所，居所その他の連絡先が不明で連

絡が取れない場合は，第15条に規定する高知市放置自動車廃物判定委員会の判定を経て，放置自

動車を廃物として認定することができる。 

２ 市長は，高知市放置自動車廃物判定委員会があらかじめ定める判断基準により当該放置自動車

を明らかに廃物として判断できるものについては，前項の規定にかかわらず，高知市放置自動車

廃物判定委員会の判定を経ずに，廃物として認定することができる。 

３ 市長は，第１項又は前項の規定による認定をしようとするときは，あらかじめその旨を告示し

なければならない。 

 （処分等） 

第12条 市長は，放置自動車を廃物として認定したときは，その処分等をすることができる。 

 （廃物認定外放置自動車の措置） 



第13条 市長は，廃物として認定しなかった放置自動車（以下「廃物認定外放置自動車」という。）

については，所有者等に当該廃物認定外放置自動車の引取りを促すため規則で定める事項を告示し

なければならない。 

２ 前項の規定による告示の日から起算して６月を経過してもなお当該廃物認定外放置自動車の引

取りのないときは，当該廃物認定外放置自動車の所有権は本市に帰属するものとする。 

 （費用の請求） 

第14条 市長は，第12条の規定による処分等をした後に，当該放置自動車の所有者等が判明したと

きは，その者に対し，当該放置自動車の処分等に要した費用を請求することができる。 

第４章 高知市放置自動車廃物判定委員会 

 （委員会の設置） 

第15条 放置自動車の廃物の判定その他放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項

を審議するため，高知市放置自動車廃物判定委員会（次項において「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は，規則で定める。 

第５章 雑則 

 （国等に対する要請） 

第16条 市長は，国又は他の公共団体若しくは公共的団体に対し，当該団体が設置し，又は管理し

ている公共の場所における放置自動車の適正な処理について，必要な措置を講ずるよう要請する

ことができる。 

 （事業者等への協力要請） 

第17条 市長は，事業者等に対し，廃物と認定した放置自動車の処理について，必要な協力を要請

することができる。 

 （他の法令等との調整） 

第18条 この条例は，法令等の規定により，放置自動車の処理に関する手続が定められている場合

については，適用しない。 

 （委任） 

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

第６章 罰則 

第20条 第10条の規定による命令に違反した者は，20万円以下の罰金に処する。 

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人，使用人その他の従業者が，その法人又は人の

業務に関し，前条の違反行為をしたときは，行為者を罰するほか，その法人又は人に対して同条

の刑を科する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，別に規則で定める日から施行する。 

 （検討） 

２ 市長は，この条例の施行後において，資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第

48号）及び放置自動車の発生の防止等に関する他の法令の改廃等により必要があると認めるとき

は，この条例の施行の状況について検討を加え，その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと

する。 



15 高知市ダイオキシン類による健康被害の防止及び生活環境の保全に関する条例  
 
                                                  平成11年４月１日 

                                         条 例 第 39号 

 

             改正  平成14年７月５日 条例第27号 

                 平成20年１月１日 条例第53号 

  （目的） 

第１条 この条例は，ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号。以下「法」という。)

と相まって，高知市におけるダイオキシン類の発生及び排出の抑制に関する施策を実施することに

より，人の健康に係る被害を未然に防止するとともに，生活環境の保全を図ることを目的とする。 

  （定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

(1) ダイオキシン類 ポリ塩化ジベンゾフラン，ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン及びコプ

ラナーポリ塩化ビフェニルをいう。 

(2) 小型焼却炉 ダイオキシン類対策特別措置法施行令（平成11年政令第433号）別表第１第５号

の規定に該当しない廃棄物焼却炉をいう。 

  （市の責務） 

第３条 市は，ダイオキシン類の発生及び排出を抑制するため,本市の自然的社会的条件に応じた総

合的かつ計画的な施策を策定し，及び実施する責務を有する。 

２  市は，前項の施策の策定及び実施に当たり,必要と認めるときは，国及び他の地方公共団体その

他関係機関と協力して行うように努めなければならない。 

３  市は，ダイオキシン類の発生及び排出の抑制のための施策について,事業者及び市民に対し，積

極的な啓発及び指導に努めなければならない。 

  （事業者の責務） 

第４条  事業者は，その事業活動を行うに当たっては,ダイオキシン類の発生及び排出のおそれのな

い製品の製造及び使用に努めるとともに,廃棄物の分別及び再資源化による廃棄物の減量化その他廃

棄物を適正に処理することにより,ダイオキシン類の発生及び排出を抑制するよう努めなければなら

ない。 

２  前項に定めるもののほか，事業者は,市が実施するダイオキシン類の発生及び排出の抑制に関す

る施策に協力する責務を有する。 

  （市民の責務） 

第５条 市民は，廃棄物の分別及び再資源化に努め，焼却により処理する廃棄物の減量を図る等に 

より，ダイオキシン類の発生及び排出を抑制するよう努めなければならない。 

２  前項に定めるもののほか,市民は,市が実施するダイオキシン類の発生及び排出の抑制に関する 

施策に協力する責務を有する。 

  （ダイオキシン類の濃度の調査測定等） 

第６条 市長は，大気，土壌その他ダイオキシン類が残留し，人の健康に被害を及ぼすおそれがあ

ると認められるもの(以下「汚染対象物」という。)について，計画的かつ効果的に，そのダイオ 

キシン類の濃度を調査測定（法第27条第１項の規定による調査測定を除く。）するものとする。 

２  市長は，前項の規定による調査測定に際しては，その対象となる汚染対象物,範囲,時期等につ 



いて,あらかじめ，高知市ダイオキシン類対策審議会(以下この条及び次条において「審議会」

という。）の意見を聴かなければならない。 

３  市長は，第１項の規定により調査測定をしたときは，その結果を審議会に報告するとともに， 

審議会において特別の理由があると認めた場合を除き，これを公表しなければならない。 

  （抑制計画の策定） 

第７条 市長は，ダイオキシン類の発生及び排出を抑制するため，ダイオキシン類抑制計画（以下

「抑制計画」という。）を定めなければならない。 

２  抑制計画は，次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) ダイオキシン類の発生及び排出を抑制するための施策の大綱 

(2) ダイオキシン類の発生及び排出を抑制するための指導基準 

(3) その他ダイオキシン類の発生及び排出を抑制するために必要な事項 

３  市長は，抑制計画を定めるに当たっては，あらかじめ，審議会の意見を聴かなければならない。 

４  市長は，抑制計画を定めたときは，速やかに，これを公表しなければならない。 

５  前２項の規定は，抑制計画の変更について準用する。 

 （小型焼却炉の構造基準等） 

第８条 小型焼却炉は，規則で定める構造基準に適合しなければならない。 

２ 小型焼却炉を用いた廃棄物の焼却は，規則で定める維持管理基準に適合しなければならない。 

 （小型焼却炉の設置の届出） 

第９条 小型焼却炉を設置しようとする者は，規則で定めるところにより，次に掲げる事項を市長

に届け出なければならない。 

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては，その代表者の氏名 

(2) 小型焼却炉を設置する施設等の名称及び所在地 

(3) 小型焼却炉の構造 

(4) 小型焼却炉の使用の方法 

（経過措置） 

第10条 一の焼却炉が小型焼却炉となった際現にその焼却炉を設置している者（設置の工事をして

いる者を含む。）は，当該焼却炉が小型焼却炉となった日から30日以内に，規則で定めるところ 

により，前条各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。 

 （小型焼却炉の構造等の変更の届出） 

第11条 第９条又は前条の規定による届出をした者は，その届出に係る第９条第３号又は第４号に

掲げる事項の変更をしようとするときは，規定で定めるところにより，その旨を市長に届け出 

なければならない。 

 （計画変更指導及び勧告） 

第12条 市長は，第９条又は前条の規定による届出があった場合において，その届出に係る小型焼

却炉が第８条第１項に規定する構造基準に適合しないと認めるとき，又は小型焼却炉の使用の 

方法が適当でないと認めるときは,その届出を受理した日から60日以内において，その届出をした

者に対し，当該小型焼却炉の構造若しくは使用の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出

に係る計画の廃止を含む。)又は第９条の規定による届出に係る小型焼却炉の設置に関する計画の

廃止を指導するものとする。 

２ 市長は，前項の規定による指導を受けた者が当該指導に従わないときは，当該指導に従うよう勧



告するものとする。 

 （実施の制限） 

第13条 第９条又は第11条の規定による届出をした者は，その届出が受理された日から60日を経過

した後でなければ，それぞれ，その届出に係る小型焼却炉の構造若しくは使用の方法の変更をして

はならない。 

２ 市長は第９条又は第11条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは，前

項に規定する期間を短縮することができる。 

 （氏名の変更等の届出） 

第14条 第９条又は第10条の規定による届出をした者は，その届出に係る第９条第１号又は第２号

に掲げる事項に変更があったとき，又はその届出に係る小型焼却炉の使用を廃止したときは，そ 

の日から30日以内に，規定で定めるところにより，その旨を市長に届け出なければならない。 

 （承継） 

第15条 第９条又は第10条の規定による届出をした者からその届出に係る小型焼却炉を譲り受け，

又は借り受けた者は，当該小型焼却炉に係る当該届出をした者の地位を承継する。 

２ 第９条又は第10条の規定による届出をした者について相続，合併又は分割（その届出に係る小

型焼却炉を承継させるものに限る。）があったときは，相続人，合併後存続する法人若しくは合 

併により設立した法人又は分割により当該焼却炉を承継した法人は，当該届出をした者の地位を承 

継する。 

３ 前２項の規定により第９条又は第10条の届出をした者の地位を承継した者は，その承継があっ

た日から30日以内に，規則で定めるところにより，その旨を市長に届け出なければならない。 

 （改善指導及び勧告） 

第16条 市長は，小型焼却炉が第８条第１項に規定する構造基準に適合しないと認めるとき，小型

焼却炉の使用の方法が適当でないと認めるとき,又は小型焼却炉による廃棄物の焼却の方法が同条

第２項に規定する維持管理基準に適合しないと認めるときは，当該小型焼却炉を設置している者 

に対し，期限を定めて当該小型焼却炉の構造，使用の方法若しくは焼却の方法の改善又は使用の 

一時停止を指導するものとする。 

２ 市長は，前項の規定による指導を受けた者が当該指導に従わないときは，当該指導に従うよう

勧告するものとする。 

 （事故時の措置） 

第17条 小型焼却炉を設置している者（以下「設置者」という。）は，小型焼却炉の故障，破損そ

の他の事故が発生したときは，直ちに，当該小型焼却炉の使用の一時停止その他の必要な応急の 

措置を講ずるとともに，その事故を速やかに復旧するよう努めなければならない。 

（小型焼却炉に係る焼却灰等の処理） 

第18条 設置者は，小型焼却炉から排出される焼却灰その他の燃え殻(以下「焼却灰等」という。）

が飛散し，及び流出しないよう措置を講じなければならない。 

２ 設置者は，小型焼却炉から排出される焼却灰等の処分を行う場合は，廃棄物の処理及び清掃に関 

する法律（昭和45年法律第137号）その他関係法令の諸規定に従い，当該焼却灰等を適正に処理し

なければならない。 

 （立入調査等） 

第19条  市長は，この条例の施行に必要な限度において，事業者及び市民（以下「事業者等」とい



う。）に対して報告若しくは資料の提出を求め，又は事業者等の当該事業等の用に供する土地若 

しくは建物に立ち入り，廃棄物その他の物件の保管等若しくは焼却炉等廃棄物の処理若しくは処 

分の用に供する施設の構造若しくは維持管理等に関し調査し，若しくは汚染対象物の検査（以下

「立入調査等」という。）をすることができる。 

２ 市長は，前項の規定による立入調査等をするため必要があるときは，必要な最少量に限り土壌

その他の物を無償で集取することができる。 

３  市長は，立入調査等をその命じた者又は委任した者に行わせることができる。 

４  立入調査等をする者は，その身分を示す証明書を携帯し，関係人に提示しなければならない。 

５  立入調査等の権限は，犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

  （指導，勧告及び公表） 

第20条 市長は，第12条及び第16条に定めるもののほか，次の各号のいずれかに該当する者に対し

て指導を行い，又は違反行為の停止その他必要な措置をとるべきことを勧告するものとする。 

(1) 第９条から第11条まで，第14条または第15条第３項の規定に違反して届出をせず，又は虚偽の

届出をした者 

(2) 第13条第１項の規定に違反して小型焼却炉を設置し，又は小型焼却炉の構造若しくは使用の

方法を変更した者 

(3) 前条第１項の規定に違反して報告若しくは資料の提出をせず，又は虚偽の報告若しくは資料

の提出をした者 

(4) 前条第１項の規定に違反して立入調査等を拒み，妨げ，又は忌避した者 

(5) 前条第２項の規定に違反して正当な理由がないのに土壌等の集取を拒み，妨げ，又は忌避し

た者 

２  市長は，第12条第２項,第16条第２項及び前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わな いときは，

当該勧告を受けた者に弁解の機会を付与した上で，その者の氏名等を公表することができる。 

３ 第１項に掲げるもののほか，市長はダイオキシン類の発生及び排出を抑制するため必要があると認めると

きは，事業者等に対し，必要な指導又は勧告をすることができる。 

  （ダイオキシン類対策審議会） 

第21条 この条例により，その権限に属する事項を審議するほか，市長の諮問に応じてダイオキシ ン類対策に

関する基本的事項について調査審議するため，高知市ダイオキシン類対策審議会（以下「審議会」

という。）を置く。 

２  審議会は，ダイオキシン類対策に関する基本的事項について市長に意見を述べることができる。 

３  審議会は，委員15人以内で組織する。 

４  特別の事項を調査審議させるため必要があるときは，審議会に特別委員を置くことができる。 

５  委員及び特別委員は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 学識経験を有する者及び市民 

(2) 関係行政機関の職員 

(3) その他市長が適当と認める者 

６  委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間と

する。 

７  特別委員の任期は，当該特別の事項に関する調査審議が終了するまでの間とする。 

８  審議会の会議及び審議会に提出された資料は，公開するものとする。ただし，審議会の会議にお いて非公開



と決定したものについては，この限りでない。 

９  委員及び特別委員は，前項本文の規定により公開されるべきものを除き，その職務上知り得た秘 密を漏らし

てはならない。その職を退いた後も同様とする。 

10  前各項に定めるもののほか，審議会の組織及び運営に関し必要な事項は，規則で定める。 

  （委任） 

第22条  この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

    附 則  

  （施行期日） 

１  この条例は，別に規則で定める日から施行する。ただし，第21条及び附則第４項の規定は，公布の日から施

行する。 

  （検討） 

２  市長は，この条例（前項ただし書に定める規定に係る部分を除く。以下同じ。）の施行後，ダイ

オキシン類が人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見の充実の程度，大気汚染防止法（昭和43年

法律第97号）その他の法令によるダイオキシン類規制の状況その他の事情に著しい変化があり，必

要があると認めるときは，所要の措置を講ずるものとする。 

３ 市長は，臭素系ダイオキシンにつき，人の健康に対する影響の程度，その発生過程等に関する調査研究の

結果に基づき，必要な措置を講ずるものとする。 

  （施行のために必要な準備） 

４  市長は，抑制計画を定めようとするときは，この条例の施行の日前においても審議会の意見を聴

くことができる。 

 （春野町の編入に伴う経過措置） 

５ 春野町の編入（以下「編入」という。）の際現に旧春野町の区域において，小型焼却炉（編入

の日以後に使用されるものに限る。）を設置している者（設置の工事をしている者を含む。）は，

第10条に規定する焼却炉を設置している者とみなして，同条の規定を適用する。この場合において，

同条中「当該焼却炉が小型焼却炉となった日から30日以内」とあるのは，「平成20年３月31日ま

で」とする。 

   附 則（平成14年７月５日条例第27号） 

 （施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の高知市ダイオキシン類による健康被害の防止及び生活環境の保全に関する条例第

８条から第16条まで及び第20条第１項（第３号から第５号までの規定を除く。）の規定は，平成14

年12月１日において現に設置されている小型焼却炉のうち同日以後に使用されるもの及び同日以後

に新たに設置される小型焼却炉について適用する。 

   附 則（平成20年１月１日条例第53号） 

 この条例は，公布の日から施行する。 



16 高知市廃棄物処理施設整備基金条例 

 

                               平成20年３月26日  

                               条 例 第 79号 

（設置） 

第１条 本市における一般廃棄物処理施設の整備に要する経費に充てるため，高知市廃棄物処理施設整

備基金（以下「基金」という。）を設置する。  

（基金の積立て） 

第２条 基金として積立てる額は，一般会計歳入歳出予算で定める。  

２ 基金をより効果的に運営するため，基金の設置目的に沿う市民又は法人その他の団体の寄附金は，

前項の積立額に充てることができる。  

（管理） 

第３条 基金に属する現金は，金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければ

ならない。  

２ 基金に属する現金は，必要に応じ，最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。  

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益（以下「運用益金」という。）は，一般会計歳入歳出予算に計上し

て，基金の設置目的を達成するために行う事業の経費に充てるものとする。  

２ 前項に定める事業の経費に充当したものを除き，運用益金は，一般会計歳入歳出予算に計上して，

この基金に積み立てる。  

（処分） 

第５条 市長は，基金の設置目的を達成するため必要があると認めるとは，一般会計歳入歳出予算の定

めるところにより，基金の全部又は一部を処分することができる。  

（繰替運用） 

第６条 市長は，財政上必要があると認めるときは，確実な繰戻しの方法，期間及び利率を定めて，基

金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。  

（委任） 

第７条 この条例の施行について必要な事項は，市長が別に定める。  

附 則  

この条例は，公布の日から施行する。  



17 高知市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例  
 
                                                  平成９年12月26日 

                                         条 例 第 53号 

 

             改正  平成12年4月1日 条例第32号 

                 平成17年1月1日 条例第37号 

                 平成18年4月1日 条例第23号 

                 平成20年1月1日 条例第51号 

 

  （目的） 

第１条 この条例は，浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第48条第1項の規定に基

づき，浄化槽の保守点検を業とする者について，登録制度を設けることにより，公共用水域等の水

質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り，もって生活環境の保全及

び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。 

  （登録） 

第２条 本市の区域内において，浄化槽の保守点検を行う事業(以下「浄化槽保守点検業」とい

う。)を営もうとする者は，市長の登録を受けなければならない。  

２ 前項の登録の有効期間は，３年とする。  

３ 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は，更新の登録を受けな

ければならない。  

４ 更新の登録の申請があった場合において，第２項の有効期間の満了の日までにその申請に対す

る登録又は登録の拒否の処分がなされないときは，従前の登録は，同項の有効期間の満了後もそ

の処分がなされるまでの間は，なおその効力を有する。  

５ 前項の場合において，更新の登録がなされたときは，その登録の有効期間は，従前の登録の有

効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 

  （登録の申請） 

第３条 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は，次の事項を

記載した申請書を市長に提出しなければならない。  

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては，その代表者の職・氏名  

(2) 本市の区域を営業区域（浄化槽保守点検業を営もうとする区域をいう。）とする営業所（以

下「営業所」という。）の名称及び所在地  

(3) 法人にあっては，その役員（業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者を

いう。以下同じ。）の氏名  

(4) 営業所ごとに置かれる専任の浄化槽管理士の氏名，その者が交付を受けた浄化槽管理士免状

の交付番号及びその者が専任する営業区域に係る市町村名  

２ 前項の申請書には，次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。  

(1) 申請者が第５条第１項第１号から第６号までに該当しないことを誓約する書類  

(2) 第９条第４項に規定する器具の明細を記載した書類  

(3) 連絡をとっている又は連絡をとる予定の浄化槽清掃業者の氏名若しくは名称及び営業所の所

在地を記載した書類その他の浄化槽の適正な管理に資することを証する書類  



(4) その他規則で定める書類又は図面  

  （登録の実施） 

第４条  市長は，前条の規定による申請があったときは，次条第１項の規定により登録を拒否する

場合を除くほか，遅滞なく，前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化

槽保守点検業者登録簿に登録しなければならない。  

２ 市長は，前項の規定による登録をした場合においては，直ちにその旨を当該申請者に通知しな

ければならない。  

３ 何人も，市長に対し，その登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者（以下「浄化槽保守点検業

者」という。）に関する浄化槽保守点検業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。 

  （登録の拒否） 

第５条 市長は，申請者が次の各号のいずれかに該当するものであるとき，又は申請書若しくは添

付書類の重要な事項について虚偽の記載があり，若しくは重要な事実の記載が欠けているときは，

その登録を拒否しなければならない。  

(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上

の刑に処せられ，その執行を終わり，又は執行を受けることがなくなった日から２年を経過し

ない者  

(2) 第12条第１項の規定により登録を取り消され，その処分のあった日から２年を経過しない者  

(3) 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第12条第１項の規定により登録を取り消された場合

において，その処分のあった日以前30日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であった者でそ

の処分のあった日から２年を経過しないもの  

(4) 第12条第１項の規定により事業の停止を命ぜられ，その停止の期間が経過しない者  

(5) 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理

人が前各号のいずれかに該当するもの  

(6) 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの  

(7) 第９条第１項，第２項及び第４項に規定する要件のいずれかを欠く者  

２ 市長は，前項の規定により登録を拒否したときは，その理由を示して，直ちにその旨を申請者

に通知しなければならない。 

  （変更の届出） 

第６条 浄化槽保守点検業者は，第３条第１項各号に掲げる事項に変更があったときは，規則で定

めるところにより，変更の日から30日以内に，その旨を市長に届け出なければならない。  

２  第４条第１項及び第２項並びに前条の規定は，前項の規定による届出があった場合に準用する。 

  （廃業等の届出） 

第７条 浄化槽保守点検業者が，次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては，当

該各号に掲げる者は，30日以内に，その旨を市長に届け出なければならない。  

(1) 死亡した場合 その相続人  

(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者  

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人  

(4) 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人  

(5) 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であった個人又は浄化槽保守点検業

者であった法人の役員 



 （登録の抹消） 

第８条 市長は，前条の規定による届出があった場合（同条の規定による届出がなくて同条各号の

いずれかに該当する事実が判明した場合を含む。）又は登録がその効力を失った場合は，浄化槽

保守点検業者登録簿からこれらの場合に係る浄化槽保守点検業者の登録を抹消しなければならな

い。  

２ 市長は，前項の規定により登録を抹消した場合においては，その理由を示して，直ちにその旨

を前条の届出をした者又は当該登録を抹消した浄化槽保守点検業者であった者に通知しなければな

らない。 

 （営業所の設置等） 

第９条 浄化槽保守点検業者は，本市の区域内に営業所を設置し，営業所に浄化槽管理士を置かな

ければならない。  

２ 前項の浄化槽管理士は，浄化槽の清掃を行う者との連携等浄化槽の管理が適正に行われるよう，

本市の区域の専任でなければならない。  

３ 浄化槽管理士１人につき専ら保守点検を行うことができる浄化槽の基数については，規則で定

める。  

４ 浄化槽保守点検業者は，営業所ごとに規則で定める器具を備えなければならない。  

５ 浄化槽保守点検業者は，第１項，第２項及び前項の規定のいずれかに抵触する場合が生じたと

きは，２週間以内に当該各項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。  

６ 浄化槽保守点検業者は，浄化槽の保守点検を行うときは，これを浄化槽管理士に行わせ，若し

くは実地に監督させ，又はその資格を有する浄化槽保守点検業者自ら行い，若しくは実地に監督

しなければならない。  

７ 浄化槽保守点検業者は，浄化槽の保守点検の技術上の基準に従って浄化槽の保守点検を行うこ

ととし，その際，当該浄化槽について清掃が必要であると認められたときは，速やかに当該浄化

槽の管理者及び浄化槽の管理者が当該浄化槽の清掃を委託している場合にあっては委託を受けて

いる浄化槽清掃業者に通知しなければならない。  

８ 浄化槽保守点検業者は，第２条第１項の登録又は同条第３項の更新の登録を受けるときは，第

１項の規定により営業所に置くこととされる浄化槽管理士ごとに規則で定める浄化槽管理士身分

証（以下「身分証」という。）の交付を受けなければならない。  

９ 浄化槽管理士は，その職務を行うときは，浄化槽の管理者がその資格を容易に確認することが

できるよう身分証を着用しなければならない。  

10 身分証の交付，再交付，書換え交付，返納等に関し必要な事項は，規則で定める。 

（標識の掲示） 

第10条 浄化槽保守点検業者は，規則で定めるところにより，その営業所ごとに，その見やすい場

所に，氏名又は名称，登録番号その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。 

 （帳簿の備付け等） 

第11条 浄化槽保守点検業者は，規則で定めるところにより，その営業所ごとに帳簿を備え，その

業務に関し規則で定める事項を記載し，これを保存しなければならない。 

 （登録の取消し等） 

第12条 市長は，浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは，その登録を取り消

し，又は６月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。  



(1) 不正の手段により第２条第１項又は第３項の登録を受けたとき。  

(2) 第５条第１項第１号，第３号又は第５号から第７号までのいずれかに該当することとなった

とき。  

(3) 第６条第１項の規定による届出をせず，又は虚偽の届出をしたとき。  

(4) 法第12条第１項の助言，指導又は勧告に従わず，情状特に重いとき。  

(5) 前各号に掲げるもののほか，法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基

づく処分に違反したとき。  

２ 市長は，前項の規定による処分をしようとするときは，高知市行政手続条例(平成９年条例第３

号)第13条第１項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず，聴聞を行わなければな

らない。  

３ 第１項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は，公開により行わなければならない。  

４ 市長は，第１項の規定により処分をした場合には，その理由を示して，直ちにその旨を当該処

分をした浄化槽保守点検業者に通知しなければならない。 

 （報告徴収，立入検査等） 

第13条 市長は，この条例の施行に必要な限度において，浄化槽保守点検業者に対し，浄化槽の保

守点検業務に関し報告させることができる。  

２ 市長は，この条例を施行するため特に必要があると認めるときは，その職員に，浄化槽保守点

検業者の事務所又は営業所に立ち入り，帳簿書類その他の物件を検査させ，又は関係者に質問さ

せることができる。  

３ 前項の場合には，当該職員は，その身分を示す証明書を携帯し，かつ，関係者の請求があると

きは，これを提示しなければならない。  

４ 第２項の権限は，犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

 （登録申請手数料） 

第14条 第２条第１項又は第３項の登録を受けようとする者は，申請手数料として29,000円を市に

納付しなければならない。 

 （身分証交付手数料等） 

第15条 身分証の交付，再交付又は書換え交付を受けようとする者は，浄化槽管理士身分証交付手

数料，浄化槽管理士身分証再交付手数料又は浄化槽管理士身分証書換え交付手数料として2,350円

以内で規則で定める額を市に納付しなければならない。 

 （委任） 

第16条 この条例の施行について必要な事項は，規則で定める。 

 （罰則） 

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は，６月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。  

(1) 第２条第１項又は第３項の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者  

(2) 不正の手段により第２条第１項又は第３項の登録を受けた者  

(3) 第12条第１項の規定による命令に違反した者  

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は，５万円以下の罰金に処する。  

(1) 第９条第５項の規定に違反して措置をとらなかった者  

(2) 第９条第６項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行った者  

(3) 第11条の規定に違反して帳簿を備えず，帳簿に記載せず，虚偽の記載をし，又は帳簿を保存



しなかった者  

(4) 第13条第１項の規定による報告をせず，又は虚偽の報告をした者  

(5) 第13条第２項の規定による検査を拒み，妨げ，若しくは忌避し，又は同項の規定による質問

に対して答弁をせず，若しくは虚偽の答弁をした者 

 （両罰規定） 

第19条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人，使用人その他の従業者が，その法人又は人の業

務に関し，前２条の違反行為をしたときは，行為者を罰するほか，その法人又は人に対しても，

各本条の罰金刑を科する。 

   

    附 則  

（施行期日） 

１ この条例は，平成10年４月１日から施行する。  

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に高知県知事の登録を受け本市の区域内において浄化槽の保守点検を行

う事業を営んでいる者は，当該登録の有効期間満了の日までの間は，第２条第１項の登録を受け

ることなく引き続き浄化槽保守点検業を営むことができる。  

（鏡村及び土佐山村の編入に伴う経過措置） 

３ 鏡村及び土佐山村の編入（附則第５項において「編入」という。）の際現に高知県知事の登録

を受け旧鏡村又は旧土佐山村の区域内において浄化槽の保守点検を行う事業を営んでいる者は，

当該登録の有効期間満了の日までの間は，第２条第１項の登録を受けないでも引き続き当該区域

内において浄化槽保守点検業を営むことができる。  

（営業所の設置に関する特例） 

４ 前２項の規定により浄化槽保守点検業を営むことができる者で，本市の区域内に営業所を有し

ないものに係る第９条第１項の規定の適用については，当分の間，同項中「本市の区域内に営業

所」とあるのは，「営業所」と読み替えるものとする。  

（罰則に関する経過措置） 

５ 編入の日前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。  

（春野町の編入に伴う経過措置） 

６ 春野町の編入（以下「編入」という。）の際現に高知県知事の登録を受け旧春野町の区域内に

おいて浄化槽の保守点検を行う事業を営んでいる者は，当該登録の有効期間満了の日までの間は，

第２条第１項の登録を受けないでも引き続き当該区域内において浄化槽保守点検業を営むことが

できる。  

７ 前項の規定により浄化槽保守点検業を営むことができる者で，本市の区域内に営業所を有しな

いものに係る第９条第１項の規定の適用については，同項中「本市の区域内に営業所」とあるの

は，「営業所」と読み替えるものとする。  

８ 編入の日前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。 

   附 則 （平成12年４月１日条例第32号） 

 （施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

 （経過措置） 



２ この条例による改正後の高知市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例第14条の規定は，こ

の条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に登録又は更新の登録の申請をしたものに係

る手数料から適用し，施行日前に登録又は更新の登録の申請をしたものに係る手数料については，

なお従前の例による。 

   附 則 （平成17年１月１日条例第37号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則 （平成18年４月１日条例第23号） 

１ この条例は，平成19年４月１日から施行する。ただし，次項の規定は公布の日から，第１条の

規定は平成18年７月１日から施行する。  

（準備行為） 

２ この条例（第１条の規定に限る。以下同じ。）による改正後の高知市浄化槽の保守点検業者の

登録に関する条例（以下「改正後の条例」という。）の規定による浄化槽管理士身分証の交付及

びこれに関し必要な手続その他の行為は，この条例の施行前においても，改正後の条例の規定の

例により行うことができる。 

附 則 （平成20年１月１日条例第51号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

 



18 高知市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則  
 
                                                  平成10年４月１日 

                                         条 例 第 56号 

 

             改正  平成12年12月26日 規則第101号 

                 平成14年４月１日 規則第47号 

                 平成18年４月１日 規則第51号 

 

  （趣旨） 

第１条 この規則は，高知市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例（平成９年条例第53号。以

下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

  （更新の登録の申請） 

第２条 条例第２条第３項の規定による更新の登録を受けようとする者は，同条第２項の有効期間

の満了の日前30日までに，条例第３条第１項に規定する申請書を提出しなければならない。 

  （登録申請書の様式） 

第３条 条例第３条第１項に規定する申請書は，浄化槽保守点検業者（新規・更新）登録申請書

（第１号様式）によるものとする。 

  （登録申請書の添付書類） 

第４条  条例第３条第２項第１号に規定する書類は，誓約書（第２号様式）によるものとする。  

２ 条例第３条第２項第２号に規定する書類は，器具明細表（第３号様式）によるものとする。  

３ 条例第３条第２項第３号に規定する連絡をとっている又は連絡をとる予定の浄化槽清掃業者の

氏名又は名称及び営業所の所在地を記載した書類は，浄化槽清掃業者に関する書類（第３号様式

の２)によるものとする。  

４  条例第３条第２項第４号に規定する規則で定める書類又は図面は，次のとおりとする。  

(1) 営業所ごとに置かれる専任の浄化槽管理士の浄化槽管理士免状の写し  

(2) 専任の浄化槽管理士の略歴を記載した書面（第４号様式）及び住民票の写し又はこれに代わ

る書面  

(3) 申請者（法人である場合にあってはその役員，営業に関し成年と同一の能力を有しない未成

年者である場合にあってはその法定代理人を含む。）の略歴を記載した書面（第５号様式）  

(4) 法人にあっては，登記事項証明書  

(5) 個人にあっては，住民票の写し又はこれに代わる書面  

(6) 事業計画書（第６号様式）  

(7) 営業所及び条例第９条第４項に規定する器具の保管場所の所在地番を記載した見取図並びに

当該保管場所における当該器具の保管場所を明示した配置図  

(8) 申請者に係る市税について滞納がない旨の納税証明書 

  （登録簿の様式） 

第５条 条例第４条第１項に規定する浄化槽保守点検業者登録簿は，第７号様式によるものとする。 

  （変更の届出） 

第６条 条例第６条第１項の規定による届出は，浄化槽保守点検業登録事項変更届（第８号様式）

に，次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を添えて行わなければならない。  



(1) 条例第３条第１項第１号に掲げる事項の変更 住民票の写し若しくはこれに代わる書面又は

登記事項証明書  

(2) 条例第３条第１項第２号に掲げる事項の変更（商業登記の変更を必要とする場合に限る。） 

登記事項証明書  

(3) 条例第３条第１項第３号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに新たに役員となる者が

ある場合においては，第４条第１項及び同条第４項第３号に規定する書類  

(4) 条例第３条第１項第４号に掲げる事項の変更 第４条第４項第１号及び第２号に規定する書

類 

  （廃業等の届出） 

第７条 条例第７条の規定による廃業等の届出は，浄化槽保守点検業廃業等届（第９号様式）によ

り行わなければならない。 

 （保守点検を行うことができる浄化槽の基数） 

第７条の２ 条例第９条第３項に規定する浄化槽の基数は，最大700基とする。 

 （器具の設置） 

第８条 条例第９条第４項に規定する規則で定める器具は，別表のとおりとする。 

 （浄化槽管理士身分証） 

第９条 条例第９条第８項に規定する規則で定める浄化槽管理士身分証（以下「身分証」とい

う。）は，第９号様式の２によるものとする。  

２ 浄化槽管理士は，条例第９条第８項の規定により身分証の交付を受けようとするときは，浄化

槽管理士身分証交付（新規・書換え・再交付）申請書（第９号様式の３。以下「交付申請書」と

いう。）を市長に提出しなければならない。  

３ 浄化槽管理士は，身分証を譲り渡し，又は貸与してはならない。  

４ 身分証の有効期間は，当該身分証の交付を受けた日から条例第２条第２項の規定による浄化槽

保守点検業者（条例第２条第１項の規定により市長の登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者を

いう。以下同じ。）の登録の有効期間の満了の日までとする。ただし，同条第４項の規定により

なお効力を有することとされる従前の登録に係る浄化槽保守点検業者の置く浄化槽管理士の身分

証の有効期限は，当該従前の登録がなお効力を有する日までとする。  

５ 浄化槽管理士は，身分証の記載事項に変更があったとき（浄化槽保守点検業者が条例第２条第

３項の更新の登録を受けるときを含む。）は，交付申請書により，遅滞なく，身分証の書換え交

付を市長に申請しなければならない。この場合において，身分証の書換え交付を受けたときは，

浄化槽管理士身分証返納届出書（第９号様式の４。以下「返納届出書」という。）により，速や

かに従来の身分証を市長に返納しなければならない。  

６ 前項の規定による身分証の書換え交付の申請があった場合において，当該身分証の有効期間の

満了の日までに当該申請に対する身分証の書換え交付又は身分証の書換え交付を行わない旨の処

分がなされないときは，当該身分証の有効期限は，当該申請に対する身分証の書換え交付又は身

分証の書換え交付を行わない旨の処分がなされる日までとする。  

７ 浄化槽管理士は，身分証を破り，汚し，又は失ったときは，交付申請書により，身分証の再交

付を市長に申請することができる。この場合において，身分証の再交付を受けた後は，返納届出

書により，速やかに破った，又は汚した身分証を市長に返納しなければならない。失った身分証

を発見したときも，同様とする。  



８ 浄化槽管理士は，次の各号のいずれかに該当したときは，返納届出書により，遅滞なく，交付

を受けている身分証を市長に返納しなければならない。  

(1) 浄化槽法（昭和58年法律第43号）第45条第３項の規定に基づき浄化槽管理士が環境大臣から

浄化槽管理士免状の返納を命ぜられたとき。  

(2) 条例第８条第１項の規定により浄化槽保守点検業者が浄化槽保守点検業者登録簿から登録を

抹消されたとき。  

(3) 条例第12条第１項の規定に基づき浄化槽保守点検業者が浄化槽保守点検業の登録を取り消さ

れたとき。  

(4) 浄化槽管理士が浄化槽保守点検業者の置く浄化槽管理士でなくなったとき。 

（標識） 

第10条 条例第10条の規定により浄化槽保守点検業者が掲げる標識の記載事項は次のとおりとし，

その様式は第10号様式によるものとする。  

(1) 氏名又は名称及び法人にあっては，その代表者の氏名  

(2) 登録番号及び登録有効期間  

(3) 浄化槽管理士の氏名，浄化槽管理士免状の交付番号 

 （帳簿の記載事項等） 

第11条 条例第11条の規定により営業所ごとに備える帳簿の記載事項は，次のとおりとする。  

(1) 浄化槽の保守点検を委託した浄化槽管理者の氏名又は名称及び住所  

(2) 浄化槽管理者との契約年月日  

(3) 浄化槽の所在地，処理能力及び処理方式並びにその浄化槽に係る建物の用途  

(4) 保守点検を行った年月日，点検結果及び改善が必要であった場合の改善措置  

(5) 条例第９条第７項の規定により通知した浄化槽清掃業者名及び通知年月日  

２ 前項の帳簿は，１年ごとに閉鎖し，閉鎖後営業所ごとに３年間保存しなければならない。 

 （身分を示す証明書の様式） 

第12条 条例第13条第３項に規定する証明書は，第11号様式によるものとする。 

 （身分証交付手数料等） 

第13条 条例第15条に規定する規則で定める額は，2,350円とする。 

   

    附 則  

この規則は，公布の日から施行する。 

   附 則 （平成12年12月26日規則第101号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は，平成13年１月６日から施行する。  

   附 則 （平成14年４月１日規則第47号） 

（施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。  

（経過措置） 

２ この規則による改正前の規則の規定による様式は，この規則による改正後の規則の規定による

様式にかかわらず，当分の間，なお使用することができる。  

   附 則 （平成18年４月１日規則第51号） 



（施行期日） 

１ この規則は，平成19年４月１日から施行する。ただし，第１条並びに次項及び附則第３項の規

定は，平成18年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 高知市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例（平成18年条例第23号。

以下「改正条例」という。）附則第２項の規定に基づき平成18年６月30日までに第１条の規定に

よる改正後の高知市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則（以下「改正後の規則」

という。）第９条第２項の規定による浄化槽管理士身分証の交付の申請を行った場合において，

同年７月１日までに当該申請に対する浄化槽管理士身分証の交付又は浄化槽管理士身分証の交付

を行わない旨の処分がなされないときは，第１条の規定による改正前の高知市浄化槽の保守点検

業者の登録に関する条例施行規則第９条に規定する浄化槽管理士証は，同日後においては当該申

請に対する浄化槽管理士身分証の交付又は浄化槽管理士身分証の交付を行わない旨の処分がなさ

れるまでの間は，改正後の規則第９条第１項に規定する浄化槽管理士身分証とみなす。  

３ 改正条例附則第２項の規定に基づき平成18年７月１日前に交付を受けた改正後の規則第９条第

１項に規定する浄化槽管理士身分証のうち，同日から平成19年３月31日までの間に更新の登録を

受けた浄化槽保守点検業者の置く浄化槽管理士の浄化槽管理士身分証については，改正後の規則

第９条第４項本文の規定にかかわらず，当該浄化槽保守点検業者の更新後の登録の有効期間をそ

の有効期間とする浄化槽管理士身分証とみなす。 

 

別表(第８条関係) 

 浄化槽管理士1人当たりに備える器具 左欄以外に備える器具 

器
具
の
名
称 

汚泥厚測定器具，スカム厚測定器具，

スカム破砕器具，水素イオン濃度測定器

具，塩素イオン濃度測定器具，透視度

計，亜硝酸反応測定器具，残留塩素計，

温度計，殺虫剤噴霧器，1lメスシリンダ

ー，油さし，手かぎ，メジャー，工具

類，懐中電灯，ロープ，バケツ，ひしゃ

く，ホース及びノズル，ブラシ，点検に

要する試薬，薬剤 

水準計，圧力計，ドラム巻取式コー

ド，スコップ，はしご，棒すり，携帯

用顕微鏡 

備
考 

営業所に置く浄化槽管理士１人に対し，

上に掲げる器具一式を営業所に備えるこ

と。  

 合併処理施設を対象とする場合は，

次の器具を追加すること。 

 DO測定器具，MLSS測定器具，汚泥返

送用自吸式ポンプ，換気ファン，酸素

濃度計，ガス検知器（硫化水素用等） 

 



19 手 数 料 

 

① 廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係手数料  
 
区分 名     称 事          務 金     額 
１ 一般廃棄物処理施設設

置許可申請手数料 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45

年法律第137号。以下この表において「法」と

いう。）第８条第１項の規定に基づく一般廃棄

物処理施設の設置の許可の申請に対する審査 

法第８条第４項に規定す

る一般廃棄物処理施設に

係るものにあっては

130,000円，その他の一般

廃棄物処理施設に係るも

のにあっては110,000円 
２ 一般廃棄物処理施設の

変更許可申請手数料 
法第９条第１項の規定に基づく一般廃棄物処

理施設の変更の許可の申請に対する審査 
法第８条第４項に規定す

る一般廃棄物処理施設に

係るものにあっては

120,000円，その他の一般

廃棄物処理施設に係るも

のにあっては100,000円 
３ 一般廃棄物処理施設譲

受け等許可申請手数料 
法第９条の５第１項の規定に基づく一般廃棄

物処理施設の譲受け等の許可の申請に対する

審査 

１件につき 
68,000円 

４ 一般廃棄物処理施設合

併認可申請手数料 
法第９条の６第１項の規定に基づく一般廃棄

物処理施設の合併の認可の申請に対する審査 
１件につき 

68,000円 
５ 一般廃棄物処理業許可

申請手数料 
法第７条第１項又は第６項の規定に基づく一

般廃棄物処理業の許可の申請に対する審査 
１件につき 

10,000円 
６ 一般廃棄物処理業許可

更新申請手数料 
法第７条第１項又は第６項の規定に基づく一

般廃棄物処理業の許可の更新の申請に対する

審査 

１件につき 
10,000円 

７ 一般廃棄物処理業許可

証再交付手数料 
法第７条第１項又は第６項の規定に基づく一

般廃棄物処理業の許可証の再交付 
１件につき 

4,000円 
８ 産業廃棄物収集運搬業

許可申請手数料 
法第14条第１項の規定に基づく産業廃棄物収

集運搬業の許可の申請に対する審査 
１件につき 

81,000円 
９ 産業廃棄物収集運搬業

許可更新申請手数料 
法第14条第２項の規定に基づく産業廃棄物収

集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 
１件につき 

73,000円 
10 産業廃棄物処分業許可

申請手数料 
法第14条第６項の規定に基づく産業廃棄物処

分業の許可の申請に対する審査 
１件につき 

100,000円 
11 産業廃棄物処分業許可

更新申請手数料 
法第14条第７項の規定に基づく産業廃棄物処

分業の許可の更新の申請に対する審査 
１件につき 

94,000円 
12 産業廃棄物収集運搬業

の変更許可申請手数料 
法第14条の２第１項の規定に基づく産業廃棄

物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申

請に対する審査 

１件につき 
71,000円 

13 産業廃棄物処分業の変

更許可申請手数料 
法第14条の２第１項の規定に基づく産業廃棄

物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に

対する審査 

１件につき 
92,000円 

14 特別管理産業廃棄物収

集運搬業許可申請手数

料 

法第14条の４第１項の規定に基づく特別管理

産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する

審査 

１件につき 
81,000円 

15 特別管理産業廃棄物収

集運搬業許可更新申請

手数料 

法第14条の４第２項の規定に基づく特別管理

産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に

対する審査 

１件につき 
74,000円 



16 特別管理産業廃棄物処

分業許可申請手数料 
法第14条の４第６項の規定に基づく特別管理

産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 
１件につき 

100,000円 
17 特別管理産業廃棄物処

分業許可更新申請手数

料 

法第14条の４第７項の規定に基づく特別管理

産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対す

る審査 

１件につき 
95,000円 

18 特別管理産業廃棄物収

集運搬業の変更許可申

請手数料 

法第14条の５第１項の規定に基づく特別管理

産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の

許可の申請に対する審査 

１件につき 
72,000円 

19 特別管理産業廃棄物処

分業の変更許可申請手

数料 

法第14条の５第１項の規定に基づく特別管理

産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可

の申請に対する審査 

１件につき 
95,000円 

20 産業廃棄物処理施設設

置許可申請手数料 
法第15条第１項の規定に基づく産業廃棄物処

理施設の設置の許可の申請に対する審査 
法第15条第４項に規定す

る産業廃棄物処理施設に

係るものにあっては

140,000円，その他の産業

廃棄物処理施設に係るも

のにあっては120,000円 
21 産業廃棄物処理施設の

変更許可申請手数料 
法第15条の２の５第１項の規定に基づく産業

廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変

更の許可の申請に対する審査 

法第15条第４項に規定す

る産業廃棄物処理施設に

係るものにあっては

130,000円，その他の産業

廃棄物処理施設に係るも

のにあっては110,000円 
22 産業廃棄物処理施設譲

受け等許可申請手数料 
法第15条の４において準用する法第９条の５

第１項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の

譲受け等の許可の申請に対する審査 

１件につき 
68,000円 

23 産業廃棄物処理施設合

併又は分割認可申請手

数料 

法第15条の４において準用する法第９条の６

第１項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の

合併又は分割の認可の申請に対する審査 

１件につき 
68,000円 

 
② 使用済自動車の再資源化に関する法律関係手数料  
 
区分 名     称 事          務 金     額 
１ 解体業許可申請手数料 使用済自動車の再資源化に関する法律（平成

14年法律第87号。以下この表において「法」

という。）第60条第１項の規定に基づく解体業

の許可の申請に対する審査 

１件につき 

 

 

78,000円 

２ 解体業許可更新申請手

数料 

法第60条第２項の規定に基づく解体業の許可

の更新の申請に対する審査 

１件につき 

70,000円 

３ 破砕業許可申請手数料 法第67条第１項の規定に基づく破砕業の許可

の申請に対する審査 

１件につき 

84,000円 

４ 破砕業許可更新申請手

数料 

法第67条第２項の規定に基づく破砕業の許可

の更新の申請に対する審査 

１件につき 

77,000円 

５ 破砕業変更許可申請手

数料 

法第70条第１項の規定に基づく破砕業の事業

の範囲の変更の許可の申請に対する審査 

１件につき 

75,000円 

６ 引取業登録申請手数料 法第42条第１項の規定に基づく引取業の登録

の申請に対する審査 

１件につき 

4,000円 

７ 引取業登録更新手数料 法第42条第２項の規定に基づく引取業の登録

の更新の申請に対する審査 

１件につき 

3,000円 



８ フロン類回収業登録申

請手数料 
法第53条第１項の規定に基づくフロン類回収

業の登録の申請に対する審査 
１件につき 

5,000円 
９ フロン類回収業登録更

新申請手数料 
法第53条第２項の規定に基づくフロン類回収

業の登録の更新の申請に対する審査 
１件につき 

4,000円 
 
③ 浄化槽法関係手数料  
 
区分 名     称 事          務 金     額 

１ 浄化槽清掃業許可申請
手数料 

浄化槽法（昭和58年法律第43号。以下この表

において「法」という。）第35条第１項の規定

に基づく浄化槽清掃業の許可の申請に対する

審査 

１件につき 
10,000円 

２ 浄化槽清掃業許可更新
申請手数料 

法第 35条第１項の規定に基づく浄化槽清掃業

の許可の更新の申請に対する審査 
１件につき 

10,000円 
３ 浄化槽清掃業許可証再

交付手数料 
法第 35条第１項の規定に基づく浄化槽清掃業

の許可の許可証の再交付 
１件につき 

4,000円 
４ 浄化槽保守点検業者登

録申請手数料 
高知市浄化槽の保守点検業者の登録に関する

条例第３条の規定に基づく登録の申請に対す

る審査 

１件につき 
29,000円 

５ 浄化槽管理士身分証等
交付手数料 

高知市浄化槽の保守点検業者の登録に関する

条例第９条第８項の規定に基づく身分証交付

の申請に対する審査 

１件につき 
2,350円 

（平成21年度より改正予定） 

 



第11章  清 掃 年 表 
１ 清 掃 年 表 

年 共通 ごみ し尿 

明治33年 ４月１日 汚物掃除法施行 

 

  ～肥料として農地還元 

大正 6年   江ノ口に焼却場を設置 

 

  

昭和 5年   丸池町に焼却場を建設 

 

  

26年 教育民生部衛生課に清掃係を置く 

 

    

29年 

 

７月１日 清掃法施行 

10月１日 高知市清掃条例施行

（特別清掃地域を設定） 

 

  

  

７月 市有海洋投棄船による土

佐湾沿岸への投入処分開始 

 

31年 清掃行政が清掃事務所として独立 

 

  仁井田にし尿中継槽建設 

 

34年   ８月 民間13業者による清掃

事業連合会設立 

36年 ８月15日 市民部清掃課に改称 

 

    

37年   ３月31日 大谷清掃工場が竣工 

 

  

38年 ４月１日 環境衛生課に改称 

 

    

40年     １月１日 民間業者による一般

家庭のし尿収集に地区割制を

採用 

 

42年 ８月15日 「機構改革」清掃管理

課・清掃業務課の２課体制とす

る 

 

３月31日 宇賀清掃工場が竣工し

丸池町の焼却場廃止 

海洋投棄を沿岸より20㎞に 

 

43年   ４月１日 容器収集を主とする週

２回のステーション収集方法を実

施（３カ年計画で完成） 

 

くみとりカードの配布 

45年 

 

８月21日 台風10号幡多郡に上陸 

12月25日 廃棄物の処理及び清掃

に関する法律施行 

７月16日 菖蒲谷清掃工場着工 

  

  

  

46年 

 

  

  

４月１日 一般家庭のごみ収集手

数料を無料化 

モデル地区を対象に不燃物収集を

開始 

 

５月 200ｔ積高坂丸進水 

９月１日 １地区複数業者制，収

集困難世帯の直営化など収集体

制の改善を図る 

47年 ２月１日 旧介良村と合併 ２月１日 旧介良村ごみ棄却地を

引き継ぐ  

３月31日 菖蒲谷清掃工場が竣工 

  

48年 ４月15日 「機構改革」清掃事務

所（清掃管理課・清掃第一課・清

掃第二課）設置 

６月 介良ごみ棄却地用地買収（土

地開発公社） 

４月１日 海洋汚染防止法施行

令の一部改正により，し尿投入

地点が土佐沖の105カイリ（室

戸岬沖75カイリ）まで延長。 

投入業務を株式会社中央海運に

委託  



年 共通 ごみ し尿 

昭和49年   12月 介良ごみ棄却地用地第１次

買収 

 

５月31日 東孕し尿中継場が竣

工 

50年 

 

 

４月１日 「機構改革」清掃事務

所（清掃管理課・清掃業務課）・

清掃工場建設事務所を設置 

８月17日 台風５号宿毛市付近へ

上陸 

３月31日 宇賀清掃工場廃止 

９月 介良棄却地へ災害ごみ埋立 

 

１月30日 一部事務組合（９市

町村）として高知中央地区衛生

事務組合が設立許可される 

２月24日 財団法人高知市清掃

公社設立登記 

４月３日 許可業者として財団

法人高知市清掃公社業務開始 

これに伴い民間業者の許可制

を廃止 

９月 高知市し尿浄化槽設置指

導要綱制定，し尿浄化槽清掃業

許可 

 

51年 ４月７日 「機構改革」清掃事務所

（清掃総務課・清掃業務課・大谷

清掃工場 ・宇賀清掃工場・菖蒲

谷清掃工場）に改編 

９月13日 台風17号長崎市へ上陸

１月 介良棄却地第２次用地買収 

７月１日 登録制による資源・不燃

ごみの分別収集（２カ月に１回）開

始 

９月 高知市再生資源土曜会協同

組合と覚書を調印 

資源物の収集運搬業務を委託 

 

３月31日 し尿海洋投入期限を

３年間延長 

52年 

 

４月１日 「機構改革」清掃部を新

設。（清掃工場建設事務所・清掃

総務課・清掃業務課・大谷清掃工

場・宇賀清掃工場・菖蒲谷清掃工

場）の１事務所，５課制となる 

 

３月 高知市再生資源土曜会協同

組合を高知市再生資源処理協同組

合に改称。呼称を「高知市再生処

理センター」とする。 

７月１日 新清掃工場着工 

  

  

53年 

 

 

８月１日  「機構改革」宇賀清掃

工場を第一業務課に，清掃業務課

を第二業務課とし，同日から第一

業務課は高知市クリーンセンタ

ーで業務開始 

９月１日 第二業務課不燃物係を

高知市クリーンセンターへ，同業

務課係を横浜分室へ移転 

10月７日  「機構改革」清掃施

設建設事務所を新設し，総務課・

建設課を置く 

 

７月 資源・不燃ごみ収集を月１回

収集とする 

７月31日 北本町４丁目の高知市

クリーンセンター整備完了 

通年 介良棄却地第３次用地買収 

12月27日 高知中央地区衛生事

務組合解散 

  

  

54年 

 

 

 

  

  

  

  

４月１日から生ごみ排出容器をポ

リ袋又は丈夫な紙袋とする 

９月４日 高知市クリーンセンタ

ー二期工事完了 

12月26日 大谷清掃工場の収集部

門を高知市クリーンセンターへ

移転し収集部門統合 

12月30日 大谷清掃工場廃止 

３月31日 高知県し尿海洋投棄

対策委員会との間でし尿海洋

投入を昭和58年３月31日まで

の４年間延長とし，し尿投入地

点を室戸沖85カイリとする覚

書を交換 

４月１日 廃棄物処理法の改正

によりし尿浄化槽汚泥処理業

（収集運搬）許可により清掃業

から分離 

９月 し尿陸上処理施設建設用地

を五台山，介良地区に決定 

 



年 共通 ごみ し尿 

昭和55年 

 

 

 

 

４月10日 「機構改革」清掃工場

建設事務所を宇賀清掃工場に，

第二業務課不燃物係を第一業務

課不燃物係とする 

  

  

  

  

３月31日 新清掃工場である宇賀

清掃工場が竣工 

５月12日 宇賀清掃工場性能試験

開始 

９月30日 菖蒲谷清掃工場休止 

10月７日 宇賀清掃工場本格運転

開始 

11月６日 市内26地区で「ごみを

話し合う会」開始 

４月１日 東孕し尿中継場の前

処理施設供用開始 

６月１日 高知市し尿浄化槽指

導要綱改正 

12月 し尿処理施設都市計画決

定 

56年 ５月29日 清掃施設建設事務所を

運転休止中の菖蒲谷工場へ移転 

11月27日 「ごみを話し合う会」

26地区終了 

９月 し尿陸上処理施設用地買

収 

10月７日 し尿陸上処理施設建

設着工 

57年 

 

４月５日 第２業務課管理係を横

浜分室へ移転。これにより横浜分

室の名称を抹消 

  

４月１日 「機構改革」  第一業

務課の生ごみ収集２係制を３係

制とする 

  

２月15日 東孕し尿中継場の脱

臭装置の全面改造による運転

開始 

 

58年 

 

８月１日 「機構改革」清掃総務

課・清掃業務課・第二業務課・宇

賀清掃工場・清掃施設課の５課制

になる 

 

11月14日 清掃車に無線設置を開

始 

11月22日～12月16日 不燃物登

録団体代表者懇談会を16地区で開

催 

３月31日 し尿海洋投入につい

て関係機関と協議し59年６月

まで延長 

12月 し尿陸上処理施設試運転

開始，し尿ポンプ圧送開始 

59年 

 

 

８月１日 「機構改革」清掃総務

課・清掃業務課・宇賀清掃工場・

清掃施設課の４課制となる 

  

  

１月 ごみ分別に水銀を含むごみ

を加え６種類分別とする 

４月１日 生ごみ収集日を全市的

に見直し 

  

１月 し尿海洋投入処分廃止 

７月１日 し尿直営収集分を清

掃公社へ全面移管 

７月１日 し尿陸上処理施設高

知市東部環境センター正式稼

働 

60年 ４月１日  「機構改革」保健環境

部，清掃企画課・清掃業務課とす

る 

３月31日 三里最終処分場竣工 

４月10日 三里最終処分場埋立処

分開始 

10月１日 浄化槽法施行 

61年   ７月１日 市内介良の埋立地跡地

を高知市東部総合運動場として使

用開始（多目的グラウンド，テニ

スコ－ト） 

  

62年 ４月１日 「機構改革」市民環境

部清掃対策室となる 

５月15日 清掃事業検討委員会設

置 

３月28日 勤労者体育センター

落成 

63年 

 

 

  

  

  

１月26日 資源・不燃ごみ収集に

ついて25地区で懇談会 (～３月

10日) 

５月14日 五台山処分場埋立処分

終了 

６月１日 プラスチック分別収集

３地区（三里・大津・上街）モデ

ル事業開始 

 

  

  

  

平成元年 

 

 

  

  

  

６月13日 菖蒲谷工場の財産処分

承認 

６月30日 プラスチック減容施設

着工 

７月５日 12地区でプラスチック

収集開始 

３月29日 東部総合運動場野球

場着工 

４月１日 合併浄化槽設置補助

制度（環境課） 

  



年 共通 ごみ し尿 

平成２年 

 

 

  

  

  

１月24日 プラスチック収集全市

拡大 

３月30日 プラスチック減容工場

竣工 

８月21日 高知市再生資源協同組

合との覚書変更 

８月24日 東部総合運動場野球

場落成 

  

  

３年 

 

 

10月５日 廃棄物の処理及び清掃

に関する法律改正 

10月25日 再生資源の利用の促進

に関する法律施行（リサイクル

法） 

４月 生ごみ収集を月・木と火・金

に変更 

10月 資源・不燃ごみ収集日の見

直し。水銀含有物の収集を高知市

再生資源協同組合に委託 

10月１日 財団法人高知県医療廃

棄物処理センター設立 

２月 野球場，プロ野球福岡ダ

イエーホークスキャンプ開始  

５月 （財）高知市清掃公社が

（財）高知市環境事業公社へ名  

称変更 

  

４年 

 

７月４日 （改正）廃棄物の処理

及び清掃に関する法律施行 

９月25日 産業廃棄物の処理に係

る特定施設の整備の促進に関す

る法律施行（産廃処理特定施設整

備法） 

７月１日 同センター焼却施設稼

働開始 

11月25日 高知クリーン推進会発

足 

  

５年 

 

 

６月25日 エネルギー等の使用の

合理化及び再生資源の利用に関

する事業活動の促進に関する臨

時措置法施行（リサイクル支援

法）  

９月 バーゼル条約加入 

12月16日 特定有害廃棄物等の輸

出入等の規制に関する法律施行

（特定有害廃棄物輸出入規制法）

  

  

  

８月17日 浄化槽処理業者によ

よる「高知環境浄化共同組合」

設立届 

 

  

  

６年 

 

 

１月１日 （改正）高知市廃棄物の

減量及び適正処理等に関する条

例施行 

４月１日 「機構改革」市民環境部

に清掃対策室（３課体制）とは別

に清掃施設建設事務所を設置 

４月19日 財団法人エコサイクル

高知設立 

１月10日～２月28日 ごみを語る

地区懇談会開催 

  

  

  

  

  

７年 

 

１月 高知市一般廃棄物処理基本

計画策定 

６月16日 容器包装に係る分別収

集及び再商品化の促進等に関する

法律公布順次施行（容器包装リサ

イクル法） 

７月29日～９月６日 事業所との

ごみ問題を語る懇談会開催 

  

  

  

８年 

 

 

 

 

 

４月１日  「機構改革」清掃対策

室が清掃企画課・清掃業務課・宇

賀清掃工場・東部環境センターの４

課体制となる 

清掃施設建設事務所が清掃施設

建設室となる 

（改正）高知市廃棄物の減量及

び適正処理等に関する条例施行

（ポイ捨て行為の禁止に関する

条文の新設） 

11月１日 環境美化重点地域指定 

11月  廃棄物循環型社会基盤施設

整備事業計画及び容器包装一般

廃棄物分別収集計画策定 

４月１日 ごみ処理手数料を改定

施行 

プラスチック及び水銀含有廃棄物

手数料を新設 

４月 フロン回収事業開始 

５月24日  三里最終処分場の延命

化対策工事着工（９月28日同工

事竣工） 

８月１日 生ごみ処理容器購入補

助金交付要綱施行 

12月26日  三里最終処分場拡張用

地を高知市土地開発公社より取得 

１月１日 し尿処理手数料を改

定施行 

下水道処理（供用開始後３年を

経過）区域内及び臨時収集の場

合に特別収集手数料を新設 

通年 東部総合運動場拡張用地

買収 



年 共通 ごみ し尿 

平成９年 ３月26日  財団法人高知県魚さい

加工公社設立 

４月１日 消費税の改正等による手

数料一部改定 

 

２月 介良県住中野団地で半透明

袋の使用等モデル事業実施 

12月 東部総合運動場南テニス

コート着工 

10年 ４月１日 中核市移行 

「機構改革」 清掃・環境・下水

道部門が統合され環境下水道部

となる。清掃部門は，環境下水道

総務課・環境対策課・環境業務課，

東部環境センター・宇賀清掃工場

の５課制と清掃施設建設室・清掃

施設建設課となる。 

６月５日 特定家庭用機器再商品

化法（家電リサイクル法）公布，

順次施行 

９月24～25日 秋雨前線に伴う集

中豪雨 

４月１日 高知市一般廃棄物処理

実施計画に生ごみ・プラスチック

類ごみの透明・半透明袋での排出

を規定 

中核市移行に伴い, 県から産業廃

棄物行政に関する事務権限が委譲

される 

10月 三里最終処分場埋立完了 

11月 三里最終処分場拡張部分へ

埋立開始 

12月19日 新清掃工場着工 

４月 一般廃棄物処理業の許可

期間が１年から２年となる 

10月 東部総運動場屋内練習場

供用開始 

11月 東部総合運動場南テニス

コート，多目的広場供用開始 

11年 

 

 

４月１日 高知市ダイオキシン類

による健康被害の防止及び生活

環境の保全に関する条例制定  

７月１日 高知市ダイオキシン類

対策審議会，高知市エコタウン事

業推進委員会設置 

７月８日 特定化学物質の環境へ

の排出量の把握等及び管理の改

善の促進に関する法律(ＰＴＲＴ

法)成立 

７月16日 ダイキオキシン類対策

特別措置方法公布 

 

３月14日 三里最終処分場拡張工

事完了 

４月１日 ごみの透明・半透明袋で

の排出を義務づける 

６月 昭和53年から平成10年まで

続いた再生自転車即売会を廃止 

７月 第２期容器包装一般廃棄物

分別収集計画策定 

10月 高知市ごみ減量・リサイクル

推進事業所制度の実施 

４月16日 東部総合運動場国体

プール起工式 

６月 高知市環境保全事業共同

組合より「合特法の趣旨に基

づく民間活力の導入につい

て」請願の提出，９月議会で

採択 

  

  

  

12年 

 

 

 

 

 

１月15日 ダイオキシン類対策特

別措置法施行 

４月１日 「機構改革」 環境部設

立。清掃部門は環境政策課，廃棄

物対策課，環境業務課，宇賀清掃

工場，東部環境センター，清掃施

設建設課の６課体制。環境政策課

内にエコタウン推進室を設置。 

容器包装リサイクル法完全施行 

５月 循環型社会形成推進基本法

等廃棄物・リサイクル関連６法

成立 

12月13日 「エコタウン高知市・

事業計画」が国の承認を受ける 

 

１月 廃棄物減量等推進員制度の

実施 

２月 ペットボトルの店頭回収に

関する地区説明会の開催 

４月１日 市内量販店等における

ペットボトルの拠点回収開始 

12月 乾燥し尿汚泥の農地還元

の供給を終了 



年 共通 ごみ し尿 

平成13年 ４月１日 家電リサイクル法本格

施行 

２月 家電リサイクル法に関する

説明会の開催 

３月 高知県電機商業組合と義務

外家電の収集運搬について協定を

締結 

４月 特定家庭用機器の収集運搬

助成制度開始 

９月 容器包装リサイクル法（その

他プラ）に関する地区説明会の開

催 

11月 容器包装リサイクル法に基

づくプラスチック製容器包装収集

開始 

11月１日 新清掃工場である高知

市清掃工場試運転開始 

６月 東部総合運動場国体プー

ル落成式 

11月 東部環境センターの乾

燥・焼却施設廃止に伴い，し尿

処理汚泥を清掃工場で焼却開始 

14年 

 

 

 

９月 第57回国民体育大会（夏季） 

10月 第57回国民体育大会（秋季） 

  

  

  

３月29日 高知市清掃工場竣工 

３月29日 宇賀清掃工場休止 

４月１日 高知市清掃工場本格運

転開始 

６月１日 ヨネッツこうち開館 

  

  

  

  

15年 ３月 第２次一般廃棄物処理基本

計画策定 

  ４月１日 東孕し尿中継場休止 

東部総合運動場の管理・運営を

教育委員会へ所管替え 

16年 

 

 

４月１日 「機構改革」清掃施設

建設事務所を廃止 

  

７月１日 ごみ処理手数料を改定

施行 

10月１日 可燃粗大ごみ，雑ごみ

を可燃雑ごみ，不燃雑ごみに変更 

５月 し尿処理施設一系列運転

開始 

17年 １月１日 鏡村・土佐山村と合併 

４月１日 「機構改革」環境政策課

エコタウン推進室を廃止 

11月１日 不燃雑ごみの収集を高

知市再生資源処理協同組合に委託 

７月 民間事業所でし尿汚泥の

堆肥化実験を実施 

12月 一部のし尿汚泥の堆肥化

を委託開始 

18年 ４月１日 「機構改革」清掃施設建

設課を廃止し，ごみ減量推進課を

設置 

４月 清掃工場から排出される飛

灰の再資源化を委託 

清掃工場灰溶融炉故障 

 

19年  ２月 清掃工場灰溶融炉再稼働 

３月 エコ・パーク宇賀完成 

４月１日 ごみ処理手数料を改定

施行 

10月１日 ごみの分別区分の変更

と分別区分の追加（飲料用紙パッ

ク，家電品）と名称変更（生ごみ

→可燃ごみ，可燃雑ごみ→可燃粗

大ごみ，不燃雑ごみ→不燃ごみ） 

３月31日 東孕し尿中継場廃止 

20年 １月１日 春野町と合併 

「機構改革」春野環境センター

を設置 
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